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第３章 土工編 

第１ 適用 

    本章の対象となる作業範囲は図３―１の実線部分である。 

 

 

図３―１ 土工編の対象となる作業の範囲 

 

また、本章は、第１章第４に示す情報化施工技術活用工事の種類と適用範囲のうち、下記

に示す項目について適用する。 

 

 １ ３次元起工測量 

（１）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

（２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

（３）ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

（４）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

（５）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 

（６）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

（７）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

 

 ２ ３次元設計データの作成 

３次元起工測量で計測した測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、３次 

元設計データを作成する。 

 

 ３ ＩＣＴ建設機械による施工 

   下記の工種において適用する。 

 

ＩＣＴ建設機械施工技術 

工 種 施工規模 

共通工事 
掘削、床掘 １件の工事における扱い土量の 

合計が 1,000m3以上 
盛土 

 

また、本章の適用対象とするＩＣＴ建設機械施工技術の種類は以下のとおりとする。 

・３次元ＭＧ又はＭＣバックホウによる３次元施工 

・３次元ＭＧ又はＭＣバックホウによる２次元施工 

準備工 
・基準点測量 
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３次元計測技術に係る準備工 
・施工計画書 
・工事基準点の設置 
・起工測量 
・基本設計データの作成又は３次元
設計データの作成 

・その他、ICT 機器の準備 
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・２次元ＭＧ又はＭＣバックホウによる２次元施工 

・３次元ＭＧ又はＭＣブルドーザによる３次元施工 

 

 ４ ３次元出来形管理技術等の施工管理 

   本章では表３―１に示す技術を対象とする。 

 

表３－１ 出来形管理技術の適用範囲 

断面管理の場合 

出来形管理技術 工種 出来形管理項目 施工規模 

・TS 等光波方式 

・RTK-GNSS 

共通工事 

掘削 
基準高、幅、法長、 

施工延長 

１件の工事におけ

る扱い土量の合計

が 1,000m3以上 

盛土 
基準高、幅、法長、 

施工延長 

栗石基礎、砕石基

礎、砂基礎、 

均しコンクリート 

幅、厚さ、施工延長 

管水路工事 管体基礎工（砂基

礎等） 
幅、高さ 

・モバイル端末 共通工事 

掘削 
基準高、幅、法長、 

施工延長 

盛土 
基準高、幅、法長、 

施工延長 

 

 面管理の場合 

出来形管理技術 工種 出来形管理項目 施工規模 

・TS 等光波方式 

・TS（ノンプリズム方式） 

・UAV 空中写真測量 

・TLS 

・UAV レーザー 

・地上移動体搭載型 LS 

・RTK-GNSS 

・施工履歴データ 

共通工事 

掘削 

基準高・幅・法長・施工延長

に代えて、水平又は標高較差

を管理 
１件の工事におけ

る扱い土量の合計

が 1,000m3以上 
盛土 

基準高・幅・法長・施工延長

に代えて、標高較差を管理 

 

  ５ ３次元データの納品 

３次元出来形管理等による３次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。  

 

第２ 出来形管理技術の機器構成及び機器の機能と要件 

 １ ＴＳ等光波方式出来形管理技術（断面管理） 

（１）機器構成 
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出来形管理用ＴＳ等光波方式による出来形管理のシステムは、ア 基本設計データ作成ソ

フトウェア、イ 出来形管理用ＴＳ等光波方式（ハードウェア及びソフトウェア）、ウ 出来

形帳票作成ソフトウェアの機器で構成される。 

ア 基本設計データ作成ソフトウェア 

基本設計データ作成ソフトウェアは、設計図書等を基に出来形管理用ＴＳ等光波方式

に取込み可能な基本設計データを作成するソフトウェアで、基本情報作成機能、中心線

形定義読込み、作成機能、管理断面設定機能、横断形状定義作成機能、出来形管理箇所

の設定機能、交換データの入出力機能を有するものである。 

イ 出来形管理用ＴＳ等光波方式（ハードウェア及びソフトウェア） 

出来形管理用ＴＳ等光波方式は、アで作成した基本設計データを用いて、現場での出

来形測定、出来形の良否判定が可能な設計と出来形の差を表示し、出来形測定データの

記録と出力を行う装置である。 

ウ 出来形帳票作成ソフトウェア 

出来形帳票作成ソフトウェアは、アで作成した基本設計データと、イで測定した出来

形測定データを読み込むことで、出来形帳票を自動作成するソフトウェアであり、施工

管理データの読込み機能、測定点データの管理機能、出来形帳票出力機能※15を有するも

のである。 

 

（２）機器の機能と要件 

施工管理データについては、「（１）機器構成」に示す機器間でデータの交換ができるよ

うに、別紙－４「出来形管理用ＴＳ等光波方式技術に用いる施工管理データの機器間デー

タ交換の機能と要件」の要件を満たすものでなければならない。 

また、「（１）機器構成」に示す機器は、それぞれ別紙－５「基本設計データ作成ソフト

ウェアの機能と要件」、別紙－６「出来形帳票作成ソフトウェアの機能と要件」、別紙－７

「出来形管理用ＴＳ等光波方式の機能と要件」の要件を満たすものでなければならない。 

 

２ ＴＳ等光波方式出来形管理技術（面管理） 

（１）機器構成及び機器の機能と要件 

出来形管理用ＴＳ等光波方式（面管理）による出来形管理のシステムは、以下の機器で構

成され、また機器の機能と要件は以下のとおりである。 

ア 出来形管理用ＴＳ等光波方式本体 

国土地理院の測量機器性能基準に規定するＴＳに加え、自動追尾機能を有するＴＳと同等

の測定ができるものでかつ望遠鏡を搭載しない光波方式を用いる測定機器も含む。 

ＴＳ等光波方式は、被計測箇所にターゲットとなるプリズムを設置して計測する方法のこ

と。プリズムに照準を合わせ、プリズムからの反射光により測距し位置座標を取得する。 

イ 点群処理ソフトウェア 

出来形管理用ＴＳ等光波方式で取得した複数回の３次元点群を結合し、整理した３次元座

標の点群を、さらに出来形管理基準を満たす点密度に調整したポイントデータ、及び当該点

群にＴＩＮ（不等三角網）を配置し、３次元の出来形計測結果を出力するソフトウェアであ

る。別紙－１「点群処理ソフトウェアの機能と要件」の機能を有していなければならない。 
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点群処理ソフトウェアによるデータ処理手順は以下のとおりとする。 

（ア）計測点群データの不要点を以下の手順で削除する。 

a 点群密度の変更（データの間引き） 

出来形計測データについては、1 ㎡あたり１点以上、数量算出に用いる岩線計測デ

ータ及び起工測量計測データについては 0.25 ㎡あたり１点以上、出来形評価用データ

としては１㎡あたり１点以上の点密度が確保出来る程度まで点群密度を減らしてよい

が、座標値を変更するような処理はとってはならない。また、平面範囲で鉛直方向の

下点や中央値を抽出することはよいが、平均処理を行ってはならない（出来形評価

用データで以下のグリッドデータ化による場合は除く。） 

b グリッドデータ化 

出来形評価用データとしては、点群密度の変更による方法の他に、内挿により格子

状に加工することにより、１㎡あたり１点程度のデータとすることができる。 

（イ）現場での計測結果が複数ある場合には、各計測で個別の３次元座標に変換した結果

をひとつに合成する方法や複数計測内の特徴点を用いて合成を行ったのちに３次元座

標に変換する方法により、計測データの合成を行う。 

（ウ）計測点群データの不要点削除が終了した点群を対象にＴＩＮ（不等三角網）を配置

し、地形や岩区分境界、あるいは出来形の面データを作成する。 

ウ ３次元設計データ作成ソフトウェア 

３次元設計データ作成ソフトウェアは、出来形管理や数量算出の基準となる設計形状を示

し、３次元設計データを作成、出力するソフトウェアである。別紙－２「３次元設計データ

作成ソフトウェアの機能と要件」の機能を有していなければならない。 

エ 出来形帳票作成ソフトウェア 

３次元設計データと出来形評価用データを入力することで、設計面と出来形評価用デー

タの各ポイントの離れの算出と良否の判定が行える情報を提供するとともに、計測結果を

出来形管理として出力するソフトウェアである。別紙－３「出来形帳票作成ソフトウェア

の機能と要件（面管理の場合）」の機能を有していなければならない。 

オ 出来高算出ソフトウェア 

起工測量結果と、３次元設計データ作成ソフトウェアで作成した３次元設計データある

いは、点群処理ソフトウェアで算出した出来形結果を用いて出来高を算出するソフトウェ

アである。 

 

３ ＴＳ（ノンプリズム方式）出来形管理技術 

ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形管理のシステムは、以下の機器で構成され、また機

器の機能と要件は以下のとおりである。 

（１）ＴＳ（ノンプリズム方式）本体 

本体からターゲットとなるプリズムを利用せず被計測対象からの反射波を利用して計測

対象の相対的な位置座標を取得する。 

（２）点群処理ソフトウェア 

ＴＳ（ノンプリズム方式）で取得した複数回の３次元点群の結合や、３次元座標点群から

樹木、草木、建設機械、仮設備等の不要な点を除外するソフトウェアである。また、整理し
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た３次元座標の点群を、さらに出来形管理基準を満たす点密度に調整したポイントデータ、

及び当該点群にＴＩＮ（不等三角網）を配置し、３次元の出来形計測結果を出力するソフト

ウェアである。別紙－１「点群処理ソフトウェアの機能と要件」の機能を有していなければ

ならない。点群処理ソフトウェアによるデータ処理手順は以下のとおりとする。 

ア 計測点群データの不要点を以下の手順で削除する。 

（ア）対象範囲外のデータ削除 

計測点群データの３次元的な鳥瞰図による目視確認等により、被計測対象物以外の

計測データを削除する。 

（イ）点群密度の変更（データの間引き） 

出来形計測データについては、1 ㎡あたり１点以上、数量算出に用いる岩線計測デ

ータ及び起工測量計測データについては 0.25 ㎡あたり１点以上、出来形評価用データ

としては１㎡あたり１点以上の点密度が確保出来る程度まで点群密度を減らしてよい

が、座標値を変更するような処理はとってはならない。また、平面範囲で鉛直方向の

下点や中央値を抽出することはよいが、平均処理を行ってはならない（出来形評価

用データで以下のグリッドデータ化による場合は除く。） 

（ウ）グリッドデータ化 

出来形評価用データとしては、点群密度の変更による方法の他に、内挿により格子

状に加工することにより、１㎡あたり１点程度のデータとすることができる。 

イ 現場での計測結果が複数ある場合には、各計測で個別の３次元座標に変換した結果をひ

とつに合成する方法や複数計測の特徴点を用いて合成を行ったのちに３次元座標に変換

する方法により、計測データの合成を行う。 

ウ 計測点群データの不要点削除が終了した点群を対象にＴＩＮ（不等三角網）を配置し、

地形や岩区分境界、あるいは出来形の面データを作成する。 

（３）３次元設計データ作成ソフトウェア 

３次元設計データ作成ソフトウェアは、出来形管理や数量算出の基準となる設計形状を示

し、３次元設計データを作成、出力するソフトウェアである。別紙－２「３次元設計データ

作成ソフトウェアの機能と要件」の機能を有していなければならない。 

（４）出来形帳票作成ソフトウェア 

３次元設計データと出来形評価用データを入力することで、設計面と出来形評価用データ

の各ポイントの離れの算出と良否の判定が行える情報を提供するとともに、計測結果を出来

形管理として出力するソフトウェアである。別紙－３「出来形帳票作成ソフトウェアの機能

と要件（面管理の場合）」の機能を有していなければならない。 

（５）出来高算出ソフトウェア 

起工測量結果と、３次元設計データ作成ソフトウェアで作成した３次元設計データ又は点

群処理ソフトウェアで算出した出来形結果を用いて出来高を算出するソフトウェアである。 

 

４ ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術 

ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術による出来形管理のシステムは、以下の機器で構成さ

れ、また機器の機能と要件は、以下のとおりである。 

（１）ＵＡＶ 
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ＵＡＶ本体、ＵＡＶを操作するためのコントローラ又は撮影計画ソフトウェア、カメ

ラを固定するジンバル等、飛行撮影するための装置である。 

（２）デジタルカメラ 

レンズや撮影素子を含む空中写真を撮影するための装置である。 

（３）写真測量ソフトウェア 

撮影した空中写真から空中写真測量及び３次元図化を行い、地形や地物の座標値を算

出するソフトウェアである。 

写真管理ソフトウェアは、撮影した空中写真及び標定点の座標やカメラキャリブレー

ションデータを用いて、空中写真測量の原理及び同時調整作業の内部処理によりステレ

オモデルを構築し、地形、地物等の座標値を算出できる機能を有していなければならな

い。 

（４）点群処理ソフトウェア 

ＵＡＶ空中写真測量で算出した地形の３次元座標点群から樹木や草木、建設機械や仮

設備等の不要な点を除外するソフトウェアである。また、整理した３次元座標の点群

を、さらに出来形管理基準を満たす点密度に調整したポイントデータ及び当該点群にＴ

ＩＮ（不等三角網）を配置し、３次元の出来形計測結果を出力するソフトウェアであ

る。 

別紙－１「点群処理ソフトウェアの機能と要件」の機能を有していなければならない。 

点群処理ソフトウェアによるデータ処理手順は以下のとおりとする。 

ア 計測点群データの不要点を以下の手順で削除する。 

（ア）対象範囲外のデータ削除 

計測点群データの３次元的な鳥瞰図による目視確認等により、被計測対象物以外の計  

測データを削除する。 

（イ）点群密度の変更（データの間引き） 

出来形計測データについては、0.01m2 あたり１点以上、数量算出に用いる岩線計測  

データ及び起工測量計測データについては 0.25m2あたり１点以上、出来形評価用データ

としては１m2 あたり１点以上の点密度が確保出来る程度まで点群密度を減らしてよいが、

座標値を変更するような処理はとってはならない。また、平面範囲で鉛直方向の 下点

や中央値を抽出することはよいが、平均処理を行ってはならない（出来形評価用データ

で以下のグリッドデータ化による場合は除く。） 

（ウ）グリッドデータ化 

出来形評価用データとしては、点群密度の変更による方法の他に、内挿により格子状

に加工することにより、1m2あたり１点程度のデータとすることができる。 

イ 計測点群データの不要点削除が終了した点群を対象にＴＩＮ（不等三角網）を配置し、

地形や岩区分境界、あるいは出来形の面データを作成する。 

（５）３次元設計データ作成ソフトウェア 

３次元設計データ作成ソフトウェアは、出来形管理や数量算出の基準となる設計形状を

示し、３次元設計データを作成、出力するソフトウェアである。別紙－２「３次元設計デ

ータ作成ソフトウェアの機能と要件」の機能を有していなければならない。 

（６）出来形帳票作成ソフトウェア 
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３次元設計データと出来形評価用データを入力することで、設計面と出来形評価用デ

ータの各ポイントの離れの算出と良否の判定が行える情報を提供するとともに、計測結

果を出来形管理として出力するソフトウェアである。別紙－３「出来形帳票作成ソフト

ウェアの機能と要件（面管理の場合）」の機能を有していなければならない。 

（７）出来高算出ソフトウェア 

起工測量結果と、３次元設計データ作成ソフトウェアで作成した３次元設計データ又

は点群処理ソフトウェアで算出した出来形結果を用いて出来高を算出するソフトウェア

である。 

 

５ ＴＬＳ出来形管理技術 

ＴＬＳ出来形管理技術による出来形管理のシステムは、以下の機器で構成され、また機

器の機能と要件は以下のとおりである。 

（１）ＴＬＳ本体 

本体から計測対象の相対的な位置を面的に取得する機器である。また、観測した点群を

３次元座標として変換するためには、計測範囲内に既知座標（標定点）を４点以上設置す

る（ＴＳと同様に本体の位置を事前に確定できる方法等の場合は標定点が不要である）。 

（２）点群処理ソフトウェア 

ＴＬＳで取得した複数回の３次元点群の結合や、３次元座標点群から樹木や草木、建設

機械や仮設備等の不要な点を除外するソフトウェアである。また、整理した３次元座標の

点群を、さらに出来形管理基準を満たす点密度に調整したポイントデータ、及び当該点群

にＴＩＮ（不等三角網）を配置し、３次元の出来形計測結果を出力するソフトウェアであ

る。 

別紙－１「点群処理ソフトウェアの機能と要件」の機能を有していなければならない。 

点群処理ソフトウェアによるデータ処理手順は以下のとおりとする。 

ア 計測点群データの不要点を以下の手順で削除する。 

（ア）対象範囲外のデータ削除 

計測点群データの３次元的な鳥瞰図による目視確認等により、被計測対象物以外の

計測データを削除する。 

（イ）点群密度の変更（データの間引き） 

出来形計測データについては、0.01m2あたり１点以上、数量算出に用いる岩線計測

データ及び起工測量計測データについては 0.25m2 あたり１点以上、出来形評価用デ

ータとしては１m2 あたり１点以上の点密度が確保出来る程度まで点群密度を減らし

てよいが、座標値を変更するような処理はとってはならない。また、平面範囲で鉛直

方向の 下点や中央値を抽出することはよいが、平均処理を行ってはならない（出来

形評価用データで以下のグリッドデータ化による場合は除く。） 

（ウ）グリッドデータ化 

出来形評価用データとしては、点群密度の変更による方法の他に、内挿により格子

状に加工することにより、１m2あたり１点程度のデータとすることができる。 

イ 「現場での計測結果が複数ある場合には、各スキャンで個別の３次元座標に変換した

結果をひとつに合成する方法や複数スキャン内の特徴点を用いて合成を行ったのち
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に３次元座標に変換する方法により、計測データの合成を行う。 

ウ 計測点群データの不要点削除が終了した点群を対象にＴＩＮ（不等三角網）を配置し、

地形や岩区分境界、あるいは出来形の面データを作成する。 

（３）３次元設計データ作成ソフトウェア 

「第３章 第２ ４ ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術（５） ３次元設計データ作

成ソフトウェア」と同様とする。 

（４）出来形帳票作成ソフトウェア 

「第３章 第２ ４ ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術（６） 出来形帳票作成ソフ

トウェア」と同様とする。 

（５）出来高算出ソフトウェア 

「第３章 第２ ４ ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術（７） 出来高算出ソフトウ

ェア」と同様とする。 

 

６ ＵＡＶレーザー出来形管理技術 

ＵＡＶレーザー出来形管理技術による出来形管理のシステムは、以下の機器で構成され、ま

た機器の機能と要件は以下のとおりである。 

（１）ＵＡＶ 

ＵＡＶ本体、ＵＡＶを操作するためのコントローラ、撮影計画ソフトウェア、レーザー

スキャナーを固定するジンバル等、飛行計測するための装置である。  

（２）レーザースキャナー 

レーザー測距装置・ＧＮＳＳ受信アンテナ、受信機・ＩＭＵにて３次元座標値を計測す

るための装置である。 

（３）点群処理ソフトウェア 

レーザースキャナーで取得した複数回の３次元データの結合や、３次元座標点群から樹

木、草木、建設機械、仮設備等の不要な点を除外するソフトウェアである。また、整理し

た３次元座標の点群を、さらに出来形管理基準を満たす点密度に調整したポイントデータ、

及び当該点群にＴＩＮ（不等三角網）を配置し、３次元の出来形計測結果を出力するソフ

トウェアである。 

別紙－１「点群処理ソフトウェアの機能と要件」の機能を有していなければならない。 

点群処理ソフトウェアによるデータ処理手順は以下のとおりとする。 

ア 計測点群データの不要点を以下の手順で削除する。 

（ア）対象範囲外のデータ削除 

計測点群データの３次元的な鳥瞰図による目視確認等により、被計測対象物以外の 

計測データを削除する。 

（イ）点群密度の変更（データの間引き） 

出来形計測データについては、1.0 m2 あたり 100 点以上、数量算出に用いる起工測 

量計測データについては 1.0 m2  あたり４点以上、出来形評価用データとしては 1.0 m2 

あたり１点以上の点密度が確保出来る程度まで点群密度を減らしてよいが、座標値を変

更するような処理はとってはならない。また、平面範囲で鉛直方向の 下点や中央値を
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抽出することはよいが、平均処理を行ってはならない（出来形評価用データで以下のグ

リッドデータ化による場合は除く。） 

（ウ）グリッドデータ化 

出来形評価用データとしては、点群密度の変更による方法の他に、内挿により格子状

に加工することにより、1.0 m2  あたり１点程度のデータとすることができる。 

イ 現場での計測結果が複数ある場合には、各スキャンで個別の３次元座標に変換した結果

をひとつに合成する方法や複数スキャン内の特徴点を用いて合成を行ったのちに３次元

座標に変換する方法により、計測データの合成を行う。 

ウ 計測点群データの不要点削除が終了した点群を対象にＴＩＮ（不等三角網）を配置し、

地形あるいは出来形の面データを作成する。 

（４）３次元設計データ作成ソフトウェア 

「第３章 第２ ４ ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術（５）オ ３次元設計データ作

成ソフトウェア」と同様とする。 

（５）出来形帳票作成ソフトウェア 

「第３章 第２ ４ ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術（６）カ 出来形帳票作成ソフ

トウェア」と同様とする。 

（６）出来高算出ソフトウェア 

「第３章 第２ ４ ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術（７）キ 出来高算出ソフトウ

ェア」と同様とする。 

 

７ 地上移動体搭載型ＬＳ出来形管理技術 

地上移動体搭載型ＬＳ出来形管理技術による出来形管理のシステムは、以下の機器で構成さ

れ、また機器の機能と要件は以下のとおりである。 

（１）地上移動体搭載型ＬＳ 

地上移動体搭載型ＬＳは、ＬＳ本体から対象までの相対的な位置と、ＬＳ本体の位置及

び姿勢を組み合わせて面的に取得するシステムであり、詳細の機器構成は多様である。な

お、本システムにより観測した結果を３次元座標値の点群データとして変換する。 

（２）点群処理ソフトウェア 

地上移動体搭載型ＬＳで取得した複数回の３次元点群の結合や、３次元座標点群から樹

木や草木、建設機械や仮設備等の不要な点を除外するソフトウェアである。また、整理し

た３次元座標の点群を、さらに出来形管理基準を満たす点密度に調整したポイントデータ、

及び当該点群にＴＩＮ（不等三角網）を配置し、３次元の出来形計測結果を出力するソフ

トウェアである。 

別紙－１「点群処理ソフトウェアの機能と要件」の機能を有していなければならない。 

点群処理ソフトウェアによるデータ処理手順は以下のとおりとする。 

ア 計測点群データの不要点を以下の手順で削除する。 

（ア）対象範囲外のデータ削除  

計測点群データの３次元的な鳥瞰図による目視確認等により、被計測対象物以外の     

計測データを削除する。 

（イ）点群密度の変更（データの間引き） 
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 出来形計測データについては、0.01 ㎡あたり１点以上、岩線計測データ及び起工測  

量計測データについては 0.25 ㎡あたり１点以上、出来形評価用データとしては 1.0m2 

あたり１点以上の点密度が確保出来る程度まで点群密度を減らしてよいが、座標値を 

変更するような処理はとってはならない。また、平面範囲で鉛直方向の 下点や中央 

値を抽出することはよいが、平均処理を行ってはならない（出来形評価用データで以 

下のグリッドデータ化による場合は除く。） 

（ウ）グリッドデータ化 

出来形評価用データとしては、点群密度の変更による方法の他に、内挿により格子      

状に加工することにより、1.0 ㎡あたり１点程度のデータとすることができる。 

イ 現場での計測結果が複数ある場合には、各スキャンで個別の３次元座標に変換した 

結果をひとつに合成する方法や複数スキャン内の特徴点を用いて合成を行ったのちに 

３次元座標に変換する方法により、計測データの合成を行う。 

ウ 計測点群データの不要点削除が終了した点群を対象にＴＩＮ（不等三角網）を配置 

し、地形や岩区分境界、あるいは出来形の面データを作成する。 

（３）３次元設計データ作成ソフトウェア 

「第３章 第２ ４ ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術（５）オ ３次元設計デー

タ作成ソフトウェア」と同様とする。 

（４）出来形帳票作成ソフトウェア 

「第３章 第２ ４ ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術（６）カ 出来形帳票作成

ソフトウェア」と同様とする。 

（５）出来高算出ソフトウェア 

「第３章 第２ ４ ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術（７）キ 出来高算出ソフ

トウェア」と同様とする。 

 

８ ＲＴＫ－ＧＮＳＳ方式出来形管理技術（断面管理） 

（１）機器構成 

出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳによる出来形管理のシステムは、以下の機器で構成され

る。 

ア 出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳ（ハードウェア及びソフト） 

イ 基本設計データ 

ウ 出来形帳票作成ソフトウェア 

 

ア 出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳ（ハードウェア及びソフトウェア） 

出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳは、イで作成する基本設計データを用い、現場での出来

形計測、出来形の良否判定が可能な設計と出来形の差を表示、出来形計測データの記録と

出力を行う装置である。なお、高さ補完機能として、高さ補完機能を持つ高さ補完装置が

別途付属する場合がある。 

イ 基本設計データ作成ソフトウェア 

基本設計データ作成ソフトウェアは、発注者から提示された設計図書等を基に、出来形

管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳに搭載可能な基本設計データを作成するソフトウェアである。作
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成した基本設計データは、通信又は記憶媒体を通して出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳに搭

載することができる。 

ウ 出来形帳票作成ソフトウェア 

イで作成した基本設計データと、アで算出した出来形評価用データの各ポイントの離れ

を算出することで、出来形の良否判定が可能な出来形分布図などを作成するソフトウェア

である。 

 

（２）機器の性能と精度管理及び機能と要件 

出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳによる出来形管理のシステムの機器の性能と精度管理、

及び機能と要件は以下のとおりである。 

ア 出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳ本体 

出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳは、国土地理院認定１級（２周波）と同等以上の性能を

有し、適正な精度管理が行われている機器であること。受注者は、本ガイドラインに基づ

いて出来形管理を行う場合は、利用するＲＴＫ－ＧＮＳＳの性能について、監督職員の承

諾を受けるものとする。以下に、１級（２周波）の性能分類（「農林水産省測量作業規定 別

表１」による）と出来形管理に必要な高さ精度を示す。 

 

計測 計測性能 測定精度 

起工測量 

岩線計測 

公称測定精度：±（20mm+2×10-6×D） 

小解析値 ：1mm 

 

例：計測距離500mの場合は 

±（20mm+2×10-6×500×103）=±21mmの誤

差となる。 

 

 

【鉛直方向】 

   ±10mm以内 

 

【平面方向】 

±20mm以内 

部分払い 

出来高計測 

出来形計測 

 

出来形管理に必要な要求精度 
断面管理 

４級基準点と同等以上の基準点との較差が 

平面 ±20mm 以内、鉛直 ±10mm 以内 

 

a ＲＴＫ－ＧＮＳＳの測定精度が国土地理院による１級（２周波）と同等以上の認定品  

であることを示すメーカーのカタログ又は機器仕様書を添付する。（国土地理院におい

て測量機器の検定機関として登録された第三者機関の発行する検定証明書、及びこれに

準ずる日本測量機器工業会規格 JSIMA113 による１級（２周波）以上であることを証明

する検査成績書等により、国土地理院が定める測量機器分類の１級（２周波）同等以上

であることが明記されている場合は、１級（２周波）と同等以上と見なすことができ、

国土地理院による登録は不要である） 

b 出来形管理に必要な鉛直精度を満たしていることを示す精度確認結果として、測量機

器メーカーの発行する検査成績書（１年以内）を添付する。検査成績書（１年以内）に
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代えて、様式－８「高さ補完機能付きＲＴＫ－ＧＮＳＳ測量機の精度確認チェックシー

ト」で確認した結果（１年以内）を添付してもよい。 

なお、確認した結果の提出は、施工計画書作成段階ではなく、計測を開始するまでで     

  よい。 

c ＲＴＫ－ＧＮＳＳの精度管理が適正に行われていることを証明するために、検定機関

が発行する有効な検定証明書又は測量機器メーカー等が発行する有効な校正証明書を

添付する。（「農林水産省測量作業規定」参照） 

d 高さ補完機能がレーザー光を利用する場合、JIS C 6802 に定められるレーザー製品の

安全基準を守った製品であること。 

 

イ 出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳソフトウェア 

本ガイドラインに基づく出来形管理は、事前に作成した基本設計データを用い、従来の

準備作業（出来形管理箇所を示す杭の座標計算や杭の事前設置作業）なしに出来形計測が

実施可能で、現場での出来形計測と同時に出来形の良否判定ができることが特徴である。 

これらを実現するためには、事前に基本設計データを搭載し、現場で出来形計測データ

の取得と出来形確認を行う出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳが必要となる。以下に、必要と

する機能を示す。 

 

(1) 施工管理データの読込み機能  (9)  観測状態確認機能 

(2) ＲＴＫ－ＧＮＳＳの基準局及び (10) 出来形計測データの登録機能 

ローカライゼーション機能 

(3) 線形データの切替え選択機能  (11) 出来形計測データの取得漏れ確認機能 

(4) 基本設計データの確認機能   (12) 監督・検査現場立会い確認機能 

(5) ＲＴＫ－ＧＮＳＳとの通信設定 (13) 施工管理データの書出し機能 

確認機能 

(6) 初期化手順と較差確認機能   (14) 評価結果の報告 

(7) 任意断面での出来形管理機能  (15) 高さ補完機能の動作状況確認機能※ 

(8) 管理断面での出来形管理機能  (16) 計測可能範囲の設定機能 

※：状況により機能が停止する場合に限る。 

 

ウ 基本設計データ作成ソフトウェア 

基本設計データ作成ソフトウェアは、設計図書等を基に出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳ

に取り込み可能な基本設計データを作成するソフトウェアで、基本情報作成機能、中心線

形定義読込み、作成機能、管理断面設定機能、横断形状定義作成機能、出来形管理箇所の

設定機能、交換データの入出力機能を有するものである。また、別紙－５「基本設計デー

タ作成ソフトウェアの機能と要件」の要件を満たすものでなければならない。 

エ 出来形帳票作成ソフトウェア 

出来形帳票作成ソフトウェアは、ウで作成した基本設計データと、アで測定した出来形

測定データを読み込むことで、出来形帳票を自動作成するソフトウェアであり、施工管理

データの読込み機能、測定点データの管理機能、出来形帳票出力機能を有するものである。
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別紙－６「出来形帳票作成ソフトウェアの機能と要件」の機能を有していなければならな

い。 

 

９ ＲＴＫ－ＧＮＳＳ出来形管理技術（面管理） 

（１）機器構成 

出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳによる出来形管理のシステムは、以下の機器で構成され

る。 

ア 出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳ（ハードウェア及びソフト） 

イ 点群処理ソフトウェア 

ウ ３次元設計データ作成ソフトウェア 

エ 出来形帳票作成ソフトウェア 

オ 出来高算出ソフトウェア 

 

ア 出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳ（ハードウェア及びソフトウェア） 

出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳは、ウで作成する３次元設計データを用い、現場での出

来形計測、出来形の良否判定が可能な設計と出来形の差を表示、出来形計測データの記録

と出力を行う装置である。なお、高さ補完機能として、高さ補完機能を持つ高さ補完装置

が別途付属する場合がある。 

イ 点群処理ソフトウェア 

出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳで取得した複数回の３次元点群の結合や、３次元座標の

点群から樹木、草木、建設機械、仮設備等の不要な点を除外するソフトウェアである。ま

た、整理した３次元座標の点群を、さらに出来形管理基準を満たす点密度に整理したポイ

ントデータ及び当該点群にＴＩＮ（不等三角網）を配置し、３次元の出来形計測結果を出

力するソフトウェアである。なお、ソフトウェアを動作するためのパソコンは、性能によ

っては、データ処理に膨大な時間を要する場合もあるため、ソフトウェアの推奨動作環境

（CPU,GPU,メモリなど）に留意しなければならない。 

ウ ３次元設計データ作成ソフトウェア 

３次元設計データ作成ソフトウェアは、出来形管理や数量算出の基準となる設計形状を

示す３次元設計データを作成・出力することができるソフトウェアである。ここでいう３

次元設計データは、中心線形データ、横断形状データ及び構造物を形成する表面形状の３

次元座標の変化点で構成される「ＴＩＮデータ」で表現される。 

エ 出来形帳票作成ソフトウェア 

ウで作成した３次元設計データと、アで計測した出来形結果を比較することで、出来形

の良否判定が可能な出来形分布図などを作成するソフトウェアである。 

オ 出来高算出ソフトウェア 

別途計測した起工測量結果と、ウで作成した３次元設計データ又はイ で算出した出来

形結果を用いて出来高を算出するソフトウェアである。 

 

（２）機器の性能と精度管理及び機能と要件 
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出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳによる出来形管理のシステムの機器の性能と精度管理、

及び機能と要件は以下のとおりである。 

ア 出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳ本体 

出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳは、国土地理院認定１級（２周波）と同等以上の性能を

有し、適正な精度管理が行われている機器であること。受注者は、本ガイドラインに基づ

いて出来形管理を行う場合は、利用するＲＴＫ－ＧＮＳＳの性能について、監督職員の承

諾を受けるものとする。以下に、１級（２周波）の性能分類（「農林水産省測量作業規定」

による）と出来形管理に必要な高さ精度を示す。 

 

計測 計測性能 測定精度 計測密度 

起工測量 

岩線計測 

公称測定精度：±

(20mm+2×10-6×D) 

小解析値 ：1mm 

例：計測距離500mの場

合は 

±(20mm+2×10-6×500×

103)=±21mm 

の誤差となる。 

【鉛直方向】 

±30mm以内 

 

【平面方向】 

±20mm以内 

1点以上/0.25m2 

(0.5m×0.5mﾒｯｼｭ) 

部分払い 

出来高計測 

1点以上/0.25m2 

(0.5m×0.5mﾒｯｼｭ) 

出来形計測 

1点以上/1m2(1m×1mﾒｯｼｭ) 

出来形評価用 

1点以上/1m2(1m×1mﾒｯｼｭ) 

 

出来形管理に必要な要求精度 面管理 
４級基準点と同等以上の基準点との較差が 

平面 ±20mm 以内、鉛直 ±30mm 以内 

 

a  ＲＴＫ－ＧＮＳＳの測定精度が国土地理院による１級（２周波）と同等以上の認定品 

であることを示すメーカーのカタログ又は機器仕様書を添付する。（国土地理院におい 

て測量機器の検定機関として登録された第三者機関の発行する検定証明書、及びこれに 

準ずる日本測量機器工業会規格 JSIMA113 による１級（２周波）以上であることを証明 

する検査成績書等により、国土地理院が定める測量機器分類の１級（２周波）同等以上 

であることが明記されている場合は、１級（２周波）と同等以上と見なすことができ、

国土地理院による登録は不要である） 

b  出来形管理に必要な鉛直精度を満たしていることを示す精度確認結果として、測量機

器メーカーの発行する検査成績書（１年以内）を添付する。検査成績書（１年以内）に

代えて、様式－８「高さ補完機能付きＲＴＫ－ＧＮＳＳの精度確認チェックシート」で

確認した結果（１年以内）を添付してもよい。なお、確認した結果の提出は、施工計画

書作成段階ではなく、計測を開始するまででよい。 

c  ＲＴＫ－ＧＮＳＳの精度管理が適正に行われていることを証明するために、検定機関 

が発行する有効な検定証明書又は測量機器メーカー等が発行する有効な校正証明書を添 

付する。（「農林水産省測量作業規定」参照） 

d  高さ補完機能がレーザー光を利用する場合、JIS C 6802 に定められるレーザー製品 

 の安全基準を守った製品であること。 
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イ 出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳソフトウェア 

ガイドラインに基づく出来形管理は、事前に作成した３次元設計データを用い、従来の

準備作業（出来形管理箇所を示す杭の座標計算や杭の事前設置作業）なしに出来形計測が

実施可能で、現場での出来形計測と同時に出来形の良否判定ができることが特徴である。 

これらを実現するためには、事前に３次元設計データを搭載し、現場で出来形計測デー

タの取得と出来形確認を行う出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳが必要となる。以下に、必要

とする機能を示す。 

 

(1) 施工管理データの読込み機能  (9)  観測状態確認機能 

(2) ＲＴＫ－ＧＮＳＳの基準局及び (10) 出来形計測データの登録機能 

ローカライゼーション機能 

(3) ３次元データの切替え選択機能 (11) 出来形計測データの取得漏れ確認機能 

(4) ３次元設計データの確認機能  (12) 監督・検査現場立会い確認機能 

(5) ＲＴＫ－ＧＮＳＳとの通信設定 (13) 施工管理データの書出し機能 

確認機能 

(6) 初期化手順と較差確認機能   (14) 評価結果の報告 

(7) 任意断面での出来形管理機能  (15)高さ補完機能の動作状況確認機能 

(8) 管理断面での出来形管理機能  (16) 計測可能範囲の設定機能 

 

ウ 点群処理ソフトウェア 

（１）イ 点群ソフトウェアと同様とする。 

エ ３次元設計データ作成ソフトウェア 

３次元設計データ作成ソフトウェアは、出来形管理や数量算出の基準となる設計形状を

示し、３次元設計データを作成、出力するソフトウェアである。別紙－２「３次元設計デ

ータ作成ソフトウェアの機能と要件」の機能を有していなければならない。 

オ 出来形帳票作成ソフトウェア 

３次元設計データと出来形評価用データを入力することで、設計面と出来形評価用デー

タの各ポイントの離れの算出と良否の判定が行える情報を提供するとともに、計測結果を

出来形管理として出力するソフトウェアである。別紙－３「出来形帳票作成ソフトウェア

の機能と要件（面管理の場合）」の機能を有していなければならない。 

カ 出来高算出ソフトウェア 

起工測量結果と、３次元設計データ作成ソフトウェアで作成した３次元設計データある

いは、点群処理ソフトウェアで算出した出来形結果を用いて出来高を算出するソフトウェ

アである。 

 

10 施工履歴データ出来形管理技術（面管理） 

施工履歴データを用いた出来形管理技術による出来形管理のシステムは、以下の機器で構成

され、また機器の機能と要件は、以下のとおりである。 

（１）ＩＣＴ建設機械本体、車載ＰＣ 

建設機械本体や施工中の作業装置位置をリアルタイムに計測・記録するための装置であ
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る。施工履歴データは、車載ＰＣから記録媒体（ＵＳＢメモリー等）にコピーする等して

使用する。 

 

表３－２ 適用機種 

工種 
適用できる 

ＩＣＴ建設機械 

施工履歴データを 

記録する箇所 

施工履歴データを 

記録する作業 

盛土工 

路体盛土工 

路床盛土工 

３ＤＭＣバックホウ 

３ＤＭＧバックホウ 

バケット刃先又は

バケット背面等で

土が接する箇所 

整形作業 

（法面・平場） 

３ＤＭＣブルドーザ 

３ＤＭＧブルドーザ 

履帯下面 締固め作業等 

（平場・法面） 

掘削工 ３ＤＭＣバックホウ 

３ＤＭＧバックホウ 

バケット刃先又は

バケット背面等で

土が接する箇所 

整形作業 

（法面・平場） 

３ＤＭＣブルドーザ 

３ＤＭＧブルドーザ 

排土板下端又は 

履帯下面 

整形作業 

（平場・法面） 

 

※ＩＣＴバックホウ（ＭＧ・ＭＣバックホウ）又はＩＣＴブルドーザ（ＭＧ・ＭＣブルド

ーザ）は、施工履歴データを記録する機能を有するものを使用する場合で、「面管理」の出

来形管理基準を用いる場合に適用する。 

※ＩＣＴブルドーザで履帯下面の施工履歴データを記録するシステムを用いる場合で、履

板の断面形状が標準型ブルドーザ（乾地）と異なるもの（湿地ブルドーザ・超湿地ブルド

ーザ・超々湿地ブルドーザ等）を使用して軟弱な地盤を施工する際は、地盤の強度により、

地盤に履帯が沈み込む深さが変化するため、施工履歴データとして記録すべき高さが定ま

らない場合があるため、適用に当たっては注意が必要である。 

 

（２）点群処理ソフトウェア 

取得した施工履歴データから３次元座標、記録時刻等の点群データを抽出し、出来形部

分と関係のない不要な点を除外するソフトウェアである。また、整理した３次元座標の点

群を、さらに出来形管理基準を満たす点密度に調整したポイントデータ、及び当該点群に

ＴＩＮ（不等三角網）を配置し、３次元の出来形計測結果を出力するソフトウェアである。 

別紙－１「点群処理ソフトウェアの機能と要件」の機能を有していなければならない。 

点群処理ソフトウェアによるデータ処理手順は以下のとおりとする。 

 

ア 計測点群データの不要点を以下の手順で削除する。 

（ア）対象範囲外のデータ削除 

ＩＣＴ建設機械の小移動や旋回、作業装置等の上げ下げ等で記録された不要な点の

計測データを削除する。 

（イ）点群密度の変更（データの間引き） 

出来形評価用データとしては１m2 あたり１点以上の点密度が確保出来る程度まで 
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点群密度を減らしてよいが、座標値を変更するような処理はとってはならない。 

また、平面範囲で鉛直方向の 下点や中央値を抽出することはよいが、平均処理を

行ってはならない（出来形評価用データで以下のグリッドデータ化による場合は除く。）

施工履歴データから出来形評価用データを抽出するフィルタリング方法（ 終履歴抽

出、 下点抽出等）については任意とするが、施工実施前に、施工計画書にフィルタ

リング方法を記載すること。 

（ウ）グリッドデータ化 

出来形評価用データとしては、点群密度の変更による方法の他に、内挿により格子

状に加工することにより、１m2あたり１点程度のデータとすることができる。 

イ 計測点群データの不要点削除が終了した点群を対象にＴＩＮ（不等三角網）を配置

し、地形や岩区分境界、あるいは出来形の面データを作成する。 

（３）３次元設計データ作成ソフトウェア 

「第３章 第２ ４ ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術（５）オ ３次元設計データ作

成ソフトウェア」と同様とする。 

 

（４）出来形帳票作成ソフトウェア 

「第３章 第２ ４ ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術（６）カ 出来形帳票作成ソフ

トウェア」と同様とする。 

 

（５）出来高算出ソフトウェア 

「第３章 第２ ４ ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術（７）キ 出来高算出ソフトウ

ェア」と同様とする。 

 

11 モバイル端末を用いた出来形管理技術（断面管理） 

モバイル端末等を用いた計測技術はモバイル端末等に搭載されたセンサーから得られる相

対座標と、相対座標を現場座標へ変換する際の基準となる現場座標計測技術の組合せによるシ

ステムが多い。 

（１）機器構成及び機器の機能と要件 

ア モバイル端末 

モバイル端末は、携帯端末などの汎用の電子デバイスで容易に可搬できるものとする。出

来形計測に利用するセンサーは、モバイル端末に搭載されている LiDAR やカメラの他、モバ

イル端末に携帯可能なセンサーを組み合わせたものとする。 

イ 点群処理ソフトウェア 

モバイル端末で取得した複数回の３次元点群の結合や、３次元座標点群から樹木や草木、

建設機械や仮設備等の不要な点を除外するソフトウェアである。また、整理した３次元座標

の点群を、さらに出来形管理基準を満たす点密度に調整したポイントデータを作成し、３次

元の出来形計測結果を出力するソフトウェアである。 

別紙－１「点群処理ソフトウェアの機能と要件」の機能を有していなければならない。 

点群処理ソフトウェアによるデータ処理手順は以下のとおりとする。 

（ア） 計測点群データの不要点を以下の手順で削除する。 
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a 対象範囲外のデータ削除 

計測点群データの３次元的な鳥瞰図による目視確認等により、被計測対象物以外の計

測データを削除する。 

b 点群密度の変更（データの間引き） 

目視による境界の判別のため、計測点群データから座標データ（出来形評価用データ）

として、点群密度の変更（データの間引き）は行わない。 

（イ） 計測データの合成 

      現場での計測結果が複数ある場合には、各計測で個別の３次元座標に変換した結果を

ひとつに合成する方法や複数計測の特徴点を用いて合成を行ったのちに３次元座標に

変換する方法により、計測データの合成を行う。 

ウ 基本設計データ作成ソフトウェア 

「第３章 第２ １ ＴＳ等光波方式出来形管理技術（断面管理）（１）ア 基本設計デー

タ作成ソフトウェア」と同様とする。 

エ 出来形帳票作成ソフトウェア 

「第３章 第２ １ ＴＳ等光波方式出来形管理技術（断面管理）（１）ウ 出来形帳票作

成ソフトウェア」と同様とする。 

 

第３ 出来形管理基準及び規格値 

 １ 断面管理の場合 

測定項目、出来形管理基準及び規格値は、「土木工事施工管理基準」別表第１ 直接測定によ

る出来形管理に定められたものとする。 

 

２ 面管理の場合 

出来形管理基準及び規格値は以下のとおりする。なお、法面の小段部に側溝工などの構造

物が設置されるなど土工面が露出していない場合、小段部の出来形管理は、小段部に設置す

る工種の出来形管理基準及び規格値によることができる。 

（１）出来形測定箇所 

出来形測定箇所は、現行の土木工事施工管理基準に定められた基準高、法長、幅とは異な

り、平場面、天端面、法面（小段含む）の全面の標高較差又は水平較差とする。掘削の法面

の場合、勾配が１割より緩い場合は標高較差で管理するのが望ましい。 

 

掘  削                  盛  土 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２ 出来形測定箇所 
平 場 

小 段 小 段 

天 端 
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（２）測定項目及び規格値 

出来形管理の測定項目及び規格値は下表のとおりとする。 

 

表３－３ 出来形管理基準 

工種 測定箇所 測定項目 

規格値（㎜） 

測定基準 
平均値 

個々の 

計測値 

共通工事 

掘削 平場 標高較差 ±100 ±150 

特記ａ～ｄ 

法面 

（小段含む。） 

水平又は 

標高較差 
±70 ±160 

盛土 

天端 標高較差 ±100 ±150 

法面 

（小段含む。） 

標高較差 
±80 ±190 

 

【特 記】 

a 個々の計測値の規格値には計測精度として±50mm が含まれる。 

b 出来形測定は天端面（掘削の場合は平場面）と法面（小段を含む）の全面とし、全ての 

点で設計面との標高較差又は水平較差を算出する。出来形測定密度は１点／㎡（平面 

投影面積当たり）以上とする。 

c 法肩、法尻から水平方向に±50mm 以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。 

同様に、標高方向に±50mm 以内にある計測点は水平較差の評価から除く。 

d 評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする、規格値が変わる場合は、 

評価区間を分割するか、又は規格値の条件の も厳しい値を採用する。 

（３）測定値算出 

ア 標高較差の測定値を算出する方法 

標高較差は、３次元設計データの設計面と出来形評価用データの各ポイントとの鉛直

方向の離れを用い、平均値や個々の計測値の 大値、 小値を算出し、平場面、天端面、

法面（小段含む）の全面で規格値との比較・判定を行う。 

イ 水平較差の測定値を算出する方法 

水平較差は、３次元設計データの設計面と出来形評価用データの各ポイントとの水平

方向の離れを用い、平均値や個々の計測値の 大値、 小値を算出し、法面（小段含

む）の全面で規格値との比較・判定を行う。 

（４）規格値 

「個々の計測値」は、全ての測定値が規格値を満足しなければならない。規格値を満足

するとは、出来形評価用データのうち、99.7％が「個々の計測値」の規格値を満たすもの

をいう。 

（５）測定基準 

面的な出来形管理の場合、平場面、天端面、法面（小段含む）全面で計測が可能であ

ることから、測定基準を「平場面、天端面、法面（小段を含む）の全面（１㎡（平面投

影面積）あたり１点以上）」とし、面的により的確な出来形管理を行う。 
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第４ 出来形管理技術の計測性能、精度管理及び精度確認 

 １ 計測性能及び精度管理 

（１）ＴＳ等光波方式（断面管理・面管理共通） 

出来形管理用ＴＳ等光波方式は、国土地理院認定３級と同等以上の計測性能を有し、適正

な精度管理が行われている機器を使用するものとする。 

受注者は、利用するＴＳの性能について監督職員の承諾を受けるものとする。以下に、国

土地理院認定３級で規定される性能を示す。 

  

測距精度：±（５mm＋５ppm×Ｄ）以下※   小読定値 20″以下 

※：Ｄ値は計測距離(ｍ)、ppm は 10-6 

<計算例>  

計測距離 100ｍの場合は、±（５mm＋５×10-6×100×103）＝±5.5mm の誤差となる。 

 

また、受注者は、国土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式を利用する場合は、第３章 第

５ ２(１)に示す精度確認試験を実施し、その記録を監督職員に提出するものとする。 

なお、ＴＳは、検定機関が発行する有効な検定証明書又は測量機器メーカ等が発行する有

効な校正証明書があるものを使用する。 

 

（２）ＴＳ（ノンプリズム方式） 

ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形計測で利用するＴＳ（ノンプリズム方式）本体は

下記の測定精度と同等以上の性能を有し、適正な精度管理が行われている機器を使用するも

のとする。 

受注者は、利用するＴＳ（ノンプリズム方式）の性能について監督職員に提出すること。 

精度：計測範囲内で±20mm 以内（カタログ記載に加え、様式－２「ＴＳ等光波方式の精度確認

試験結果報告書」を準用し精度確認試験を行うこと。） 

 

（３）ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術 

ＵＡＶ空中写真測量による出来形計測は、下記の測定精度と同等以上の計測性能を有し、

適正な精度管理が行われている機器を使用するものとする。 

受注者は、利用するＵＡＶ及びデジタルカメラの性能について監督職員に提出すること。 

 

計測性能：地上画素寸法が 10mm／画素以内（出来形計測の場合） 

測定精度：±50mm 以内（カタログ記載に加え、様式－３「カメラキャリブレーション及び精度

確認試験結果報告書」による精度確認試験を行うこと。） 

 

ただし現場精度確認において必要な精度を確保することが確認できる場合には、上記の計

測性能の地上画素寸法とは異なる性能のデジタルカメラを用いることができる。 

 

（４）ＴＬＳ出来形管理技術 

ＴＬＳによる出来形計測で使用するＴＬＳ本体は、下記の計測精度と同等以上の計測性能
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を有し、適正な精度管理が行われている機器を使用するものとする。 

受注者は、利用するＴＬＳの性能について監督職員に提出すること。 

精度：計測範囲内で±20mm 以内（カタログ記載に加え、様式－４「ＴＬＳ精度確認試験結果報告

書」による精度確認試験を行うこと。） 

色データ：色データの取得が可能なことが望ましい（点群処理時に目視により選別するために利用

する） 

 

（５）ＵＡＶレーザー出来形管理技術 

ＵＡＶレーザーによる出来形計測は、下記の測定精度と同等以上の計測性能を有し、適正

な精度管理が行われている機器を使用するものとする。 

受注者は、利用するＵＡＶ及びレーザースキャナーの性能について監督職員に提出するこ

と。 

測定精度：±50mm 以内（カタログ記載に加え、様式－５「ＵＡＶレーザー精度確認試験結果報告書」

による精度確認試験を行うと共にＵＡＶレーザーの精度確認試験実施手順書を作成する。） 

 

（６）地上移動体搭載型ＬＳ出来形管理技術 

地上移動体搭載型ＬＳによる出来形計測は、下記の計測精度と同等以上の計測性能を有し、

適正な精度管理が行われている機器を使用するものとする。 

受注者は、利用する地上移動体搭載型ＬＳの性能について監督職員に提出すること。 

 

測定精度：計測範囲内で±50mm 以内（カタログ記載に加え、様式－６「地上移動体搭載型

ＬＳ精度確認試験結果報告書」による精度確認試験を行うと共に地上移動体搭載型ＬＳの

精度確認試験実施手順書を作成する。） 

色データ：色データの取得が可能なことが望ましい（点群処理時に目視により選別するた

めに利用する） 

 

（７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳ方式出来形管理技術（断面管理） 

出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳによる出来形管理のシステムの機器の性能と精度管理、及

び機能と要件は以下のとおりである。 

ア 出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳ本体 

出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳは、国土地理院認定１級（２周波）と同等以上の性能を

有し、適正な精度管理が行われている機器であること。受注者は、本ガイドラインに基づ

いて出来形管理を行う場合は、利用するＲＴＫ－ＧＮＳＳの性能について、監督職員の承

諾を受けるものとする。以下に、１級（２周波）の性能分類（「農林水産省測量作業規定 別

表１」による）と出来形管理に必要な高さ精度を示す。 

 

計測 計測性能 測定精度 

起工測量 

岩線計測 

公称測定精度：±（20mm+2×10-6×D） 

小解析値 ：1mm 

 

【鉛直方向】 
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部分払い 

出来高計測 

 

例：計測距離500mの場合は 

±（20mm+2×10-6×500×103）=±21mmの誤

差となる。 

 

   ±10mm以内 

 

【平面方向】 

±20mm以内 

出来形計測 

 

出来形管理に必要な要求精度 
断面管理 

４級基準点と同等以上の基準点との較差が 

平面 ±20mm 以内、鉛直 ±10mm 以内 

 

a ＲＴＫ－ＧＮＳＳの測定精度が国土地理院による１級（２周波）と同等以上の認定品  

であることを示すメーカーのカタログ又は機器仕様書を添付する。（国土地理院におい

て測量機器の検定機関として登録された第三者機関の発行する検定証明書、及びこれに

準ずる日本測量機器工業会規格 JSIMA113 による１級（２周波）以上であることを証明

する検査成績書等により、国土地理院が定める測量機器分類の１級（２周波）同等以上

であることが明記されている場合は、１級（２周波）と同等以上と見なすことができ、

国土地理院による登録は不要である） 

b 出来形管理に必要な鉛直精度を満たしていることを示す精度確認結果として、測量機

器メーカーの発行する検査成績書（１年以内）を添付する。検査成績書（１年以内）に

代えて、様式－８「高さ補完機能付きＲＴＫ－ＧＮＳＳ測量機の精度確認チェックシー

ト」で確認した結果（１年以内）を添付してもよい。 

なお、確認した結果の提出は、施工計画書作成段階ではなく、計測を開始するまでで     

  よい。 

c ＲＴＫ－ＧＮＳＳの精度管理が適正に行われていることを証明するために、検定機関

が発行する有効な検定証明書又は測量機器メーカー等が発行する有効な校正証明書を

添付する。（「農林水産省測量作業規定」参照） 

d 高さ補完機能がレーザー光を利用する場合、JIS C 6802 に定められるレーザー製品の

安全基準を守った製品であること。 

 

（８）ＲＴＫ－ＧＮＳＳ出来形管理技術（面管理） 

出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳによる出来形管理のシステムの機器の性能と精度管理、及

び機能と要件は以下のとおりである。 

ア 出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳ本体 

出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳは、国土地理院認定１級（２周波）と同等以上の性能を

有し、適正な精度管理が行われている機器であること。受注者は、本ガイドラインに基づ

いて出来形管理を行う場合は、利用するＲＴＫ－ＧＮＳＳの性能について、監督職員の承

諾を受けるものとする。以下に、１級（２周波）の性能分類（「農林水産省測量作業規定」

による）と出来形管理に必要な高さ精度を示す。 

 

計測 計測性能 測定精度 計測密度 
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起工測量 

岩線計測 

公称測定精度：±

(20mm+2×10-6×D) 

小解析値 ：1mm 

例：計測距離500mの場

合は±(20mm+2×10-6×

500×103)=±21mm 

の誤差となる。 

【鉛直方向】 

±30mm以内 

 

【平面方向】 

±20mm以内 

1点以上/0.25m2 

(0.5m×0.5mﾒｯｼｭ) 

部分払い 

出来高計測 

1点以上/0.25m2 

(0.5m×0.5mﾒｯｼｭ) 

出来形計測 

1点以上/1m2(1m×1mﾒｯｼｭ) 

出来形評価用 

1点以上/1m2(1m×1mﾒｯｼｭ) 

 

出来形管理に必要な要求精度 面管理 
４級基準点と同等以上の基準点との較差が 

平面 ±20mm 以内、鉛直 ±30mm 以内 

 

a  ＲＴＫ－ＧＮＳＳの測定精度が国土地理院による１級（２周波）と同等以上の認定品 

であることを示すメーカーのカタログ又は機器仕様書を添付する。（国土地理院におい 

て測量機器の検定機関として登録された第三者機関の発行する検定証明書、及びこれに 

準ずる日本測量機器工業会規格 JSIMA113 による１級（２周波）以上であることを証明 

する検査成績書等により、国土地理院が定める測量機器分類の１級（２周波）同等以上 

であることが明記されている場合は、１級（２周波）と同等以上と見なすことができ、

国土地理院による登録は不要である） 

b  出来形管理に必要な鉛直精度を満たしていることを示す精度確認結果として、測量機

器メーカーの発行する検査成績書（１年以内）を添付する。検査成績書（１年以内）に

代えて、様式－８「高さ補完機能付きＲＴＫ－ＧＮＳＳの精度確認チェックシート」で

確認した結果（１年以内）を添付してもよい。なお、確認した結果の提出は、施工計画

書作成段階ではなく、計測を開始するまででよい。 

c  ＲＴＫ－ＧＮＳＳの精度管理が適正に行われていることを証明するために、検定機関 

が発行する有効な検定証明書又は測量機器メーカー等が発行する有効な校正証明書を添 

付する。（「農林水産省測量作業規定」参照） 

d  高さ補完機能がレーザー光を利用する場合、JIS C 6802 に定められるレーザー製品 

     の安全基準を守った製品であること。 

 

（９）施工履歴データ出来形管理技術 

施工履歴データによる出来形計測は、下記の測定精度と同等以上の計測性能を有し、適正

な精度管理が行われている機器を使用するものとする。 

受注者は、利用するＩＣＴ建設機械本体の性能について監督職員に提出すること。 

 

測定精度：±50mm 以内（カタログ記載に加え、様式－11「施工履歴データの精度確認

試験実施手順書及び試験結果報告書」による精度確認試験を行うこと。） 

 

（10）モバイル端末出来形管理技術 

   モバイル端末を用いた出来形管理技術は、下記の測定精度と同等以上の計測性能を有し、
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適正な精度管理が行われている機器を使用するものとする。 

測定精度：計測範囲内で【鉛直方向・平面方向】±50mm 以内（様式－13「モバイル端末

の精度確認試験結果報告書」を準用し精度確認試験を行うこと。） 

 

２ 精度確認 

（１）国土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式の精度確認 

受注者は、国土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式を用いる場合には、その精度を確認す

るために、以下の実施手順に即して精度確認試験を行い、様式－２「ＴＳ等光波方式の精度

確認試験結果報告書」により結果を整理して報告するものとする。 

ア 実施時期 

現場の計測と同時に実施することも可能であるが、利用までに精度確認試験を行うこと

が望ましい。受注者は、本精度確認により、国土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式にて

所要の計測値が得られる場合に限り、これを確認した計測条件、計測距離の範囲内で、国

土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式を出来形計測に適用することができる。 

イ 実施方法 

（ア）計測点の設定 

計測機器本体から被計測対象の 大計測距離以上となる位置に２点以上の計測点を設

定する。 

（イ）ＴＳによる計測 

計測点にプリズムを設置する。プリズムを付けるピンポールには、先端が平らなもの

を用い、ピンポール先端が路面の窪みに刺さらないようにする。ピンポールの下に平滑

で小さいプレートを設置してもよい。この場合プレートの厚みを高さ計測値から差し引

く。プリズムをＴＳで視準し３次元座標を計測する。 

（ウ）国土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式による計測 

プリズム方式による計測完了後、望遠鏡の無いタイプのものはプリズムを自動追 尾

する機能により３次元座標を計測する。 

ウ 評価基準 

ＴＳと国土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式で計測した計測結果を比較し、その差が

適正であることを確認する。 

 

表３－４ 精度確認試験での精度確認基準 

比較方法 精度確認基準 備考 

ＴＳと国土地理院で規定がないＴＳ等光

波方式の計測座標値の較差 

平面座標 ±20mm 以内 

標高差  ±10mm 以内 

現場内２箇所以上 

（２）ＴＳ（ノンプリズム方式）出来形管理技術 

ア ＴＳ（ノンプリズム方式）の精度確認 

受注者は、現場における測定精度を確認するために、計測機器本体から被計測対象の

大計測距離以上となる位置に２点以上の計測点を設定し、ＴＳ（プリズム方式）による計

測とＴＳ（ノンプリズム方式）による計測により精度確認試験を行い、様式－２「ＴＳ等

光波方式の精度確認試験結果報告書」を準用し結果を整理して報告するものとする。 
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精度確認試験の実施手順は以下のとおりとする。 

（ア）実施時期 

現場の計測と同時にすることも可能であるが、利用前にその精度確認試験を行うこと

が望ましい。本精度確認により、ノンプリズム方式にて所要の計測値が得られる場合に

限り、これを確認した計測条件、視準距離の範囲内で、ノンプリズム方式を出来形計測

に適用することができる。精度確認は利用前 12 ヶ月以内に精度確認試験を実施するこ

ととする。 

（イ）実施方法 

a 計測点の設定 

計測機器本体から被計測対象の 大計測距離以上となる位置に２点以上の計測点を

設定する。 

b ＴＳ（プリズム方式）による計測 

計測点にプリズムを設置する。プリズムを付けるピンポールには、先端が平らなも 

のを用い、ピンポール先端が路面の窪みに刺さらないようにする。ピンポールの下に平

滑で小さいプレートを設置してもよい。この場合プレートの厚みを高さ計測値から差し

引く。プリズムをＴＳで視準し３次元座標を計測する。 

c ＴＳ（ノンプリズム方式）による計測 

プリズム方式による計測完了後、そのままプリズムを立てた状態を保ちながら、望 

遠鏡内の十字線をピンポールに沿わせて、ピンポール先端（石づき等）に合わせる。 

ピンポールやプレートを計測点から外し、ノンプリズム方式にて３次元座標を計測す

る。 

（ウ）評価基準 

計測した計測結果を比較し、その差が適正であることを確認する。 

 

表３－５ 精度確認試験での精度確認基準 

比較方法 精度確認基準 備考 

ＴＳ（プリズム方式）とＴＳ（ノンプ

リズム方式）の計測座標値の較差 

平面座標 ±20mm 以内 

標高差  ±20mm 以内 

現場内２箇所以上 

 

イ ＧＮＳＳの精度確認 

ＴＳの設置位置の計測にＧＮＳＳローバーを用いる場合には、以下の手順により精度確

認を行い、様式－７「ＧＮＳＳの精度確認試験結果報告書」により結果を整理して報告す

るものとする。 

（ア）実施時期 

現場の計測と同時に実施することも可能であるが、利用までにその精度確認試験を行

うことが望ましい。 

（イ）実施方法 

現場内の２箇所以上の既知点や検証点を利用し、ＧＮＳＳによる計測結果から得られ

る既知点や検証点の座標を計測する。 

（ウ）検証点の設置 
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真値となる座標値は、基準点又は工事基準上などの既知点の座標値や、基準点及び工

事基準点を用いて測量した座標値を利用する。 

（エ）評価基準 

計測結果を既知点などの真値と比較し、その差が適正であることを確認する。 

 

表３－６ 精度確認試験での精度確認基準 

比較方法 精度確認基準 備考 

各座標値の較差 平面座標 ±20mm 以内 

標高差  ±30mm 以内 

現場内２箇所程度 

 

 （３）ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術 

ア ＵＡＶ空中写真測量の精度確認 

受注者は、現場における空中写真測量の測定精度を確認するために、現場に設置した２

箇所以上の既知点を使用し、空中写真から得られた計測点群データ上の検証点の座標と既

知点座標を比較し精度確認試験を行い、様式－３「カメラキャリブレーション及び精度確

認試験結果報告書」により結果を整理して報告するものとする。 

なお、ＳｆＭ（Structure from Motion）の利用においてカメラ位置を直接計測できる手 

法を併用する場合は標定点の設置は任意とすることができるが、カメラ位置を直接計測で

きる手法のうち、自動追尾ＴＳを利用する場合は、計測範囲内で も離れた位置に、１点

検証点を設置することとする。 

精度確認試験の実施手順は以下のとおりとする。 

（ア）実施時期 

ＵＡＶ空中写真測量による計測ごとに、空中写真撮影後、写真測量ソフトウェアから

計測点群データを算出する際に行う。 

（イ）実施方法 

現場に設置した既知点を仕様し、空中写真測量から得られた計測点群データ上の検証

点の座標の計測を行う。 

（ウ）検証点の設置 

真値となる座標値は、基準点又は工事基準上などの既知点の座標値や、基準点及び工

事基準点を用いて測量した座標値を利用する。 

（エ）評価基準 

ＵＡＶ空中写真測量による計測結果を既知点などの真値と比較し、その差が適正であ

ることを確認する。 

 

表３－７ 精度確認試験での精度確認基準 

比較方法 精度確認基準 備考 

各座標値の較差 ±50mm 以内 設置された検証点すべてで実施 

 

イ ＧＮＳＳの精度確認 

標定点及び検証点の計測にＧＮＳＳローバーを用いる場合には、以下の手順により精
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度確認を行い、様式－７「ＧＮＳＳの精度確認試験結果報告書」により結果を整理して

報告するものとする。 

（ア）実施時期 

現場の計測と同時に実施することも可能であるが、利用までにその精度確認試験を行

うことが望ましい。 

（イ）実施方法 

現場内の２箇所以上の既知点を利用し、ＧＮＳＳによる計測結果から得られる既知点

の座標を計測する。 

（ウ）検証点の設置 

真値となる座標値は、基準点又は工事基準上などの既知点の座標値や、基準点及び工

事基準点を用いて測量した座標値を利用する。 

（エ）評価基準 

計測結果を既知点などの真値と比較し、その差が適正であることを確認する。 

 

表３－８ 精度確認試験での精度確認基準 

比較方法 精度確認基準 備考 

各座標値の較差 平面座標 ±20mm 以内 

標高差  ±30mm 以内 

現場内２箇所程度 

 

（４）ＴＬＳ出来形管理技術 

ア ＴＬＳの精度確認 

受注者は、現場における測定精度を確認するために、現場に設置した２箇所以上の既知

点を使用し、既知点間の距離を比較し精度確認試験を行い、様式－４「ＴＬＳ精度確認試

験結果報告書」により結果を整理して報告するものとする。 

精度確認試験の実施手順は以下のとおりとする。 

（ア）実施時期 

現場の計測と同時にすることも可能であるが、利用前にその精度確認試験を行うこと

が望ましい。現時点においては、ＴＬＳ本体に関する定期点検の必要性などが規定され

ていないため、暫定案として利用前 12 ヶ月以内に精度確認試験を実施することとする。 

（イ）実施方法 

a 現場での実施方法  

計測機器本体から被計測対象の 大計測距離以上となる位置に２箇所以上の既知点 

を設置し、ＴＬＳによる計測結果から得られる既知点の点間距離を計測する。 

b 事前の実施方法 

上記と同様の方法を用いて、事前に精度確認を行うことも可能である。この場合、利 

用する現場条件を特定できないことから、計測機器の仕様に応じて、計測予定距離以   

上の距離に既知点を設置し、その精度が±20mm 以内であることを確認する。 

（ウ）検査点の検測 

設置した検査点（基準点）をＴＳあるいはテープで計測する。 

（エ）評価基準 
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計測結果を従来手法による計測結果と比較し、その差が適正であることを確認する。 

 

表３－９ 精度確認試験での精度確認基準 

比較方法 精度確認基準 備考 

点間距離 ±20mm 以下 既知点は出来形計測で利用する 大計

測距離以上の位置に配置する。 

検査点は 10m 以上の離隔を確保する。 

 

イ ＧＮＳＳの精度確認 

「第３章 第４ ２ （３） イ ＧＮＳＳの精度確認」と同様とする。 

 

（５）ＵＡＶレーザー出来形管理技術 

ア ＵＡＶレーザーの精度確認 

受注者は、現場におけるＵＡＶレーザーの測定精度を確認するために、現場に飛行コー

スと直交する横断方向に水平位置検証点、標高検証点を３箇所以上設置する。設置位置は

飛行コース直下に１箇所、出来形計測時に想定している有効計測角でレーザーが射出され

る位置付近に１箇所ずつ設置する。検証点としてｘ,ｙ,ｚ座標を特定できる物（既存の明

瞭な地物含む）を用いることで、水平位置検証点と標高検証点を兼ねることができる。 

精度確認試験の実施手順は以下のとおりとする。 

（ア）実施時期 

ＵＡＶレーザーを用いた計測ごとに、計測点群データの作成を行う際に行う。 

（イ）実施方法 

現場に設置した検証点を使用し、ＵＡＶレーザーを用いた計測から得られた計測点群

データ上の検証点の座標の計測を行う。 

（ウ）検証点の設置 

真値となる座標値は、基準点あるいは、工事基準上などの既知点の座標値や、基準点

及び工事基準点を用いて測量した座標値を利用する。 

（エ）評価基準 

ＵＡＶレーザーを用いた計測による計測結果を既知点などの真値と比較し、その差が

適正であることを確認する。 

表３－10 精度確認試験での精度確認基準 

比較方法 精度確認基準 備考 

各座標値の較差 ±50mm 以内 設置された検証点すべてで実施 

イ ＧＮＳＳの精度確認 

「第３章 第４ ２ （３） イ ＧＮＳＳの精度確認」と同様とする。 

 

（６）地上移動体搭載型ＬＳ出来形管理技術 

ア 地上移動体搭載型ＬＳの精度確認 

受注者は、現場における測定精度を確認するために、実際に利用する機器の計測 大距

離の位置に検証点を１箇所以上配置し、水平位置及び標高の精度確認試験を行い、様式－



  第３章 土工編 

  3-29  
 

６「地上移動体搭載型ＬＳ精度確認試験結果報告書」により結果を整理して報告するもの

とする。 

精度確認試験の実施手順は以下のとおりとする。 

（ア）実施時期 

現場の計測と同時にすることも可能であるが、利用前にその精度確認試験を行うこ

とが望ましい。現時点においては、地上移動体搭載型ＬＳに関する定期点検の必要性

などが規定されていないため、暫定案として利用前 12 ヶ月以内に精度確認試験を実施

することとする。 

（イ）実施方法 

a 現場での実施方法 

計測機器本体から被計測対象の 大計測距離以上となる位置に２箇所以上の既知   

点を設置し、地上移動体搭載型ＬＳによる既知点の点間距離を計測する。 

b 事前の実施方法 

上記と同様の方法を用いて、事前に精度確認を行うことも可能である。この場合、

利用する現場条件を特定できないことから、計測機器の仕様に応じて、計測予測距離

以上の距離に既知点を設置し、その精度が±20mm 以内であることを確認する。 

（ウ）検査点の検測 

検証点は、基準点又は工事基準点を基礎に、ＴＳ等を用いて計測する。その際、水

平位置の計測に３級ＴＳを用いて計測する場合は、基準点等から検証点までの距離を

100m 以内とする（２級ＴＳは 150m 以内）。 

（エ）評価基準 

計測結果をＴＳ等による計測結果と比較し、その差が適正であることを確認する。 

 

表 ３－11 精度確認試験での精度確認基準 

比較方法 精度確認基準 備考 

点間距離 【水平位置及び標高の要求精度】 

起工測量、岩線計測 ±100mm以内 

部分払い出来高計測 ±200mm以内 

出来形計測     ± 50mm以内 

精度確認基準を満足する 大

計測距離と 大測定幅を確認

する。 

 

イ ＧＮＳＳの精度確認 

「第３章 第４ ２ （３） イ ＧＮＳＳの精度確認」と同様とする。 

 

（７）施工履歴データ出来形管理技術 

ＩＣＴ建設機械の作業装置位置記録システムの管理が適正に行われていることを確認す

るため、現地での精度管理を実施する。詳細は「様式-11 施工履歴データの精度確認試験実

施手順書及び試験結果報告書」を確認すること。 

なお、ＩＣＴ建設機械の作業装置位置の測定精度は、下記の要因により変化する。 

① ＲＴＫ―ＧＮＳＳの位置精度 

② ＲＴＫ―ＧＮＳＳ及び角度センサー位置間の寸法計測誤差 
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③ 角度センサーによる出力精度 

④ ソフト処理上の丸め誤差 

⑤ 機械の劣化（刃先の摩耗を含む） 

様々な誤差要因が考えられるため、現場における精度確認試験により精度管理を行う必要

がある。 

      

ア 着工前の精度確認 

  「様式-11 施工履歴データの精度確認試験実施手順書及び試験結果報告書」の「２実

施方法１）テスト作業による精度確認（着工前の精度確認）」に従い、本ガイドラインに

よる出来形管理範囲着工前に精度確認試験を実施し、その結果について、様式 11 を用い

て提出する。 

イ 日々の精度確認 

  施工履歴データを出来形計測に利用する場合は、「様式-11 施工履歴データの精度確

認試験実施手順書及び試験結果報告書」の「２実施方法２）施工期間中の日々の精度確

認」に従い、作業日１日ごと始業前に精度確認試験を実施する。結果については、監督

職員の求めに応じ提出できるように保管する。 

ウ 計測密度 

出来形管理に用いる施工履歴データに必要となる計測密度は、１点/㎡以上とする。 

 

 （８）モバイル端末出来形管理技術 

    ア モバイル端末を用いた出来形計測技術の精度確認 

受注者は、モバイル端末を用いた出来形計測技術を用いる場合には、その精度を確認

するために、以下の実施手順に即して精度確認試験を行い、様式－13「モバイル端末の

精度確認試験結果報告書」を準用し結果を整理して報告するものとする。 

（ア） 実施時期 

精度確認試験は、現場の計測と同時にすることも可能であるが、利用前にその精度

確認試験を行うことが望ましい。また、モバイル端末等を用いた計測技術については、

定期点検や精度確保の公的な制度が規定されていないことから、暫定案として利用の

12 か月以内に実施することとする。 

（イ） 実施方法 

現場に設置した検証点を使用し、モバイル端末等を用いた計測から得られた点群デ

ータ上の検証点の座標の値と真値となる座標値を比較し、その較差が要求精度以内で

あることを確認する。 

（ウ） 検証点の設置・計測 

出来形計測範囲内の任意箇所（標定点の直近は避ける）に検証点を設置し、工事基

準点あるいは工事基準点からＴＳ等光波方式により検証点の計測を行う。その際、計

測に３級ＴＳを用いて計測する場合は、工事基準点等から検証点までの距離を 100m 

以内とする（２級ＴＳは 150m 以内）。 

（エ） 評価基準 

（ウ）による計測結果を真値として、モバイル端末等を用いた計測結果と比較し、
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その差が適正であることを確認する。 

 

表３－12 精度確認試験での精度確認基準 

比較方法 精度確認基準 備考 

各座標値の較差 ±50mm 以内 現場内２箇所以上 

 

第５ 出来形管理の計測手順、実施手順 

本章の適用対象における出来形管理の計測手順、実施事項は以下のとおりとする。 

 

１ ＴＳ等光波方式出来形管理技術（断面管理） 

（１）出来形管理用ＴＳ等光波方式による出来形計測 

ア 出来形管理用ＴＳ等光波方式の設置 

出来形管理用ＴＳ等光波方式は、工事基準点上に設置することを原則とするが、工事

基準点上に設置することが困難な場合には、後方交会法※16により任意の未知点へ設置す

ることができるものとする。 

なお、未知点に出来形管理用ＴＳ等光波方式を設置する際は、利用する工事基準点間

の夾角 θ（複数の場合はその一つ）は 30～150°以内でなければならない。ただし、出来

形管理用ＴＳ等光波方式と工事基準点の距離が近いと、方位の算出誤差が大きくなるの

で注意すること。 

イ 出来形計測の実施 

出来形計測の実施に当たっては、出来形管理用ＴＳ等光波方式から出来形計測点まで

の斜距離を３級ＴＳは 100m 以内（２級ＴＳは 150m 以内）とする。 

 

ウ 出来形計測箇所 

計測する横断面は、「第２章 第４ 基本設計データ」で規定する出来形横断図位置ご

との管理断面上※17とし、各横断面の全ての出来形計測対象点について３次元座標値を取

得するものとする。上記の出来形計測対象点は下図に示すとおりとし、図示がない工種

は「土木工事施工管理基準」別表第１ 直接測定による出来形管理に定められた測定箇所

とする。 
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図３－３ 出来形計測箇所 

 

２ ＴＳ等光波方式出来形管理技術（面管理）  

（１）出来形管理用ＴＳ等光波方式の設置 

出来形管理用ＴＳ等光波方式は、工事基準点上に設置することを原則とするが、工事基

準点上に設置することが困難な場合には、後方交会法※16により任意の未知点へ設置するこ

とができるものとする。 

 なお、未知点に出来形管理用ＴＳ等光波方式を設置する際は、利用する工事基準点間の

夾角θ（複数の場合はその一つ）は 30～150°以内でなければならない。ただし、出来形

管理用ＴＳ等光波方式と工事基準点の距離が近いと、方位の算出誤差が大きくなるので注

意すること。 

（２）出来形計測の実施 

出来形計測の実施に当たっては、出来形管理用ＴＳ等光波方式から出来形計測点までの

斜距離を３級ＴＳは 100m 以内（２級ＴＳは 150m 以内）とする。 

出来形管理用ＴＳ等光波方式による出来形計測は、１㎡（１m×１m メッシュ）（平面投

影面積）あたり１点以上の出来形評価用データを直接計測する。 

（３）出来形計測箇所 

出来形計測範囲は、３次元設計データに記述されている管理断面の始点から終点とし、

全ての範囲で 1m メッシュに１点以上の出来形座標値を取得するものとするが、法肩、法尻

から水平方向にそれぞれ±50mm 以内に存在する計測点は評価から外してもよい。 

３次元データによる出来形管理において、土工部の法肩及び法尻、変化点、現地地形等

の摺り合わせが必要な箇所など出来形管理基準によらない場合は、監督職員と協議の上、

対象外とすることができる。 

また、法面の小段部に設置される側溝工などの構造物により、土工面が露出していない

場合、小段部の出来形管理は、小段部に設置される工種の出来形管理基準によることがで

き、小段自体の出来形管理は省略してもよい。このとき小段を挟んだ両側の法面は連続と

みなしてもよいし、別の法面として評価してもよい。 

 

 ３ ＴＳ（ノンプリズム方式）出来形管理技術 

（１）ＴＳ（ノンプリズム方式）の設置 

ＴＳ（ノンプリズム方式）は、計測対象範囲に対して正対して計測できる位置を選定す

る。また、計測範囲に対して、１回の計測で不可視となる範囲がある場合は、不可視箇所

：土工における出来形測定対象点 

管水路 開水路 
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等を補間できる計測位置を選定する。 

ＴＳ（ノンプリズム方式）と被計測対象の位置関係は、被計測対象となる範囲の全てが

精度確認試験で確認した 大距離以内となる範囲を設定する。１回の計測で精度確認試験

以上となる範囲がある場合は、設置箇所を複数回に分けて実施する。 

ＴＳ（ノンプリズム方式）は、工事基準点上に設置することを原則とするが、工事基準

点上に設置することが困難な場合には、後方交会法※16により任意の未知点へ設置すること

ができるものとする。 

なお、未知点にＴＳ（ノンプリズム方式）を設置する際は、利用する工事基準点間の夾

角θ（複数の場合はその一つ）は 30～150°以内でなければならない。ただし、ＴＳ（ノン

プリズム方式）と工事基準点の距離が近いと、方位の算出誤差が大きくなるので注意する

こと。 

（２）出来形計測の実施 

ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形計測は、１㎡（１m×１m メッシュ）（平面投影

面積）あたり１点以上の出来形評価用データを直接計測する。出来形計測の実施に当たっ

ては、精度確認試験の確認距離内とする。 

ただし、器械設置時はプリズムを用いた計測を行うこととし、ＴＳ（プリズム方式）に

おける制限距離以内での計測を行う。 

ア 出来形計測箇所 

出来形計測範囲は、３次元設計データに記述されている管理断面の始点から終点とし、

全ての範囲で 1m メッシュに１点以上の出来形座標値を取得するものとするが、法肩、法尻

から水平方向にそれぞれ±50mm 以内に存在する計測点は評価から外してもよい。 

３次元データによる出来形管理において、土工部の法肩及び法尻、変化点、現地地形等

の摺り合わせが必要な箇所など出来形管理基準によらない場合は、監督職員と協議の上、

対象外とすることができる。 

また、法面の小段部に設置される側溝工などの構造物により、土工面が露出していない

場合、小段部の出来形管理は、小段部に設置される工種の出来形管理基準によることがで

き、小段自体の出来形管理は省略してもよい。このとき小段を挟んだ両側の法面は連続と

みなしてもよいし、別の法面として評価してもよい。 

 

４ ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術 

（１）撮影計画の立案 

所定のラップ率、地上画素寸法が確保できる飛行経路及び飛行高度を算出するソフトウェ

アを用いて揚重能力とバッテリー容量に留意の上、撮影計画を立案する。 

（２）標定点及び検証点の設置・計測 

ＵＡＶを活用した空中写真測量による計測結果を３次元座標へ変換するための標定点と

精度確認用の検証点を設置する。標定点及び検証点の計測については、４級基準点及び３級

水準点と同等以上の精度が得られる計測方法をとる。工事基準点などの既知点からＴＳを用

いて計測することができる。また、標定点及び検証点は空中写真測量による出来形計測中に

動かないように固定する。 

計測精度を確保するための標定点及び検証点の設置の条件は、以下を標準とする。 
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標定点は、計測対象範囲を包括するように、外側標定点として撮影区域外縁に100m以内の

間隔となるように設置するとともに、内側標定点として天端上に200m間隔程度を目安に設置

する。なお、SfM（Structure from Motion）の利用においてカメラ位置を直接計測できる手

法（RTK、ネットワーク型RTK、PPK、自動追尾TS等）を併用する場合は、標定点の設置は任意

とすることができる。 

検証点は、天端上に200m以内の間隔となるように設置する。標定点として設置したものと

交互になるようにすることが望ましい。計測範囲が狭い場合については、 低２箇所設置す

る。精度確認用の検証点は、標定点として利用しないこととする。 

（３）空中写真測量の実施 

空中写真測量の実施に当たっては、航空法に基づく「無人航空機の飛行に関する許可・承

認の審査要領」の許可要件に準じた飛行マニュアルを作成し、マニュアルに沿って安全に留

意して行うこととする。  

（４）計測点群データの作成 

ＵＡＶで撮影した空中写真を写真測量ソフトウェアに読込み、地形や地物の座標値を算出

し、算出した地形の３次元座標の点群から不要点等を除去し、３次元の計測点群データを作

成する。 

（５）精度確認 

（４）で作成した計測点群データ上で、検証点の座標と、イにより計測した検証点の座標

の真値を比較し、ｘ，ｙ，ｚそれぞれ±50mm以内であることを確認する。 

（６）出来形計測箇所 

出来形計測範囲は、３次元設計データに記述されている管理断面の始点から終点とし、全

ての範囲で 10 ㎝メッシュに１点以上の出来形座標値を取得するものとするが、法肩、法尻

から水平方向にそれぞれ±50mm 以内に存在する計測点は評価から外してもよい。 

３次元データによる出来形管理において、土工部の法肩、法尻や変化点又は現地地形等の

摺り合わせが必要な箇所など出来形管理基準によらない場合は、監督職員と協議の上、対象

外とすることができる。 

また、法面の小段部に設置される側溝工などの構造物により、土工面が露出していない場

合、小段部の出来形管理は、小段部に設置される工種の出来形管理基準によることができ、

小段自体の出来形管理は省略してもよい。このとき小段を挟んだ両側の法面は連続とみなし

てもよいし、別の法面として評価してもよい。 

 

５ ＴＬＳ出来形管理技術 

（１）ＴＬＳの設置 

ＴＬＳは、計測対象範囲に対して正対して計測できる位置を選定する。 

また、計測範囲に対してＴＬＳの入射角が著しく低下する場合や、１回の計測で不可視

となる範囲がある場合は、不可視箇所等を補間できる計測位置を選定する。 

ＴＬＳと被計測対象の位置関係は、被計測対象となる範囲の全てが精度確認試験で確認

した 大距離以内となる範囲を設定する。１回の計測で精度確認試験以上となる範囲があ

る場合は、ＴＬＳ設置箇所を複数回に分けて実施する。 

（２）標定点の設置・計測 



  第３章 土工編 

  3-35  
 

標定点を用いてＴＬＳによる計測結果を３次元座標へ変換、あるいは複数回の計測結果

について標定点を用いて合成する場合は、計測対象箇所の 外周部に４箇所以上の標定点

を設置する。標定点の計測はＴＳを用いて実施し、ＴＳから基準点及び標定点までの距離

が 100m 以下（３級ＴＳの場合）あるいは 150m 以下（２級ＴＳの場合）とする。 

また、標定点はＴＬＳによる出来形計測中は動かないように固定する。 

ＴＬＳ本体にＴＳと同様にターゲット計測による後方交会法による位置決め機能を有

している場合は、標定点を設置せず計測してもよい。この場合、ターゲットは工事基準点

あるいは基準点上に設置する。 

（３）出来形計測の実施 

ＴＬＳによる出来形計測は、計測対象範囲内で 0.01m2（10cm×10cm メッシュ）あたり、 

１点以上の計測点が得られる設定で計測を行う。また、１回の計測距離は、様式－４「Ｔ

ＬＳ精度確認試験結果報告書」を用いて実施した精度確認の距離範囲内とする。 

計測範囲を複数回の計測により標定点を用いて合成する場合は、標定点がＴＬＳによる

出来形計測中に動かないように確実に固定する。 

計測対象範囲に作業員や仮設構造物、建設機械などが配置されている場合は、地表面の

データが取得出来ないため、可能な限り出来形の地表面が露出している状況で計測を行う。 

（４）出来形計測箇所 

出来形計測範囲は、３次元設計データに記述されている管理断面の始点から終点とし、

全ての範囲で 10 ㎝メッシュに１点以上の出来形座標値を取得するものとするが、法肩、法

尻から水平方向にそれぞれ±50mm 以内に存在する計測点は評価から外してもよい。 

３次元データによる出来形管理において、土工部の法肩、法尻や変化点又は現地地形等

の摺り合わせが必要な箇所など出来形管理基準によらない場合は、監督職員と協議の上、

対象外とすることができる。 

また、法面の小段部に設置される側溝工などの構造物により、土工面が露出していない

場合、小段部の出来形管理は、小段部に設置される工種の出来形管理基準によることがで

き、小段自体の出来形管理は省略してもよい。このとき小段を挟んだ両側の法面は連続と

みなしてもよいし、別の法面として評価してもよい。 

 

６ ＵＡＶレーザー出来形管理技術 

（１）飛行計画の立案 

「ＵＡＶレーザーの精度確認試験実施手順書及び様式―５ＵＡＶレーザー精度結果確認

報告書」に示す手順により、所要の精度が得られることが確認されたのと同じ計測諸元にて

計測することとする。また、計測データの相対的な精度を確保するとともに、計測データの

欠損を防ぐため、隣接するコースのサイドラップ率が 30%以上となるよう飛行計画を立案す

る。 

（２）調整点の設置・計測 

ＵＡＶレーザーを用いた出来形計測により作成された３次元点群（オリジナル）が要求さ

れる精度を満たしているか検証及び調整を行うため調整点を設置する。調整点は、面積（km2 ）

を 0.25 で割った値に 1 を足した値とし、 低４点以上の設置を標準とする。 

計測精度を確保するための調整点の設置の条件は、以下を標準とする。 
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ア 調整点の位置及び標高は、「農林水産省農村振興局測量作業規定第３編第２章第４節第

１款ＴＳ点の設置」に準じた観測により求めることを標準とする。ただし、作成する。 

オリジナルデータの測定精度が±50mm 以内の場合には、「農林水産省農村振興局測量作 

業規定第 117 条」に示すＴＳ等を用いるＴＳ点の設置又は「農林水産省農村振興局測量 

作業規定第２編第２章」で規定する４級基準点測量に準じて行うものとする。 

イ ＴＳ等を用いるＴＳ点の設置に準じて行う場合は、「農林水産省農村振興局測量作業 

規定第 627 条第３項」を準用し、次表を標準とする。 

表３－13 要求精度 

区分 水平角観測 鉛直角観測 距離測定 

方法 ２対回(0°,90°) １対回 ２回測定 

較差の 

許容範囲 

倍角差 60″ 
60″ 5mm 

観測差 40″ 

ウ 前項のＴＳ点の設置に準じた観測をキネマティック法、ＲＴＫ法又はネットワーク型Ｒ

ＴＫ法により行う場合は、「農林水産省農村振興局測量作業規定第 118 条及び 119 条」

に準じて行うものとし、いずれの方法においても、観測は２セット行うものとする。な

お、セット間の較差の許容範囲は、水平方向 20mm、鉛直方向 30mm を標準とする。 

（３）ＵＡＶレーザー計測の実施 

ＵＡＶレーザー計測の実施に当たっては、航空法に基づく「無人航空機の飛行に関する許

可・承認の審査要領」の許可要件に準じた飛行マニュアルを作成し、マニュアルに沿って安

全に留意して行うこととする。 

計測は飛行計画に基づき実施し、計測範囲内は、ＩＭＵの精度が低下しないよう一定方向

かつ等高度、等速度を保つよう飛行し、旋回は十分な半径で飛行する。 

なお、計測の前後及び一定時間経過毎に、レーザースキャナー機材の製造元が推奨する方

法により初期化を行うものとする。 

（４）計測点群データの作成 

ＵＡＶレーザーで計測した３次元点群をソフトウェアに読込み、不要点等を除去し、３次

元の計測点群データを作成する。 

（５）精度確認 

ア 適軌跡解析をＧＮＳＳ観測データ及びＩМＵ観測データを用いて、Loosely Coupled

方式又は Tightly Coupled 方式で行う。Loosely Coupled 方式は、まず GNSS 衛星を利用

したキネマティック解析により機体の３次元位置を特定し、ＩМＵのデータを反映して

適軌跡解析を行う。Tightly Coupled 方式はキネマティック解析と 適軌跡解析を同

時に行う手法であり、ＧＮＳＳ衛星の衛星数が一時的に不足しても、解析処理は一定の

精度を維持できることが特徴である。 

イ コース間の重複部分に点検箇所を選定し、コースごとの標高値の比較点検を行うものと

する。 

（ア）点検箇所の数は、各コース間重複部分に２箇所以上設置するものとする。 

（イ）点検箇所の配置は、計測対象範囲内に偏りなく配置するよう努めるものとするが、各

コースの起点側に１点、終点付近に１点の配置としてもよい。 
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（ウ）植生のある場所、線状地域等の地形条件で平坦な場所がない場合は配置及び点数を変

更することができる。 

（エ）点検箇所の標高値は、平坦で明瞭な地点を選定し、計測点密度と同一半径の円又はお

おむね２倍辺長の正方形内の計測データを平均したものとする。 

（オ）重複コースごとに点検箇所の標高値の較差を求め、較差の平均値等を求めるものとす

る。 

（カ）重複コースごとの標高値の較差の平均値は±50mm 以内とする。 

ウ  （４）で作成した計測点群データ上で、イにより計測した調整点の座標の真値を比較

し、ｘ，ｙ，ｚそれぞれ±50mm 以内であることを確認する。なお、確認の結果、要求

精度を満たさない場合には適切な調整を行い、再度確認を行う。また、必要に応じて

再計測を行う。 

（６）出来形計測箇所 

出来形計測範囲は、３次元設計データに記述されている管理断面の始点から終点とし、全

ての範囲で 10cm メッシュに１点以上の出来形座標値を取得するものとするが、法肩、法尻

から水平方向にそれぞれ±50mm 以内に存在する計測点は評価から外してもよい。 

３次元データによる出来形管理において、土工部の法肩及び法尻、変化点、現地地形等の

摺り合わせが必要な箇所など出来形管理基準によらない場合は、監督職員と協議の上、対象

外とすることができる。 

また、法面の小段部に設置される側溝工などの構造物により、土工面が露出していない場

合、小段部の出来形管理は、小段部に設置される工種の出来形管理基準によることができ、

小段自体の出来形管理は省略してもよい。このとき小段を挟んだ両側の法面は連続とみなし

てもよいし、別の法面として評価してもよい。 

 

７ 地上移動体搭載型ＬＳ出来形管理技術 

（１）計測計画の立案 

所定の計測密度、測定精度が確保できる計測距離、範囲、検証点及び標定点の配置を立

案する。 

（２）検証点の設置・計測 

地上移動体搭載型ＬＳによる計測結果の精度確認用の検証点を設置する。検証点は基準

点又は工事基準点から計測を行う。また、検証点は出来形計測中に動かないように固定す

る。 

検証点の配置は、精度確認試験で設定されている精度が も低下する条件に も近い現

場条件となる位置に２か所以上配置（設置箇所は、別紙―６「地上移動体搭載型ＬＳ精度

確認試験結果報告書」による計測範囲内で測定精度が も不利となる箇所付近）する。バ

ックホウ搭載ＬＳを用いる場合は、出来形計測実施前に１日１回の頻度で、現場内の任意

の場所において、別紙―６「地上移動体搭載型ＬＳ精度確認試験結果報告書」による検証

点を用いた精度確認を実施することとし、施工中の検証点の設置及び精度確認は不要とす

る。検証点は地上移動体搭載型ＬＳの計測結果から平面位置が特定できるものを用いる。 

検証点の計測は工事基準点から検証点までの計測距離（斜距離）についての制限を、３

級ＴＳを利用する場合は 100m 以内（２級ＴＳは 150m 以内）とする。 
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（３）標定点の設置・計測 

地上移動体搭載型ＬＳによる計測結果の水平位置、標高を調整するために、調整用基準

点の設置が必要である技術を用いる場合、標定点を設置する。 

標定点の配置は、精度確認試験で確認した、精度が も低下する現場条件となる位置に

２か所以上配置する。 

（４）出来形計測の実施 

地上移動体搭載型ＬＳによる出来形計測は、計測対象範囲内で 0.01 ㎡（10cm×10cm メ

ッシュ）あたり、１点以上の計測点が得られる設定で計測を行う。また、１回の計測距離

は、様式－６「地上移動体搭載型ＬＳ精度確認試験結果報告書」を用いて実施した精度確

認の距離範囲内とする。 

計測範囲を複数回の計測により標定点を用いて合成する場合は、標定点が地上移動体搭

載型ＬＳによる出来形計測中に動かないように確実に固定する。 

計測対象範囲に作業員や仮設構造物、建設機械などが配置されている場合は、地表面の

データが取得出来ないため、可能な限り出来形の地表面が露出している状況で計測を行

う。地上移動体搭載型ＬＳ計測で利用するレーザークラスに応じた使用上の対策を講じる

とともに、安全性に十分考慮すること。 

（５）精度確認 

（３）で作成した計測点群データ上で得られる、検証点の座標と、イにより計測した検

証点の座標の真値を比較し、検証点と真値の座標間距離が±50mm 以内であることを確認す

る。 

（６）出来形計測箇所 

出来形計測範囲は、３次元設計データに記述されている管理断面の始点から終点とし、

全ての範囲で 10cm メッシュに１点以上の出来形座標値を取得するものとするが、法肩、法

尻から水平方向にそれぞれ±50mm 以内に存在する計測点は評価から外してもよい。 

３次元データによる出来形管理において、土工部の法肩及び法尻、変化点、現地地形等

の摺り合わせが必要な箇所など出来形管理基準によらない場合は、監督職員と協議の上、

対象外とすることができる。 

また、法面の小段部に設置される側溝工などの構造物により、土工面が露出していない

場合、小段部の出来形管理は、小段部に設置される工種の出来形管理基準によることがで

き、小段自体の出来形管理は省略してもよい。このとき小段を挟んだ両側の法面は連続と

みなしてもよいし、別の法面として評価してもよい。 

 

８ ＲＴＫ－ＧＮＳＳ方式出来形管理技術（断面管理） 

（１）出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳ基準局の設置 

出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳで利用する基準局は、工事基準点上に設置する。任意の未

知点に設置する必要がある場合には、測量を実施して工事基準点とするか、後方交会法のよ

うに任意の点に設置した後で必要な位置情報を取得する機能を利用すること。なお、ネット

ワーク型ＲＴＫ－ＧＮＳＳの移動局のみで測位する場合はこの限りでない。 

（２）ローカライゼーション（現地座標に変換） 
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ＧＮＳＳ座標系と現場座標系にズレがある場合、ローカライゼーションを行い、ＧＮＳＳ

座標系を現場座標系に変換する。ローカライゼーションを実施することで、ＧＮＳＳ座標を

現場座標へ変換するテーブルが作成され、以降は、ＧＮＳＳ座標の計測値より自動的に現場

座標の計測値が得られる。 

（３）出来形計測の実施と精度確認 

ア 工事基準点上で初期化を行い、初期化直後のその工事基準点の計測値に大きな誤    

差が無いことを確認（既知点確認）する。初期化誤差が水平方向±20mm 以上又は鉛直方

向±10mm 以上ある場合は、再度、初期化を行う。 

イ 出来形計測を行う管理断面と出来形計測対象点の指定を行う。出来形管理用ＲＴＫ－Ｇ

ＮＳＳを用い、基本設計データに登録されている計測対象の管理断面の測点名と出来形

計測対象点（道路中心線形又は法線や法肩等）の選択を行う。 

 

 

図３-４ 初期化と計測の手順 

（出典：３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）（令和３年３月国土交通省）P2-153 

 

ウ 出来形計測対象点に移動局を設置した上で、「農林水産省測量作業規定」の路線測量に 

準拠しＦＩＸ解を得てから 10epoch（エポック） 以上を計測する。なお、「農林水産省

測量作業規定」の路線測量に準拠すれば測定精度の確認用に２セット計測して比較し、

較差が小さい場合は計測値を採用することとなっているが、出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮ

ＳＳでの出来形計測では、１セットとする代わりに精度確認用として計測後に工事基準

点で誤差の確認（既知点確認）を行うこととする（図２-20）。出来形計測の結果、計測

精度が悪化している場合は再度計測をしなければならない。出来形計測作業の手戻りを

少なくするため、一定の計測間隔（100～200m 程度）又は時間間隔（30 分～１時間程度）

で初期化を行うことが望ましい。 

エ 出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳでは、管理断面上の出来形計測点の誘導が可能なので、

現行の出来形管理に必要な準備測量（管理断面上の杭や目串などの設置）を事前に行わ
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なくても計測できる。また、出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳは、法長、幅、基準高等を

算出する機能を有しているため、測定者は、計測後すぐに設計値と計測値との差を確認

できる。さらに、出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳでは、出来形計測は断面ごとではなく、

作業効率を考えて自由に設定することができる。その際、出来形計測点１つで判定でき

るものの場合（基準高さ）は、高さ判定表示確認が可能である。出来形計測点２つで判

定できるものの場合（幅、法長）は、出来形計測点と辺を構成するもう一点が取得済み

であるかを表示し、取得済みの時は長さの判定を行うことが可能である。 

オ 計測した座標データに対して、計測点の種別（出来形計測対象点、品質証明のために計

測した点、任意断面での出来形計測点）を入力又は選択する。 

カ 出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳで確認した出来形計測データの記録を行う。 

※上記イ～カを繰り返して計測し、必要に応じてアや（１）を実施する。 

キ 出来形計測を円滑に行うために、計測の実施前に、衛星配置の予測ソフトウェアなどを

用いて計測可能時間等を確認しておくことが望ましい。衛星の配置予測ソフトウェアは、

測量機器メーカーウェブサイトなどで入手可能である。ただし、現場の状況（周辺の山、

谷、ビル）で衛星捕捉状況が変化するので、これらを十分に考慮して計測計画を立てる

こと。 

（４）出来形計測箇所 

計測する横断面は、「第２章 第４ 基本設計データ」で規定する出来形横断図位置ごとの

管理断面上※17とし、各横断面の全ての出来形計測対象点について３次元座標値を取得するも

のとする。上記の出来形計測対象点は下図に示すとおりとし、図示がない工種は「土木工事

施工管理基準」別表第１ 直接測定による出来形管理に定められた測定箇所とする。 

 

 
図３－５ 出来形計測箇所 

 

９ ＲＴＫ－ＧＮＳＳ出来形管理技術（面管理）  

（１）出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳの基準局の設置 

掘 削 盛 土 

：土工における出来形測定対象点 
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出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳで利用する基準局は、工事基準点上に設置すること。任意

の未知点に設置する必要がある場合には、測量を実施して工事基準点とするか、後方交会法

のように任意の点に設置した後で必要な位置情報を取得する機能を利用すること。 

なお、ネットワーク型ＲＴＫ－ＧＮＳＳの移動局のみで測位する場合はこの限りでない。 

（２）ローカライゼーション（現地座標に変換） 

ＧＮＳＳ座標系と現場座標系にズレがある場合、ローカライゼーションを行い、ＧＮＳＳ

座標系を現場座標系に変換する。 

出来形値（幅、法長）は２点間の相対距離で求まるが、出来形値（標高）は現場座標系で

行う必要がある。また、ＲＴＫ－ＧＮＳＳ測量機器の導入効果を得るために、丁張り設置な

ど日々の位置出し作業等でも活用する観点からも、座標系にズレがある場合はローカライゼ

ーションを行う必要がある。 

ローカライゼーションは、工事基準点の計測・登録した際の計測誤差の影響を受けること

になる。そのため、ローカライゼーションは測定精度を確保できた条件で行う必要がある。

よって、ＤＯＰ値注1が小さい状態で、通常の計測時間である 10 秒間よりも長時間の計測を

行うことが望まれる。 

注１：ＧＮＳＳ衛星の位置によって左右され、測位精度の劣化の程度を表す数値。小さい

ほど精度が高いことを示す。 

（３）出来形計測の実施と精度確認 

ア 工事基準点上で初期化を行い、初期化直後のその工事基準点の計測値に大きな誤差が無

いことを確認（既知点確認）する。初期化誤差が水平方向±20mm 以上又は鉛直方向±

30mm 以上ある場合は、再度、初期化を行う。 

高さ補完機能を有するＲＴＫ－ＧＮＳＳの場合、鉛直方向の計測は高さ補完機能により

安定した計測値が得られることから、必要な測定精度の確保が確認された範囲で利用す

る限り、鉛直方向で±30mm を大きく超える誤差は発生し難いが、万一、発生した場合、

再度、初期化しても改善しない可能性が高い。その場合、原因として考えられる工事基

準点や機器設置のミスや接触による移動なども念頭に対処する必要がある。 

イ 出来形計測を行う管理断面と出来形計測対象点の指定を行う。出来形管理用ＲＴＫ－Ｇ

ＮＳＳを用い、３次元設計データに登録されている計測対象の管理断面の測点名と出来

形計測対象点（道路中心線形又は法線や法肩等）の選択を行う。 
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図３－６ 初期化と計測の手順 

（出典：３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）（令和３年３月国土交通省）P2-118） 

 

ウ 出来形計測対象点に移動局を設置した上で、「農林水産省測量作業規定」の路線測量に 

準拠しＦＩＸ解を得てから 10epoch（エポック） 以上を計測する。なお、「農林水産省

測量作業規定」の路線測量に準拠すれば測定精度の確認用に２セット計測して比較し、

較差が小さい場合は計測値を採用することとなっているが、出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮ

ＳＳでの出来形計測では、１セットとする代わりに精度確認用として計測後に工事基準

点で誤差の確認（既知点確認）を行うこととする（図２－19）。出来形計測の結果、計測

精度が悪化している場合は再度計測をしなければならない。出来形計測作業の手戻りを

少なくするため、一定の計測間隔（100～200m 程度）あるいは時間間隔（30 分～１時間

程度）で初期化を行うことが望ましい。 

エ 出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳでは、管理断面上の出来形計測点の誘導が可能なので、

現行の出来形管理に必要な準備測量（管理断面上の杭や目串などの設置）を事前に行わ

なくても計測できる。また、出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳは、法長、幅、基準高等を

算出する機能を有しているため、測定者は、計測後すぐに設計値と計測値との差を確認

できる。さらに、出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳでは、出来形計測は断面ごとではなく、

作業効率を考えて自由に設定することができる。その際、出来形計測点１つで判定でき

るものの場合（基準高さ）は、高さ判定表示確認が可能である。出来形計測点２つで判

定できるものの場合（幅、法長）は、出来形計測点と辺を構成するもう一点が取得済み

であるかを表示し、取得済みの時は長さの判定を行うことが可能である。 

オ 計測した座標データに対して、計測点の種別（出来形計測対象点、品質証明のために計

測した点、任意断面での出来形計測点）を入力又は選択する。 

カ 出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳで確認した出来形計測データの記録を行う。出来形計測

データは、各点の計測後に出来形計測対象点とともに記録する必要がある。 

※上記イ～カを繰 コルタナり返して計測し、必要に応じてアや（１）を実施する。 
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キ 出来形計測を円滑に行うために、計測の実施前に、衛星配置の予測ソフトウェアなどを

用いて計測可能時間等を確認しておくことが望ましい。衛星の配置予測ソフトウェアは、

測量機器メーカーウェブサイトなどで入手可能である。ただし、現場の状況（周辺の山、

谷、ビル）で衛星捕捉状況が変化するので、これらを十分に考慮して計測計画を立てる

こと。 

ク 出来形評価用データは、点密度を 1m 間隔以内（１点/㎡以上）で、概ね等間隔で得られ

るよう計測する。 

（４）出来形計測箇所 

計測箇所は、平場面、天端面、法面（小段含む）の全面の標高較差又は、水平較差とする。

掘削工の法面の場合、勾配が１割より緩い場合は標高較差で管理するのが望ましい。法肩、

法尻から水平方向にそれぞれ±50mm 以内に存在する計測点は標高較差の評価から除く。同

様に鉛直方向に±50mm 以内にある計測点は水平較差の評価から除く。 

また、法面の小段部に、側溝工などの構造物が設置されるなど土工面が露出していない場

合、小段部の出来形管理は、小段部に設置する工種の出来形管理基準及び規格値によること

ができる。 

 

10 施工履歴データ出来形管理技術 

（１）工事基準点の設置・計測 

精度確認用の検証点を設置する。検証点の計測については、４級基準点及び３級水準点と

同等以上の精度が得られる計測方法をとる。工事基準点等の既知点からＴＳを用いて計測す

ることができる。また、検証点は施工履歴データによる出来形計測中に動かないように固定

する。 

検証点は、ＴＳ等光波方式により計測した座標値を利用する。 

（２）計測点群データの作成 

取得した施工履歴データから３次元座標、記録時刻等の点群データを抽出し、点群デー

タ処理ソフトウェアを使用し、点群データから出来形部分と関係のない不要点等を除去し、

３次元の計測点群データを作成する。 

（３）精度確認 

（２）で作成した計測点群データ上で、検証点の座標と、アにより計測した検証点の座標

の真値を比較し、ｘ，ｙ，ｚそれぞれ±50mm 以内であることを確認する。 

（４）出来形計測箇所 

出来形計測範囲は、日当りの施工範囲について３点以上の出来形確認を行い、規格値を満

足していることをＴＳ等光波方式による計測により確認する。 

計測は日々の施工完了後に計測を行うことを基本とするが、ＧＮＳＳ衛星の測位状況が悪

化しないことが予測されている場合や、数日の施工・計測により、良好な精度が得られてい

る場合は、数日分の計測をまとめて１回で実施してもよい。なお、計測点は計測員が安全に

立ち入れる範囲内で、１日の施工範囲に対して偏りなく配置すること。 

 

 11 モバイル端末出来形管理技術 

（１）計測計画の立案 
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所定の計測密度、計測精度が確保できる計測手法を立案する。 

（２）検証点の設置・計測 

モバイル端末による計測結果の精度確認用の検証点を設置する。 

（３）出来形計測の実施 

（１）で計画した機器を用いて計測する。 

（４）精度確認 

（３）で作成した計測点群上で得られる、検証点の座標と（２）により計測した検証点の座標

を真値と比較し、検証点と真値の座標間距離が±50mm 以内であることを確認する。 

（５）出来形計測箇所 

「第３章 第５ １ ＴＳ等光波方式出来形管理技術（断面管理）（１）ウ 出来形計測

箇所」と同様とする。 
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第４章 ほ場整備工事編 

第１ 適用 

    本章の対象となる作業範囲は図４―１の実線部分である。 

 

 

図４―１ 土工編の対象となる作業の範囲 

 

また、本章は、第１章第４に示す情報化施工技術活用工事の種類と適用範囲のうち、下記

に示す項目について適用する。 

 

 １ ３次元起工測量 

（１） 空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

（２） 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

（３） ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

（４） ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

（５） ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 

（６） 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

（７） 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

 

 ２ ３次元設計データの作成 

３次元起工測量で計測した測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、３次 

元設計データを作成する。 

 

 ３ ＩＣＴ建設機械による施工 

   下記の工種において適用する。 

 

ＩＣＴ建設機械施工技術 

工 種 施工規模 

ほ場整備工事 表土扱い、基盤造成、表土整地 
１件の工事における施工面積が 

1.0ha 以上 

 

また、本章の適用対象とするＩＣＴ建設機械施工技術の種類は以下のとおりとする。 

・３次元ＭＧ又はＭＣバックホウによる３次元施工 

準備工 
・基準点測量 

工 
 
事 
 
受 
 
注 

施 
 
工 
 
計 
 
画 

施 
 
 
 
 
 
工 

出 
 
来 
 
形 
 
計 
 
測 

出

来

高

算

出

計

測 

完
成
検
査 

引 
 
 
渡 
 
 
し 

３次元計測技術に係る準備工 
・施工計画書 
・工事基準点の設置 
・起工測量 
・基本設計データの作成又は３次元
設計データの作成 

・その他、ICT 機器の準備 
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・３次元ＭＧ又はＭＣバックホウによる２次元施工 

・２次元ＭＧ又はＭＣバックホウによる２次元施工 

・３次元ＭＧ又はＭＣブルドーザによる３次元施工 

 

 ４ ３次元出来形管理技術等の施工管理 

   本章では表４―１に示す技術を対象とする。 

 

表４－１ 出来形管理技術の適用範囲 

断面管理の場合 

出来形管理技術 工種 出来形管理項目 施工規模 

・TS 等光波方式 

・RTK-GNSS 

ほ場整備工

事 

基盤造成、表土整

地 
基準高 

１件の工事におけ

る施工面積が1.0ha

以上 

 

 面管理の場合 

出来形管理技術 工種 出来形管理項目 施工規模 

・TS 等光波方式 

・TS（ノンプリズム方式） 

・UAV 空中写真測量 

・TLS 

・UAV レーザー 

・地上移動体搭載型 LS 

・RTK-GNSS 

・施工履歴データ 

ほ場整備

工事 

基盤造成、

表土整地 

基準高に代えて、標高

較差を管理（他の管理

項目は従来手法によ

る） 
１件の工事におけ

る施工面積が1.0ha

以上 

・UAV 空中写真測量 畦畔復旧 
幅、高さに代えて、標

高較差を管理 

・TLS 
道路工（砂

利道） 

幅、高さ、施工延長に

代えて、厚さを管理 

 

  ５ ３次元データの納品 

３次元出来形管理等による３次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。  

 

第２ 出来形管理技術の機器構成及び機器の機能と要件 

 １ ＴＳ等光波方式出来形管理技術（断面管理） 

（１）機器構成 

「第３章 第２ １（１）機器構成」と同様とする。 

（２）機器の機能と要件 

    「第３章 第２ １（２）機器の機能と要件」と同様とする。 

 

２ ＴＳ等光波方式出来形管理技術（面管理） 
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（１）機器構成及び機器の機能と要件 

「第３章 第２ ２（１）機器構成及び機器の機能と要件」と同様とする。 

 

３ ＴＳ（ノンプリズム方式）出来形管理技術 

（１）ＴＳ（ノンプリズム方式）本体 

「第３章 第２ ３（１）ＴＳ（ノンプリズム方式）本体」と同様とする。 

（２）点群処理ソフトウェア 

「第３章 第２ ３（２）点群処理ソフトウェア」と同様とする。 

（３）３次元設計データ作成ソフトウェア 

「第３章 第２ ３（３）３次元設計データ作成ソフトウェア」と同様とする。 

（４）出来形帳票作成ソフトウェア 

「第３章 第２ ３（４）出来形帳票作成ソフトウェア」と同様とする。 

（５）出来高算出ソフトウェア 

「第３章 第２ ３（５）出来高算出ソフトウェア」と同様とする。 

 

４ ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術 

（１）ＵＡＶ 

「第３章 第２ ４（１）ＵＡＶ」と同様とする。 

（２）デジタルカメラ 

「第３章 第２ ４（２）デジタルカメラ」と同様とする。 

（３）写真測量ソフトウェア 

「第３章 第２ ４（３）写真測量ソフトウェア」と同様とする。 

（４）点群処理ソフトウェア 

「第３章 第２ ４（４）点群処理ソフトウェア」と同様とする。 

（５）３次元設計データ作成ソフトウェア 

「第３章 第２ ４（５）３次元設計データ作成ソフトウェア」と同様とする。 

（６）出来形帳票作成ソフトウェア 

「第３章 第２ ４（６）出来形帳票作成ソフトウェア」と同様とする。 

（７）出来高算出ソフトウェア 

「第３章 第２ ４（７）出来高算出ソフトウェア」と同様とする。 

 

５ ＴＬＳ出来形管理技術 

（１）ＴＬＳ本体 

    「第３章 第２ ５（１）ＴＬＳ本体」と同様とする。 

（２）点群処理ソフトウェア 

    「第３章 第２ ５（２）点群処理ソフトウェア」と同様とする。 

（３）３次元設計データ作成ソフトウェア 

「第３章 第２ ４ ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術（５） ３次元設計データ作成

ソフトウェア」と同様とする。 

（４）出来形帳票作成ソフトウェア 
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「第３章 第２ ４ ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術（６） 出来形帳票作成ソフト

ウェア」と同様とする。 

（５）出来高算出ソフトウェア 

「第３章 第２ ４ ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術（７） 出来高算出ソフトウェ

ア」と同様とする。 

 

６ ＵＡＶレーザー出来形管理技術 

（１）ＵＡＶ 

    「第３章 第２ ６（１）ＵＡＶ」と同様とする。 

（２）レーザースキャナー 

    「第３章 第２ ６（２）レーザースキャナー」と同様とする。 

（３）点群処理ソフトウェア 

    「第３章 第２ ６（３）点群処理ソフトウェア」と同様とする。 

（４）３次元設計データ作成ソフトウェア 

「第３章 第２ ４ ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術（５）オ ３次元設計データ作成

ソフトウェア」と同様とする。 

（５）出来形帳票作成ソフトウェア 

「第３章 第２ ４ ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術（６）カ 出来形帳票作成ソフト

ウェア」と同様とする。 

（６）出来高算出ソフトウェア 

「第３章 第２ ４ ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術（７）キ 出来高算出ソフトウェ

ア」と同様とする。 

 

７ 地上移動体搭載型ＬＳ出来形管理技術 

（１）地上移動体搭載型ＬＳ 

    「第３章 第２ ７（１）地上移動体搭載型ＬＳ」と同様とする。 

（２）点群処理ソフトウェア 

    「第３章 第２ ７（２）点群処理ソフトウェア」と同様とする。 

（３）３次元設計データ作成ソフトウェア 

「第３章 第２ ４ ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術（５）オ ３次元設計データ作

成ソフトウェア」と同様とする。 

（４）出来形帳票作成ソフトウェア 

「第３章 第２ ４ ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術（６）カ 出来形帳票作成ソフ

トウェア」と同様とする。 

（５）出来高算出ソフトウェア 

「第３章 第２ ４ ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術（７）キ 出来高算出ソフトウ

ェア」と同様とする。 

 

８ ＲＴＫ－ＧＮＳＳ方式出来形管理技術（断面管理） 

（１）機器構成 
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    「第３章 第２ ８（１）機器構成」と同様とする。 

（２）機器の性能と精度管理及び機能と要件 

    「第３章 第２ ８（２）機器の性能と精度管理及び機能と要件」と同様とする。 

 

９ ＲＴＫ－ＧＮＳＳ出来形管理技術（面管理） 

（１）機器構成 

    「第３章 第２ ９（１）機器構成」と同様とする。 

（２）機器の性能と精度管理及び機能と要件 

    「第３章 第２ ９（２）機器の性能と精度管理及び機能と要件」と同様とする。 

 

10 施工履歴データ出来形管理技術（面管理） 

施工履歴データを用いた出来形管理技術による出来形管理のシステムは、以下の機器で構成

され、また機器の機能と要件は、以下のとおりである。 

（１）ＩＣＴ建設機械本体、車載ＰＣ 

建設機械本体や施工中の作業装置位置をリアルタイムに計測・記録するための装置である。

施工履歴データは、車載ＰＣから記録媒体（ＵＳＢメモリー等）にコピーする等して使用す

る。 

 

表４－２ 適用機種 

適用できるＩＣＴ建設機械 
施工履歴データを記録す

る箇所 

施工履歴データを記録す

る作業 

３ＤＭＣブルドーザ 

３ＤＭＧブルドーザ 

排土板下端又は 

履帯下面 
基盤造成又は表土整地 

※ＩＣＴブルドーザは、排土板下端又は履帯下面の３次元座標を施工履歴データとして記

録できる機能を有するものを用いる。 

※ＩＣＴブルドーザで履帯下面の施工履歴データを記録するシステムを用いる場合で、履

板の断面形状が標準型ブルドーザ（乾地）と異なるもの（湿地ブルドーザ・超湿地ブルド

ーザ・超々湿地ブルドーザ等）を使用して軟弱な地盤を施工する際は、地盤の強度により、

地盤に履帯が沈み込む深さが変化するため、施工履歴データとして記録すべき高さが定ま

らない場合があるため、適用に当たっては注意が必要である。 

※ＩＣＴバックホウを使用した施工履歴については、第３章土工編によるものとする。 

（２）点群処理ソフトウェア 

「第３章 第２ 10（２） 点群処理ソフトウェア」と同様とする。 

（３）３次元設計データ作成ソフトウェア 

「第３章 第２ ４（５） ３次元設計データ作成ソフトウェア」と同様とする。 

（４）出来形帳票作成ソフトウェア 

「第３章 第２ ４（６） 出来形帳票作成ソフトウェア」と同様とする。 

（５）出来高算出ソフトウェア 

「第３章 第２ ４（７） 出来高算出ソフトウェア」と同様とする。 
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第３ 出来形管理基準及び規格値 

 １ 断面管理の場合 

測定項目、出来形管理基準及び規格値は、「土木工事施工管理基準」別表第１ 直接測定によ

る出来形管理に定められたものとする。 

 

２ 面管理の場合 

基盤造成及び表土整地の基準高に係る出来形管理基準及び規格値は以下のとおりする。な

お、ほ場整備工事におけるその他の管理項目に係る出来形管理基準及び規格値は、「土木工事

施工管理基準」別表第１ 直接測定による出来形管理に定められたものとする。 

 

（１）出来形測定箇所 

基盤造成及び表土整地の基準高に係る出来形測定箇所は、現行の土木工事施工管理基準

に定められた 10a 当たり３点以上とは異なり、ほ場面全面の標高較差とする。 

（２）測定項目及び規格値 

出来形管理の測定項目及び規格値は下表のとおりとする。 

 

表４－３ 出来形管理基準 

工種 測定箇所 測定項目 

規格値（㎜） 

測定基準 
平均値 

個々の 

計測値 

ほ場整備

工事 

基盤造成、

表土整地 
平場 標高較差 ±50 ±150 特記ａ～ｄ 

 

【特 記】 

a 個々の計測値の規格値には計測精度として±50mm が含まれる。 

ｂ 出来形測定箇所は、ほ場面の全面とし、全ての点で設計面との標高較差を算出する 

出来形測定密度は１点／㎡（平面投影面積当たり）以上とする。なお、施工履歴データ

の場合は、日当たりの施工範囲について３点以上の点で設計面との標高較差を算出する。 

ｃ ほ場周縁から水平方向に±50mm 以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。 

ｄ 評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする、規格値が変わる場合は、 

評価区間を分割するか、あるいは規格値の条件の最も厳しい値を採用する。 

（３）測定値算出 

ア 標高較差の測定値を算出する方法 

標高較差は、３次元設計データの設計面と出来形評価用データの各ポイントとの鉛直

方向の離れを用い、平均値や個々の計測値の最大値、最小値を算出し、ほ場面の全面で

規格値との比較、判定を行う。 

（４）規格値 

「個々の計測値」は、全ての測定値が規格値を満足しなければならない。規格値を満足

するとは、出来形評価用データのうち、99.7％が「個々の計測値」の規格値を満たすもの

をいう。 
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（５）測定基準 

ＵＡＶ等を用いた面的な出来形管理の場合、ほ場面全面で計測したデータがあること

から、測定基準を「ほ場面の全面（１㎡（平面投影面積）あたり１点以上）」とし、面的

により的確な出来形管理を行う。 

施工履歴データを用いた面的な出来形管理の場合、日当りの施工範囲について３点以上

の出来形確認を行う。計測は日々の施工完了後に計測を行うことを基本とするが、ＧＮＳ

Ｓ衛星の測位状況が悪化しないことが予測されている場合や、数日の施工・計測により、

良好な精度が得られている場合は、数日分の計測をまとめて１回で実施してもよい。なお、

計測点は計測員が安全に立ち入れる範囲内で、１日の施工範囲に対して偏りなく配置する

こと。 

 

第４ 出来形管理技術の計測性能、精度管理及び精度確認 

 １ 計測性能及び精度管理 

（１）ＴＳ等光波方式 

「第３章 第４ １（１）ＴＳ等光波方式」と同様とする。 

（２）ＴＳ（ノンプリズム方式） 

「第３章 第４ １（２）ＴＳ（ノンプリズム方式」」と同様とする。 

（３）ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術 

「第３章 第４ １（３）ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術」と同様とする。 

（４）ＴＬＳ出来形管理技術 

「第３章 第４ １（４）ＴＬＳ出来形管理技術」と同様とする。 

（５）ＵＡＶレーザー出来形管理技術 

「第３章 第４ １（５）ＵＡＶレーザー出来形管理技術」と同様とする。 

（６）地上移動体搭載型ＬＳ出来形管理技術 

「第３章 第４ １（６）地上移動体搭載型ＬＳ出来形管理技術」と同様とする。 

（７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳ方式出来形管理技術（断面管理） 

「第３章 第４ １（７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳ方式出来形管理技術（断面管理）」と同様とす

る。 

（８）ＲＴＫ－ＧＮＳＳ出来形管理技術（面管理） 

「第３章 第４ １（８）ＲＴＫ－ＧＮＳＳ方式出来形管理技術（面管理）」と同様とする。 

（９）施工履歴データ出来形管理技術 

「第３章 第４ １（９）施工履歴データ出来形管理技術」と同様とする。 

２ 精度確認 

（１）国土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式の精度確認 

「第３章 第４ ２（１）国土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式の精度確認」と同様とす

る。 

（２）ＴＳ（ノンプリズム方式）出来形管理技術 

「第３章 第４ ２（２）ＴＳ（ノンプリズム方式）出来形管理技術」と同様とする。 

 （３）ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術 

「第３章 第４ ２（３）ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術」と同様とする。 
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（４）ＴＬＳ出来形管理技術 

「第３章 第４ ２（４）ＴＬＳ出来形管理技術」と同様とする。 

（５）ＵＡＶレーザー出来形管理技術 

「第３章 第４ ２（５）ＵＡＶレーザー出来形管理技術」と同様とする。 

（６）地上移動体搭載型ＬＳ出来形管理技術 

「第３章 第４ ２（６）地上移動体搭載型ＬＳ出来形管理技術」と同様とする。 

（７）施工履歴データ出来形管理技術 

「第３章 第４ ２（７）施工履歴データ出来形管理技術」と同様とする。 

 

第５ 出来形管理の計測手順、実施手順 

本章の適用対象における出来形管理の計測手順、実施事項は以下のとおりとする。 

１ ＴＳ等光波方式出来形管理技術（断面管理） 

（１）出来形管理用ＴＳ等光波方式による出来形計測 

「第３章 第５ １（１）出来形管理用ＴＳ等光波方式による出来形計測」と同様とする。 

２ ＴＳ等光波方式出来形管理技術（面管理）  

（１）出来形管理用ＴＳ等光波方式の設置 

「第３章 第５ ２（１）出来形管理用ＴＳ等光波方式の設置」と同様とする。 

（２）出来形計測の実施 

「第３章 第５ ２（２）出来形計測の実施」と同様とする。 

（３）出来形計測箇所 

出来形計測範囲は、３次元設計データに記述されている管理断面の始点から終点とし、全

ての範囲で 1m メッシュに１点以上の出来形座標値を取得するものとするが、ほ場周辺から

水平方向に±50mm 以内に存在する計測点は評価から外してもよい。 

表土仮置き部分等欠測が生じる場合は、観測データの補間方法について監督職員と協議を

行い出来形管理を行うものとする。 

 

 ３ ＴＳ（ノンプリズム方式）出来形管理技術 

（１）ＴＳ（ノンプリズム方式）の設置 

「第３章 第５ ３（１）ＴＳ（ノンプリズム方式）の設置」と同様とする。 

（２）出来形計測の実施 

ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形計測は、１㎡（１m×１m メッシュ）（平面投影面

積）あたり１点以上の出来形評価用データを直接計測する。出来形計測の実施に当たっては、

精度確認試験の確認距離内とする。 

ただし、器械設置時はプリズムを用いた計測を行うこととし、ＴＳ（プリズム方式）にお

ける制限距離以内での計測を行う。 

ア 出来形計測箇所 

出来形計測範囲は、３次元設計データに記述されている管理断面の始点から終点とし、

全ての範囲で 1m メッシュに１点以上の出来形座標値を取得するものとするが、ほ場周縁

から水平方向に±50mm 以内に存在する計測点は評価から外してもよい。 

表土仮置き部分等欠測が生じる場合は、観測データの補間方法について監督職員と協議
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を行い出来形管理を行うものとする。 

 

４ ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術 

（１）撮影計画の立案 

「第３章 第５ ４（１）撮影計画の立案」と同様とする。 

（２）標定点及び検証点の設置・計測 

「第３章 第５ ４（２）標定点及び検証点の設置・計測」と同様とする。 

（３）空中写真測量の実施 

「第３章 第５ ４（３）空中写真測量の実施」と同様とする。 

（４）計測点群データの作成 

「第３章 第５ ４（４）計測点群データの作成」と同様とする。 

（５）精度確認 

「第３章 第５ ４（５）精度確認」と同様とする。 

（６）出来形計測箇所 

出来形計測範囲は、３次元設計データに記述されている管理断面の始点から終点とし、全

ての範囲で 10 ㎝メッシュに１点以上の出来形座標値を取得するものとするが、ほ場周縁か

ら水平方向に±50mm 以内に存在する計測点は評価から外してもよい。 

表土仮置き部分等欠測が生じる場合は、観測データの補間方法について監督職員と協議を

行い出来形管理を行うものとする。 

 

５ ＴＬＳ出来形管理技術 

（１）ＴＬＳの設置 

    「第３章 第５ ５（１）ＴＬＳの設置」と同様とする。 

（２）標定点の設置・計測 

    「第３章 第５ ５（２）標定点の設置・計測」と同様とする。 

（３）出来形計測の実施 

「第３章 第５ ５（３）出来形計測の実施」と同様とする。 

（４）出来形計測箇所 

出来形計測範囲は、３次元設計データに記述されている管理断面の始点から終点とし、全

ての範囲で 10 ㎝メッシュに１点以上の出来形座標値を取得するものとするが、ほ場周縁か

ら水平方向に±50mm 以内に存在する計測点は評価から外してもよい。 

表土仮置き部分等欠測が生じる場合は、観測データの補間方法について監督職員と協議を

行い出来形管理を行うものとする。 

 

６ ＵＡＶレーザー出来形管理技術 

（１）飛行計画の立案 

「第３章 第５ ６（１）飛行計画の立案」と同様とする。 

（２）調整点の設置・計測 

 「第３章 第５ ６（２）調整点の設置・計測」と同様とする。 

（３）ＵＡＶレーザー計測の実施 
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「第３章 第５ ６（３）ＵＡＶレーザー計測の実施」と同様とする。 

（４）計測点群データの作成 

「第３章 第５ ６（４）計測点群データの作成」と同様とする。 

（５）精度確認 

「第３章 第５ ６（５）精度確認と同様とする。 

（６）出来形計測箇所 

出来形計測範囲は、３次元設計データに記述されている管理断面の始点から終点とし、全

ての範囲で 10 ㎝メッシュに１点以上の出来形座標値を取得するものとするが、ほ場周縁か

ら水平方向に±50mm 以内に存在する計測点は評価から外してもよい。 

表土仮置き部分等欠測が生じる場合は、観測データの補間方法について監督職員と協議を

行い出来形管理を行うものとする。 

 

７ 地上移動体搭載型ＬＳ出来形管理技術 

（１）計測計画の立案 

「第３章 第５ ７（１）計測計画の立案」と同様とする。 

（２）検証点の設置・計測 

「第３章 第５ ７（２）検証点の設置・計測」と同様とする。 

（３）標定点の設置・計測 

「第３章 第５ ７（３）標定点の設置・計測」と同様とする。 

（４）出来形計測の実施 

「第３章 第５ ７（４）出来形計測の実施」と同様とする。 

（５）精度確認 

「第３章 第５ ７（５）精度確認」と同様とする。 

（６）出来形計測箇所 

出来形計測範囲は、３次元設計データに記述されている管理断面の始点から終点とし、

全ての範囲で 10cm メッシュに１点以上の出来形座標値を取得するものとするが、ほ場周縁

から水平方向に±50mm 以内に存在する計測点は評価から外してもよい。 

表土仮置き部分等欠測が生じる場合は、観測データの補間方法について監督職員と協議

を行い出来形管理を行うものとする。 

 

８ ＲＴＫ－ＧＮＳＳ方式出来形管理技術（断面管理） 

「第３章 第５ ８ ＲＴＫ－ＧＮＳＳ方式出来形管理技術（断面管理）」と同様とする。 

 

９ ＲＴＫ－ＧＮＳＳ出来形管理技術（面管理）  

（１）出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳの基準局の設置 

「第３章 第５ ９（１）出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳの基準局の設置」と同様とする。 

（２）ローカライゼーション（現地座標に変換） 

「第３章 第５ ９（２）ローカライゼーション（現地座標に変換）」と同様とする。 

（３）出来形計測の実施と精度確認 

「第３章 第５ ９（３）出来形計測の実施と精度確認」と同様とする。 
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（４）出来形計測箇所 

出来形計測範囲は、３次元設計データに記述されている管理断面の始点から終点とし、全

ての範囲で 10cm メッシュに１点以上の出来形座標値を取得するものとするが、ほ場周縁か

ら水平方向に±50mm 以内に存在する計測点は評価から外してもよい。 

表土仮置き部分等欠測が生じる場合は、観測データの補間方法について監督職員と協議を

行い出来形管理を行うものとする。 

 

10 施工履歴データ出来形管理技術（面管理） 

（１）工事基準点の設置・計測 

精度確認用の検証点を設置する。検証点の計測については、４級基準点及び３級水準点と

同等以上の精度が得られる計測方法をとる。工事基準点等の既知点からＴＳを用いて計測す

ることができる。また、検証点は施工履歴データによる出来形計測中に動かないように固定

する。 

検証点は、ＴＳ等光波方式により計測した座標値を利用する。 

（２）計測点群データの作成 

取得した施工履歴データから３次元座標、記録時刻等の点群データを抽出し、点群デー

タ処理ソフトウェアを使用し、点群データから出来形部分と関係のない不要点等を除去し、

３次元の計測点群データを作成する。 

 

（３）精度確認 

（２）で作成した計測点群データ上で、検証点の座標と、アにより計測した検証点の座標

の真値を比較し、ｘ，ｙ，ｚそれぞれ±50mm 以内であることを確認する。 

 

（４）出来形計測箇所 

出来形計測範囲は、日当りの施工範囲について３点以上の出来形確認を行い、規格値を満

足していることをＴＳ等光波方式による計測により確認する。 

計測は日々の施工完了後に計測を行うことを基本とするが、ＧＮＳＳ衛星の測位状況が悪

化しないことが予測されている場合や、数日の施工・計測により、良好な精度が得られてい

る場合は、数日分の計測をまとめて１回で実施してもよい。なお、計測点は計測員が安全に

立ち入れる範囲内で、１日の施工範囲に対して偏りなく配置すること。 
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第５章 舗装工事編 

第１ 適用 

    本章の対象となる作業範囲は図５―１の実線部分である。 

 

 

図５―１ 舗装工事編の対象となる作業の範囲 

 

また、本章は、第１章第４に示す情報化施工技術活用工事の種類と適用範囲のうち、下記

に示す項目について適用する。 

 

 １ ３次元起工測量 

（１） 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

（２） ＴＳ等光波方式を用いた起工測量 

 

 ２ ３次元設計データの作成 

３次元起工測量で計測した測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、３次 

元設計データを作成する。 

 

 ３ ＩＣＴ建設機械による施工 

   下記の工種において適用する。 

 

ＩＣＴ建設機械施工技術 

工 種 施工規模 

舗装工事 不陸整正、下層路盤、上層路盤 
１件の工事における施工面積が

3,000 m2 以上 

 

また、本章の適用対象とするＩＣＴ建設機械施工技術の種類は以下のとおりとする。 

・３次元ＭＣモータグレーダによる３次元施工 

 

 ４ ３次元出来形管理技術等の施工管理 

   本章では表５―１に示す技術を対象とする。 

 

 

準備工 
・基準点測量 
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来
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算
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３次元計測技術に係る準備工 
・施工計画書 
・工事基準点の設置 
・起工測量 
・基本設計データの作成又は３次元
設計データの作成 

・その他、ICT 機器の準備 



  第５章 舗装工事編 

  5-2  
 

表５－１ 出来形管理技術の適用範囲 

断面管理の場合 

出来形管理技術 工種 出来形管理項目 施工規模 

TS 等光波方式 舗装工事 

下層路盤工 

基準高、幅、厚さ注１、

中心線のズレ、施工

延長 

１件の工事におけ

る 施 工 面 積 が

3,000m2以上 

上層路盤工 
幅、厚さ注１、中心線の

ズレ、施工延長 

コンクリート舗装

工、アスファルト

舗装工 

幅、厚さ注１注２、中心

線のズレ、施工延長 

砂利舗装工 幅、施工延長 

注１：厚さは標高較差により管理する。 

注２：表層及び基層の厚さについては、出来形管理用ＴＳ等光波方式が国土地理院認定１

級と同等の計測性能を有し、かつ高度角自動補正装置が搭載されている場合のみ、本

技術の管理対象とする。 

注３：上表の記載のない管理項目は従来手法による。 

 

 面管理の場合 

出来形管理技術 工種 出来形管理項目 施工規模 

TLS 舗装工事 

下層路盤工 

基準高、幅、厚さ、施

工延長に代えて、基

準高、厚さ又は標高

較差を管理 
１件の工事におけ

る 施 工 面 積 が

3,000m2以上 
上層路盤工 

幅、厚さ、施工延長に

代えて、厚さ又は標

高較差を管理 

コンクリート舗装

工、アスファルト

舗装工 

幅、厚さ、施工延長に

代えて、厚さ又は標

高較差を管理 

注：上表に記載のない管理項目は従来手法による 

 

  ５ ３次元データの納品 

３次元出来形管理等による３次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。  

 

第２ 出来形管理技術の機器構成及び機器の機能と要件 

 １ ＴＳ等光波方式出来形管理技術（断面管理） 

（１）機器構成 

出来形管理用ＴＳ等光波方式による出来形管理のシステムは、ア 基本設計データ作成ソ

フトウェア、イ 出来形管理用ＴＳ等光波方式（ハードウェア及びソフトウェア）、ウ 出来
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形帳票作成ソフトウェアの機器で構成される。 

ア 基本設計データ作成ソフトウェア 

基本設計データ作成ソフトウェアは、設計図書等を基に出来形管理用ＴＳ等光波方式

に取込み可能な基本設計データを作成するソフトウェアで、基本情報作成機能、中心線

形定義読込み、作成機能、管理断面設定機能、横断形状定義作成機能、出来形管理箇所

の設定機能、交換データの入出力機能を有するものである。 

イ 出来形管理用ＴＳ等光波方式（ハードウェア及びソフトウェア） 

出来形管理用ＴＳ等光波方式は、アで作成した基本設計データを用いて、現場での出

来形測定、出来形の良否判定が可能な設計と出来形の差を表示し、出来形測定データの

記録と出力を行う装置である。 

ウ 出来形帳票作成ソフトウェア 

出来形帳票作成ソフトウェアは、アで作成した基本設計データと、イで測定した出来

形測定データを読み込むことで、出来形帳票を自動作成するソフトウェアであり、施工

管理データの読込み機能、測定点データの管理機能、出来形帳票出力機能※15を有するも

のである。 

 

（２）機器の機能と要件 

施工管理データについては、「（１）機器構成」に示す機器間でデータの交換ができるよう

に、別紙－４「出来形管理用ＴＳ等光波方式技術に用いる施工管理データの機器間データ交

換の機能と要件」の要件を満たすものでなければならない。 

また、「（１）機器構成」に示す機器は、それぞれ別紙－５「基本設計データ作成ソフトウ

ェアの機能と要件」、別紙－６「出来形帳票作成ソフトウェアの機能と要件」、別紙－７「出

来形管理用ＴＳ等光波方式の機能と要件」の要件を満たすものでなければならない。 

 

２ ＴＬＳ出来形管理技術 

ＴＬＳ出来形管理技術による出来形管理のシステムは、以下の機器で構成され、また機

器の機能と要件は以下のとおりである。 

（１）ＴＬＳ本体 

本体から計測対象の相対的な位置を面的に取得する機器である。また、観測した点群を

３次元座標として変換するためには、計測範囲内に既知座標（標定点）を４点以上設置す

る（ＴＳと同様に本体の位置を事前に確定できる方法等の場合は標定点が不要である）。 

（２）点群処理ソフトウェア 

ＴＬＳで取得した複数回の３次元点群の結合や、３次元座標点群から樹木や草木、建設

機械や仮設備等の不要な点を除外するソフトウェアである。また、整理した３次元座標の

点群を、さらに出来形管理基準を満たす点密度に調整したポイントデータ、及び当該点群

にＴＩＮ（不等三角網）を配置し、３次元の出来形計測結果を出力するソフトウェアであ

る。 

別紙－１「点群処理ソフトウェアの機能と要件」の機能を有していなければならない。 

点群処理ソフトウェアによるデータ処理手順は以下のとおりとする。 

ア 計測点群データの不要点を以下の手順で削除する。 
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（ア）対象範囲外のデータ削除 

計測点群データの３次元的な鳥瞰図による目視確認等により、被計測対象物以外の

計測データを削除する。 

（イ）点群密度の変更（データの間引き） 

出来形計測データについては、0.01m2辺り１点以上、数量算出に用いる岩線計測デ

ータ及び起工測量計測データについては 0.25m2 辺り１点以上、出来形評価用データ

としては１m2 辺り１点以上の点密度が確保出来る程度まで点群密度を減らしてよい

が、座標値を変更するような処理はとってはならない。また、平面範囲で鉛直方向の

下点や中央値を抽出することはよいが、平均処理を行ってはならない（出来形評価

用データで以下のグリッドデータ化による場合は除く。） 

（ウ）グリッドデータ化 

出来形評価用データとしては、点群密度の変更による方法の他に、内挿により格子

状に加工することにより、１m2辺り１点程度のデータとすることができる。 

イ 「現場での計測結果が複数ある場合には、各スキャンで個別の３次元座標に変換した

結果をひとつに合成する方法や複数スキャン内の特徴点を用いて合成を行ったのち

に３次元座標に変換する方法により、計測データの合成を行う。 

ウ 計測点群データの不要点削除が終了した点群を対象にＴＩＮ（不等三角網）を配置し、

地形や岩区分境界、あるいは出来形の面データを作成する。 

（３）３次元設計データ作成ソフトウェア 

「第３章 第２ ４ ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術（５） ３次元設計データ作

成ソフトウェア」と同様とする。 

（４）出来形帳票作成ソフトウェア 

「第３章 第２ ４ ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術（６） 出来形帳票作成ソフ

トウェア」と同様とする。 

（５）出来高算出ソフトウェア 

「第３章 第２ ４ ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術（７） 出来高算出ソフトウ

ェア」と同様とする。 

 

第３ 出来形管理基準及び規格値 

 １ 断面管理の場合 

ＴＳ等光波方式出来形管理技術における測定項目、出来形管理基準及び規格値は、「土木工

事施工管理基準」別表第１直接測定による出来形管理の規定に基づくこととするが、厚さに

ついては標高較差の算定により管理するものとし、「厚さ」を「標高較差」に名称変更する。 

「標高較差」は、「対象とする層の標高と直下層の目標高さ＋直下層の標高較差の平均値＋

設計厚さ」から求まる高さと出来形計測値との差で算出する。 

「厚さ」の管理方法の代替として「標高較差」を管理する方法を図５－１に示す。 

標高較差で出来形管理を行う場合、目標高さが設計図を元に作成した各層の高さと異なる

場合は、施工前に作成した基本設計データに対する高さ（設計図を元に計算される高さ）か

らのオフセットにより目標高さを設定する。このとき、オフセット高さの定め方について監

督職員に承諾を得ること（工事打合せ簿で確認を行う。）。オフセット高さとは、設計図書を
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元に作成した３次元形状に対して、出来形管理基準及び規格値の範囲内での施工誤差を考慮

した場合の各層における施工前に作成した３次元設計面に対する高さとの差のことである。

目標高さ（図５－１③）は、直下層の目標高さ（図５－１①）に直下層の出来形を踏まえ

て、設計厚さ以上の高さ（図５－１②）を加えて定めた計測対象面の高さであり、その目標

高さとＴＳによる出来形計測の標高値を比較し、標高較差を算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－２ 上層路盤の目標高さ 

 

２ 面管理の場合 

出来形管理基準及び規格値は以下のとおりする。なお、法面の小段部に側溝工などの構造

物が設置されるなど土工面が露出していない場合、小段部の出来形管理は、小段部に設置す

る工種の出来形管理基準及び規格値によることができる。 

 

（１）出来形測定箇所 

出来形測定箇所は、路床を含めた舗装の各層の全面とする。ただし、設計幅員から外側の

計測点及びＴＬＳ直下の欠測は除く。 

 

（２）測定項目及び規格値 

出来形管理の測定項目及び規格値は下表のとおりとする。 

表５－２ 規格値 

工種 測定箇所 測定項目 
規格値（mm） 

平均値 個々の計測値 

舗装工事 

下層路盤 

基準高 
＋50 

－15 
±90 注１ 

厚さ又は標高較差 
＋50 

－15 
±90 注１ 

上層路盤 

(アスファルト） 
厚さ又は標高較差 -10 -63 注１ 

上層路盤 

(コンクリート） 
厚さ又は標高較差 -8 -66 注１ 

△HmLG=average(HmLG－HdLG) 
②実測標高と目標高さの標高較差平均値 

TS の出来形計測結果 

TdUG（上層路盤設計厚） 

HrUG=HdLG+△HmLG+TdUG 

：③上層路盤の目標高さ 

※HmLG：下層路盤高（実測値） 

下層路盤 

表層 

基層 

上層路盤 

①下層路盤 
設計基準高 
HdLG 

H:高さ d:設計値 LG:下層路盤 

T:厚さ m:実測値 UG:上層路盤 

r:目標高さ 
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基層 

（アスファルト舗装） 
厚さ又は標高較差 -4 -25 注２ 

表層 

（アスファルト舗装） 
厚さ又は標高較差 -4 -20 注２ 

コンクリート舗装版 厚さ又は標高較差 -3.5 -22 注２ 

注１：個々の計測値の規格値には計測精度として±10mm が含まれている。 

注２：個々の計測値の規格値には計測精度として±４mm が含まれている。 

 

（３）測定値算出 

ア 標高較差の測定値を算出する方法 

標高較差は、設計面あるいは目標高さと出来形評価用データの各ポイントとの標高較

差の離れを用い、平均値や個々の計測値の 大値、 小値を算出し、全面で規格値との

比較・判定を行う。 

イ 厚さの測定値を算出する方法 

厚さは、計測対象面と下層の出来形評価用データの同一座標上に存在する各ポイント

の標高差を用い、平均値や個々の計測値の 大値、 小値を算出し、全面で規格値との

比較・判定を行う。 

    ウ 計測点群を利用して幅を管理する方法 

      ＴＬＳで取得した出来形の計測点群を利用して幅の管理をする場合は、計測する断

面の舗装左右端点について、各々道路延長方向に±10cm 以内の範囲内の計測点を抽出

し、その２点間の水平距離を幅とする。なお、この場合の出来形管理基準及び規格値

は、「土木工事施工管理基準」別表第１直接測定による出来形管理の規定に基づくこと

とする。 

（４）規格値 

「個々の計測値」は、全ての測定値が規格値を満足しなければならない。規格値を満足

するとは、出来形評価用データのうち、99.7％が「個々の計測値」の規格値を満たすもの

をいう。 

（５）測定基準 

    ＴＬＳを用いた面的な出来形管理の場合、平場面、天端面、法面（小段含む）全面で計

測したデータがあることから、測定基準を「平場面、天端面、法面（小段を含む）の全面

（１㎡（平面投影面積）辺り１点以上）」とし、面的により的確な出来形管理を行う。 

また、面的に評価することを前提として、設計面あるいは目標高さからの標高較差に統

合する。 

但し、ＴＬＳで取得した出来形の計測点群を利用して幅の管理をする場合には、計測す

る断面は延長方向に 80m 以下の任意の間隔とすることができる。 

平坦性については、従来どおり測定を行う。 

 

（６）目標高さの設定について 

    標高較差で出来形管理を行う場合、目標高さが設計図を元に作成した各層の高さと異な
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る場合は、施工前に作成した３次元設計面に対する高さ（設計図を元に計算される高さ）

からのオフセットにより目標高さを設定する。このとき、オフセット高さについては、監

督職員に協議を行い設定すること（工事打合せ簿で確認を行う。）。オフセット高さとは、

設計図書を元に作成した３次元形状に対して、出来形管理基準及び規格値の範囲内での施

工誤差を考慮した場合の各層における施工前に作成した３次元設計面に対する高さとの差

のことである。目標高さ（図５－２①）は、直下層の目標高さ（図２－３②）に直下層の

出来形を踏まえて、設計厚さ以上の高さ（図５－２③）を加えて定めた計測対象面の高

さ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－３ 目標高さの設定（例：アスファルト舗装） 

 

第４ 出来形管理技術の計測性能、精度管理及び精度確認 

 １ 計測性能及び精度管理 

（１）ＴＳ等光波方式 

出来形管理用ＴＳ等光波方式は、国土地理院認定３級と同等以上の計測性能を有し、適正

な精度管理が行われている機器を使用するものとする。 

舗装工の層厚管理に出来形管理用ＴＳ等光波方式を用いる場合で、表層及び基層を管理対

象から除く場合は、鉛直角の 小目盛値が５″又はこれより高精度であることとする。 

また、舗装工の層厚管理に出来形管理用ＴＳ等光波方式を用いる場合で、表層及び基層を

含める場合は、国土地理院認定１級と同等以上の測定精度を有し、高度角自動補正装置が搭

載され適正な精度管理が行われている機器を使用するものとする。 

受注者は、利用するＴＳの性能について監督職員の承諾を受けるものとする。以下に、出

来形測定項目に厚さ又は標高較差が含まれない場合に国土地理院認定３級で規定される性

能基準を示す。 

 

測距精度：±（５mm＋５ppm×Ｄ）以下※   小読定値 20″以下 

※：Ｄ値は計測距離(ｍ)、ppm は 10-6 

<計算例>  

計測距離 100ｍの場合は、±（５mm＋５×10-6×100×103）＝±5.5mm の誤差となる。 

 

TdUG（上層路盤設計厚） 

HrUG=HdLG+△HmLG+TdUG 

：①上層路盤の目標高さ 

※HmLG：下層路盤高（実測値） 

△HmLG=average(HmLG－HdLG) 
③実測標高と目標高さの標高較差平均値 

表層 

基層 

上層路盤 

下層路盤 

②下層路盤 
設計基準高 
HdLG 

H:高さ d:設計値 LG:下層路盤 

T:厚さ m:実測値 UG:上層路盤 

r:目標高さ 
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また、受注者は、国土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式を利用する場合は、「第３章 第

４ ２(１)国土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式の精度確認」に示す精度確認試験を実施

し、その記録を監督職員に提出するものとする。ただし、この場合でも、国土地理院認定１

級と同等以上として使用することはできない。 

なお、ＴＳは、検定機関が発行する有効な検定証明書又は測量機器メーカ等が発行する有

効な校正証明書があるものを使用する。 

 

（２）ＴＬＳ出来形管理技術 

ＴＬＳによる出来形計測で使用するＴＬＳ本体は、下記の計測精度と同等以上の計測性能

を有し、適正な精度管理が行われている機器を使用するものとする。 

受注者は、使用するＴＬＳの性能について監督職員に提出すること。 

測定範囲内の鉛直方向の計測精度 

アスファルト舗装 

路床表面           ±20mm 以内 

下層路盤表面         ±10mm 以内 

上層路盤表面         ±10mm 以内 

基層表面           ± 4mm 以内 

表層表面           ± 4mm 以内 

コンクリート舗装 

路床表面           ±20mm 以内 

下層路盤表面         ±10mm 以内 

上層路盤表面         ±10mm 以内 

 

コンクリート舗装版表面    ± 4mm 以内 

 

測定範囲内の平面方向の計測精度 

アスファルト舗装 

路床・下層路盤・上層路盤表面  20mm 以内 

基層・表層表面         10mm 以内 

コンクリート舗装 

路床・下層路盤・上層路盤    20mm 以内 

コンクリート舗装版表面     10mm 以内 

（カタログ記載に加え、様式－４「ＴＬＳ精度確認試験結果報告書」による精度確認試験を行う

こと。） 

※色データの取得が可能なことが望ましい。 

 

２ 精度確認 

（１）国土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式の精度確認 

受注者は、国土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式を用いる場合には、その精度を確認す

るために、以下の実施手順に即して精度確認試験を行い、様式－２「ＴＳ等光波方式の精度
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確認試験結果報告書」により結果を整理して報告するものとする。 

ア 実施時期 

現場の計測と同時に実施することも可能であるが、利用までに精度確認試験を行うこと

が望ましい。受注者は、本精度確認により、国土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式にて

所要の計測値が得られる場合に限り、これを確認した計測条件、計測距離の範囲内で、国

土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式を出来形計測に適用することができる。 

イ 実施方法 

（ア）計測点の設定 

計測機器本体から被計測対象の 大計測距離以上となる位置に２点以上の計測点を設

定する。 

（イ）ＴＳによる計測 

計測点にプリズムを設置する。プリズムを付けるピンポールには、先端が平らなもの

を用い、ピンポール先端が路面の窪みに刺さらないようにする。ピンポールの下に平滑

で小さいプレートを設置してもよい。この場合プレートの厚みを高さ計測値から差し引

く。プリズムをＴＳで視準し３次元座標を計測する。 

（ウ）国土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式による計測 

プリズム方式による計測完了後、望遠鏡の無いタイプのものはプリズムを自動追尾す

る機能により３次元座標を計測する。 

ウ 評価基準 

ＴＳと国土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式で計測した計測結果を比較し、その差が

適正であることを確認する。 

 

表５－３ 精度確認試験での精度確認基準 

比較方法 精度確認基準 備考 

ＴＳと国土地理院で規定がないＴＳ等光

波方式の計測座標値の較差 

平面座標 ±20mm 以内 

標高差  ±10mm 以内 

現場内２箇所以上 

 

（２）ＴＬＳ出来形管理技術 

現場におけるＴＬＳの測定精度を確認するために、高さ方向の精度確認については、１m2 

以下の検査面を現場に設置し、ＴＳ等で計測した検査面の高さを比較する精度確認試験を行

う。平面方向の計測性能については、受注者は、実際に利用する機器の計測 大距離以上の

範囲に既知点を２箇所（10m 以上離れた箇所）以上に配置し、既知点の距離とＴＬＳによる

計測結果から求められる点間距離を比較する精度確認試験を行う。 

ア 実施時期 

利用前の精度確認は、現場の計測と同時にすることも可能であるが、利用前にその精度確

認試験を行うことが望ましい。現時点においては、ＴＬＳ本体に関する定期点検の必要性な

どが規定されていないため、暫定案として利用前 12 ヶ月以内に精度確認試験を実施するこ

ととする。 

イ 実施方法 

（ア）現場での実施方法（鉛直方向の測定精度の確認） 
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点群密度が 100 点以上得られ、かつＴＬＳで計測を行う 大距離付近１箇所に１m2 以

下の検査面を設置する。この際、計測用の標準反射板などは設置せず、検査面が露出した

状態で計測すること。なお、測定精度の確認は、基準値となる検査面の高さとＴＬＳを用

いて計測した結果から得られる高さを比較し測定精度以内であることを確認する。 

（イ）現場での実施方法（平面方向の測定精度の確認） 

計測機器本体から被計測対象の 大計測距離以上となる位置に２箇所以上の既知点を

設置し、ＴＬＳによる計測結果から得られる既知点の点間距離を計測する。 

（ウ）事前の実施方法 

上記と同様の手法を用いて、事前に精度確認を行うことも可能である。この場合、利用

する現場条件を特定できないことから、計測機器の仕様に応じて、計測予定距離以上の距

離に設置し、エ 評価基準の精度内であることを確認する。 

ウ 検査面の検測 

（ア）鉛直方向の測定精度の検測 

検査面の高さは、検査面の中心をレベルで計測し高さを求める方法又は検査面の４隅を

ＴＳ（平面方向）とレベル（鉛直方向）で計測し、４隅の高さの平均値又は内挿補完等に

より高さを求める方法で実施する。 

（イ）平面方向の測定精度の検測 

設置した検査点（基準点）をＴＳ又はテープで計測する。 

エ 評価基準 

（ア）鉛直方向の測定精度の評価基準 

     ＴＬＳ計測結果をレベルによる計測結果と比較し、その差が適正であることを確認す

る。 

    表５－４ 精度確認試験での鉛直方向の精度確認基準 

比較方法 精度確認基準 備考 

「ＴＬＳ計測結

果－レベル計測

結果」の平均値

又は 頻値 

アスファルト舗装 

路床表面   ±20mm 以内 

下層路盤表面 ±10mm 以内 

上層路盤表面 ±10mm 以内 

基層表面   ± 4mm 以内 

表層表面   ± 4mm 以内 

コンクリート舗装 

路床表面   ±20mm 以内 

下層路盤表面 ±10mm 以内 

上層路盤表面 ±10mm 以内 

コンクリート舗装版表面 ±4mm 以内 

検査面は出来形計

測で利用する 大

計測距離以上の位

置に配置する。 

（イ）平面方向の測定精度の評価基準 

      ＴＬＳ計測結果を従来手法による計測結果と比較し、その差が適正であることを確

認する。 

 

    表５－７ 精度確認試験での平面方向の精度確認基準 
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比較方法 精度確認基準 備考 

「ＴＬＳ計測

結果－従来手

法」による計

測結果 

アスファルト舗装 

20mm 以内（路床・下層路盤・表層路盤表面） 

10mm 以内（基層・表層表面） 

コンクリート舗装 

20mm 以内（路床・下層路盤・上層路盤） 

10mm 以内（コンクリート舗装版表面） 

 

検査点は出来形

計測で利用する

大計測距離以上の

位置に配置する。 

検査点間は 10m

以上の離隔を確保

する。 

 

 

第５ 出来形管理の計測手順、実施手順 

本章の適用対象における出来形管理の計測手順、実施事項は以下のとおりとする。 

 

１ ＴＳ等光波方式出来形管理技術（断面管理） 

（１）出来形管理用ＴＳ等光波方式による出来形計測 

ア 出来形管理用ＴＳ等光波方式の設置 

出来形管理用ＴＳ等光波方式は、工事基準点上に設置することを原則とするが、工事

基準点上に設置することが困難な場合には、後方交会法※16により任意の未知点へ設置す

ることができるものとする。 

なお、未知点に出来形管理用ＴＳ等光波方式を設置する際は、利用する基準点との距

離は 100m 以内（１級２級ＴＳは 150m 以内）とし、利用する工事基準点間の夾角 θ（複

数の場合はその一つ）は 30～150°以内でなければならない。ただし、出来形管理用ＴＳ

等光波方式と工事基準点の距離が近いと、方位の算出誤差が大きくなるので注意するこ

と。 

イ 出来形計測の実施 

ＴＳと計測点までの距離が大きくなるほど、計測精度が低下する傾向があるため、出

来形計測時のＴＳと計測点までの視準距離の制限値を、使用するＴＳの級、工種、出来

形管理項目に係わらず、一律 100m とする。 

また、出来形計測を行う箇所が、基本設計データに管理断面として入力したラインか

ら、道路延長方向に±10cm 以内の範囲内になるよう、計測を行うこととする。 

ウ 出来形計測箇所 

計測する横断面は、「土木工事施工管理基準」別表第１直接測定による出来形管理に定

められた測定基準（施工延長おおむね 50m につき１箇所、50m 未満は２箇所）に基づき

設定し、各断面の全ての計測対象点について３次元座標値を取得する。 

また、施工者の定めた出来形計測点を適宜設定する。 

 

なお、次の測定項目については、以下の手法により計測する。 

（ア）中心線のズレ 

現時点においては、別紙－４の規定において出来形管理対象として定義されていな

いことから、出来形管理用ＴＳ等光波方式による出来形計測ができないため、以下の



  第５章 舗装工事編 

  5-12  
 

いずれかの手法により代替できる。 

a 舗装左右端点計測時に別紙－７で規定された出来形管理機能により算出される「Ｃ

Ｌ離れ距離」を用いて算出し、出来形管理帳票に入力する。 

b 管理項目である中心線上の基準高として計測した点の座標を用いて点群処理ソフト

ウェア等を使用して中心線のズレを算出する。 

具体的には、基準高の計測点を通り管理断面に対して平行となる横断線（面）上に

おいて、計測点と設計データ上の中心線との水平方向の距離をもって中心線のズレに

代えることができる。 

 

２ ＴＬＳ出来形管理技術（面管理） 

（１）ＴＬＳの設置 

1 回の計測で不可視となる範囲がある場合は、不可視箇所等を補間できる計測位置を

選定する。 

ＴＬＳと被計測対象の位置関係は、被計測対象となる範囲の全てが精度確認試験で確

認した 大距離以内となる範囲を設定する。１回の計測で精度確認試験以上となる範囲

がある場合は、ＴＬＳ設置箇所を複数回に分けて実施する。 

（２）標定点の設置・計測 

標定点を用いてＴＬＳによる計測結果を３次元座標へ変換、あるいは複数回の計測結

果について標定点を用いて合成する場合は、計測対象箇所の 外周部に４箇所以上の標

定点を設置する。標定点の計測はＴＳを用いて実施し、ＴＳから基準点及び標定点まで

の距離が100m以下（３級ＴＳの場合）又は150m以下（２級ＴＳの場合）とする。 

また、標定点はＴＬＳによる出来形計測中は動かないように固定すること。 

ＴＬＳ本体にＴＳと同様にターゲット計測による後方交会法による位置決め機能を有

している場合は、標定点を設置せず計測してもよい。この場合、ターゲットは工事基準

点又は基準点上に設置する。 

（３）出来形計測の実施 

ＴＬＳによる出来形計測は、計測対象範囲内で0.01m2（10cm×10cm メッシュ）辺り、

１点以上の計測点が得られる設定で計測を行う。また、１回の計測距離は、様式－４

「ＴＬＳ精度確認試験結果報告書」を用いて実施した精度確認の距離範囲内とする(ただ

しＴＬＳ直下の欠測は許容する。)。 

計測範囲を複数回の計測により標定点を用いて合成する場合は、標定点がＴＬＳによ

る出来形計測中に動かないように確実に固定する。 

計測対象範囲に作業員や仮設構造物、建設機械などが配置されている場合は、地表面

のデータが取得出来ないため、可能な限り出来形の地表面が露出している状況で計測を

行う。 

（４）出来形計測箇所 

出来形計測範囲は、３次元設計データに記述されている管理断面の始点から終点と

し、全ての範囲で0.01m2（10cm×10cm メッシュ）に１点以上の出来形座標値を取得する

ものとする（ただしＴＬＳ直下の欠測は許容する。）。 

計測は起工測量から表層までを対象とし、起工測量と表層面又はコンクリート舗装版
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面は面（ＴＳ含む）による管理を必須とする。なお、基層を管理するための上層路盤面

の計測手法としてＴＳによる出来形管理を選択することができるが、その場合はそれ以

下の各層もＴＳによる出来形管理を選択する必要がある。 

ア 厚さに代えて標高較差で管理する場合 

標高較差で管理を行う場合は、直下層の目標高さに直下層の標高較差の平均値、設計

厚さを加えた管理対象面の目標高さを設定し、この高さと計測高さの標高較差で管理を

行う。 

イ 厚さの管理を行う場合 

厚さの管理を行う場合は、直下層の計測高さと管理対象面の高さの較差による厚さで

管理を行う。この場合、各層の出来形評価点の平面位置は揃えること。 

ウ 厚さ又は標高較差管理におけるＴＬＳ直下の欠測の取り扱い 

ＴＬＳ直下は計測機器の特性により直下の一定範囲の点群が取得できない。よって厚

さ又は標高較差管理においては欠測部を含む一定範囲を除外してもよい。なお、設計面

に対する除外範囲の割合が10％を超えないものとする。厚さ管理を行う場合は下層での

欠測部も除外範囲の割合に含まれることを考慮すること。 
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第６章 水路工事編 

第１ 適用 

本章の対象となる作業範囲は図６－１の実線部分である。 

 
※施工における土工作業で情報化施工技術を活用する場合は「第 2 章 土工編」を参照 

図６－１ 水路工における情報化施工技術の範囲 

 

また、本章は、第１章第４に示す情報化施工技術活用工事の適用範囲のうち、下表に示す

項目について適用する。 

なお、適用に当たっては、対象となる水路工事の平面図、縦断図、横断図に加え線形計算

書を含む設計図書が必要となることに留意する。 

 

１ ３次元出来形管理技術等の施工管理 

本章では表６－１に示す技術を対象とする。 

 

表６－１ 適用範囲 

断面管理の場合 

情報化施工技術 工 種 出来形管理項目 施工規模 

【単点計測】 

・TS 等光波方式 

・TS（ノンプリズム方

式） 

・RTK-GNSS 

【多点計測】 

・TLS 

水路工事 

現場打開水路 

基準高、幅、厚さ、高さ、

中心線のズレ、スパン

長、施工延長 

施工延長 100m

以上 

鉄筋コンクリー

ト大型フリュー

ム 

基準高、厚さ、中心線の

ズレ、施工延長 

鉄筋コンクリー

ト L 型水路 

基準高、幅、厚さ、中心

線のズレ、施工延長 

ＴＬＳ出来形管理技術を用いる場合、水路内が滞水状態や湿潤状態下においては、使用する計測

機器により点群データの取得状況にバラツキが発生する可能性があるため、計測時は乾燥状態が望

ましい。 

 

第２ 出来形管理技術の機器構成及び機器の機能と要件 

１ ＴＳ等光波方式出来形管理技術（断面管理） 

（１）機器構成 

出来形管理用ＴＳ等光波方式による出来形管理のシステムは、以下の機器で構成される。 

ア 基本設計データ作成ソフトウェア 

基本設計データ作成ソフトウェアは、設計図書等を基に出来形管理用ＴＳ等光波方式

に取り込み可能な基本設計データを作成するソフトウェアで、基本情報作成機能、中心

※ 
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線形定義読込み、作成機能、管理断面設定機能、横断形状定義作成機能、出来形管理箇

所の設定機能、交換データの入出力機能を有するものである。 

イ 出来形管理用ＴＳ等光波方式（ハードウェア及びソフトウェア） 

出来形管理用ＴＳ等光波方式は、アで作成した基本設計データを用いて、現場での出来

形測定、出来形の良否判定が可能な設計と出来形の差を表示し、出来形測定データの記

録と出力を行う装置である。 

ウ 点群処理ソフトウェア 

計測データを読み込み、データ上で点間の水平距離、鉛直距離、斜距離を計測できる

ソフトウェアである。また、CAD ソフトウェア等に同等の機能を有する場合は使用して

もよい。 

エ 出来形帳票作成ソフトウェア 

出来形帳票作成ソフトウェアは、基本設計データと、出来形測定データを読み込むこ

とで、出来形帳票を自動作成するソフトウェアであり、施工管理データの読込み機能、

測定点データの管理機能、出来形帳票出力機能※14 を有するものである。 

（２）機器の機能と要件 

「第３章 第２ １（２）機器の機能と要件」と同様とする。 

また、「（１）機器構成」に示す機器は、それぞれ別紙－５「基本設計データ作成ソフト

ウェアの機能と要件」 、別紙－６「出来形帳票作成ソフトウェアの機能と要件」、別紙－

７「出来形管理用ＴＳ等光波方式の機能と要件」の要件を満たすものでなければならない。 

 

２ ＴＳ（ノンプリズム方式）出来形管理技術（断面管理） 

（１）機器構成 

「第６章 第２ １（１）」と同様とする。 

（２）機器の機能と要件 

「第６章 第２ １（２）」と同様とする。ただし、別紙－５、別紙－６に規定されるＴ

ＳはＴＳ（ノンプリズム方式）と読み替えるものとし、ＴＳ（ノンプリズム方式）の機能

と要件については別紙－７と同等であることとする。 

 

３ ＴＬＳ出来形管理技術（断面管理） 

（１）機器構成 

ＴＬＳ出来形管理技術による出来形管理のシステムは、以下の機器で構成される。 

ア ＴＬＳ本体 

本体から計測対象の相対的な位置を面的に取得する機器である。また、観測した点群

を３次元座標として変換するためには、計測範囲内に既知座標（標定点）を４点以上設

置する（ＴＳと同様に本体の位置を事前に確定できる方法等の場合は標定点が不要であ

る）。 

イ 点群処理ソフトウェア 

ＴＬＳで取得した複数回の３次元点群の結合や、３次元座標点群から樹木や草木、建

設機械や仮設備等の不要な点を除外するソフトウェアである。また、整理した３次元座

標の点群から出来形計測箇所を測定できるソフトウェアである。 
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別紙－１「点群処理ソフトウェアの機能と要件」の機能を有していなければならない。 

点群処理ソフトウェアによるデータ処理手順は以下のとおりとする。 

（ア）計測点群データの３次元的な鳥瞰図による目視確認等により、被計測対象物以外の

計測データを削除する。 

（イ）現場での計測結果が複数ある場合には、各計測で個別の３次元座標に変換した結果

をひとつに合成する方法や複数計測の特徴点を用いて合成を行ったのちに３次元座

標に変換する方法により、計測データの合成を行う。 

ウ ３次元設計データ作成ソフトウェア 

「第３章 第２ ４ ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術（５） ３次元設計データ

作成ソフトウェア」と同様とする。 

エ 出来形帳票作成ソフトウェア 

「第３章 第２ ４ ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術（６） 出来形帳票作成ソ

フトウェア」と同様とする。 

オ 出来高算出ソフトウェア 
  「第３章 第２ ４ ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術（７） 出来高算出ソフト

ウェア」と同様とする。 

 

４ ＲＴＫ－ＧＮＳＳ出来形管理技術（断面管理） 

（１）機器構成 

出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳによる出来形管理のシステムは、以下の機器で構成され

る。 

ア 基本設計データ作成ソフトウェア 

「第３章 第２ ８（１）イ」と同様とする。 

イ 出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳ（ハードウェア及びソフトウェア） 

「第３章 第２ ８（１）ア」と同様とする。 

ウ 点群処理ソフトウェア 

「第６章 第２ １（１）ウ」と同様とする 

エ 出来形帳票作成ソフトウェア 

「第６章 第２ １（１）エ」と同様とする。 

（２）機器の機能と要件 

「第６章 第２ １（２）」と同様とする。ただし、別紙－５、別紙－６に規定されるＴ 

ＳはＲＴＫ－ＧＮＳＳと読み替えるものとし、ＲＴＫ－ＧＮＳＳの機能と要件については

「第３章 第２ ８ （２）イ 出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳソフトウェア」と同様とす

る。 

 

第３ 出来形管理基準及び規格値 

１ 断面管理の場合 

測定項目、出来形管理基準及び規格値は、「土木工事施工管理基準」別表第１ 直接測定に

よる出来形管理に定められたものとする。 
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第４ 出来形管理技術の計測性能、精度管理及び精度確認 

  １ 計測性能及び精度管理 

（１）ＴＳ等光波方式来形管理技術 

「第３章 第４ １（１）ＴＳ等光波方式」と同様とする。 

（２）ＴＳ（ノンプリズム方式）出来形管理技術 

「第３章 第４ １（１）ＴＳ等光波方式」と同様とする。ただし、ＴＳ等光波方式を

ＴＳ（ノンプリズム方式）と読み替えるものとする。 

（３）ＴＬＳ出来形管理技術 

「第３章 第４ １（４）ＴＬＳ出来形管理技術」と同様とする。 

（４）ＲＴＫ－ＧＮＳＳ出来形管理技術（断面管理） 

「第３章 第４ １（７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳ方式出来形管理技術（断面管理）」と同様と

する。 

 

 ２ 精度確認 

（１）ＴＳ等光波方式来形管理技術 

    ア 国土地理院で規定されるＴＳ等光波方式 

「第３章 第４ １（１）ＴＳ等光波方式」に規定された検定証明書等を監督職員に

提出するものとする。 

    イ 国土地理院で規定がないＴＳ等光波方式 

「第３章 第４ ２（１）国土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式の精度確認」と同

様とする。 

（２）ＴＳ（ノンプリズム方式）出来形管理技術 

「第３章 第４ ２（１）国土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式の精度確認」と同様

とする。 

（３）ＴＬＳ出来形管理技術 

「第３章 第４ ２（４）ＴＬＳ出来形管理技術」と同様とする。 

（４）ＲＴＫ－ＧＮＳＳ出来形管理技術（断面管理） 

「第３章 第４ １（７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳ方式出来形管理技術（断面管理）」に規定さ

れた検定証明書等を監督職員に提出するものとする。 

 

第５ 出来形管理の計測手順、実施手順 

１ ＴＳ等光波方式出来形管理技術（断面管理） 

（１）出来形管理用ＴＳ等光波方式の設置 

出来形管理用ＴＳ等光波方式は、工事基準点上に設置することを原則とするが、工事基

準点上に設置することが困難な場合には、後方交会法※15により任意の未知点へ設置するこ

とができるものとする。 

なお、未知点に出来形管理用ＴＳ等光波方式を設置する際は、利用する工事基準点間の

夾角 θ（複数の場合はその一つ）は 30～150°以内でなければならない。ただし、出来形

管理用ＴＳ等光波方式と工事基準点の距離が近いと、方位の算出誤差が大きくなるので注

意すること。 
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（２）出来形計測の実施 

出来形計測の実施に当たっては、出来形管理用ＴＳ等光波方式から出来形計測点までの

斜距離を３級ＴＳは 100m 以内（２級ＴＳは 150m 以内）とする。 

（３）出来形計測箇所 

計測する横断面は、「第２章 第４ １（３）基本設計データの作成」で規定する出来形

横断図位置ごとの管理断面上※17とし、各横断面の全ての出来形計測対象点について３次元

座標値を取得するものとする。上記の出来形計測対象点は下図に示すとおりとし、図示が

ない工種は「土木工事施工管理基準」別表第１ 直接測定による出来形管理に定められた測

定箇所とする。 

 

 

図６‐２ 出来形計測箇所 

 

なお、次の測定項目については、従来手法による計測の他に以下の手法により点群処理

ソフトウェア等を用いて計測してもよい。 

ア 厚さ 

施工段階で計測した基礎工の基準高と、水路底面の基準高との標高較差をもって厚さ

に代えることができる。 

また、基本設計データ作成ソフトウェアにおいて、管理項目名が厚さとして設定でき

ない場合はソフトウェアで使用可能な項目名を代用してもよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６‐３ 標高較差による厚さの確認 

中心線 
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イ 中心線のズレ 

本ガイドライン（案）策定時点においては、別紙－４の規定において出来形管理対象

として定義されていないことから、出来形管理用ＴＳ等光波方式による出来形計測がで

きないため、以下の手法により代替できる。 

（ア）別紙－７で規定された出来形管理機能により算出される「ＣＬ離れ距離」を用いる。 

（イ）管理項目である基準高の計測は中心線上で行うことから、基準高として計測した点

の座標を用いて点群処理ソフトウェア等を使用して中心線のズレを算出する。 

具体的に、基準高の計測点を通り管理断面に対して平行となる横断線（面）上に

おいて、計測点と設計データ上の中心線との水平方向の距離をもって中心線のズレ

に代えることができる。 

 

 

図６‐４ 中心線ズレの算出 

 

２ ＴＳ（ノンプリズム方式）出来形管理技術（断面管理） 

（１）ＴＳ（ノンプリズム方式）の設置 

「第３章 第５ ３（１）ＴＳ（ノンプリズム方式）の設置」と同様とする。 

（２）出来形計測の実施 

ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形計測は、精度確認試験の確認距離内とする。 

ただし、器械設置時はプリズムを用いた計測を行うこととし、ＴＳ（プリズム方式）に

おける制限距離以内での計測を行う。 

（３）出来形計測箇所 

「第６章 第５ １ （３）」と同様とする。 

 

３ ＴＬＳ出来形管理技術（断面管理） 

（１）ＴＬＳの設置 

ＴＬＳは、計測対象範囲に対して正対して計測できる位置を選定する。 

また、計測範囲に対してＴＬＳの入射角が著しく低下する場合や、１回の計測で不可視

となる範囲がある場合は、不可視箇所等を補間できる計測位置を選定する。 

ＴＬＳと被計測対象の位置関係は、被計測対象となる範囲の全てが精度確認試験で 確

認した 大距離以内となる範囲を設定する。１回の計測で精度確認試験以上となる範囲が
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ある場合は、ＴＬＳ設置箇所を複数回に分けて実施する。 

（２）標定点の設置・計測 

標定点を用いてＴＬＳによる計測結果を３次元座標へ変換、あるいは複数回の計測結 

果について標定点を用いて合成する場合は、計測対象箇所の 外周部に４箇所以上の標定

点を設置する。標定点の計測はＴＳを用いて実施し、ＴＳから基準点及び標定点までの距

離が 100m 以下（３級ＴＳの場合）あるいは 150m 以下（２級ＴＳの場合）とする。 

また、標定点はＴＬＳによる出来形計測中は動かないように固定する。 

ＴＬＳ本体にＴＳと同様にターゲット計測による後方交会法による位置決め機能を有

している場合は、標定点を設置せず計測してもよい。この場合、ターゲットは工事基準点

あるいは基準点上に設置する。 

（３）出来形計測の実施 

ＴＬＳによる出来形計測は、計測対象範囲内で 0.0025m2（5cm×5cm メッシュ）あたり、

１点以上の計測点が得られる設定で計測を行うが、対象となる水路の規模を考慮し、断面

形状の再現が可能な密度を設定するものとする。また、１回の計測距離は、様式－４「Ｔ

ＬＳ精度確認試験結果報告書」を用いて実施した精度確認の距離範囲内とする。 

計測範囲を複数回の計測により標定点を用いて合成する場合は、標定点がＴＬＳによる

出来形計測中に動かないように確実に固定する。 

計測対象範囲に作業員や仮設構造物、建設機械などが配置されている場合は、地表面の

データが取得出来ないため、可能な限り出来形の地表面が露出している状況で計測を行う。 

 

 

 

（参考例） 

 小排水路（鉄筋コンクリート小型フリューム）を対象に地上型レーザースキャナーを用いた３

次元計測を実施し、断面管理に必要な水路形状を再現できた点群密度の例になる。 

取得したオリジナルの点群データの密度を確認するため、水路天端付近に 0.0025m2（5cm×5cm

メッシュ）の範囲①～⑧を設定し、各範囲内の点群数を抽出した。なお、範囲①～⑧の設定に際

し、横断図を作成する管理断面付近および計測データのなかで高密度でない箇所※に留意した。 
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※「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」（国土交通省、令和４年３月）において、Ｔ

ＬＳの計測密度は「 も入射角が低下する箇所で 0.01m2あたりに 1 点以上」と規定されている

ため、高密度部分を避けることとした。 

水路工 機能 参照範囲 点数 

鉄筋コンクリート 

フリューム水路 

800×900mm 

排水路 

① 17 

② 8 

③ 7 

④ 15 

鉄筋コンクリート 

フリューム水路 

600×600mm 

排水路 

⑤ 143 

⑥ 48 

⑦ 16 

⑧ 4 

平均値 32.25 

低値 4 

地上型レーザースキャナー（ＴＬＳ）で計測した点群密度の例 

 

 

 

（４）出来形計測箇所 

ＴＬＳ出来形管理技術における測定項目、出来形管理基準及び規格値は、「土木工事施工

管理基準」別表第１ 直接測定による出来形管理に定められたものとする。各項目は点群処

理ソフトウェア等を用いて計測データより算出することができる。また、算出に用いる計

測データは、管理断面より±100mm の範囲内の点群とする。なお、計測データを用いた算

出が困難な場合は、監督職員と協議の上、従来手法による計測も可能とする。 

 

 

ア 補助線の活用 

      点群処理ソフトウェア等を用いた測定項目の算出において、管理断面範囲内より必要

な端部が選点できない場合は、補助線を用いて計測してもよい。 

 

 

 

 

補助線 

部分的に欠損している場合 面取りの場合 
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イ 基準高 

底高の幅の端部の２箇所を計測し、その中点に位置する計測点の高さを用いる。 

 

 

 

ウ 幅、高さ 

計測すべき幅、高さの端部を構成する２箇所を計測し、計測した３次元座標間の水平方

向または鉛直方向の差分を用いる。 

 

 

エ 厚さ 

基準高として計測した点と、事前にＴＳで計測した点座標との、座標間の鉛直方向の差

分を用いる。 

 

 

端部の２箇所を計測する 中点上に位置する点を計測点とする 

基準高計測点 

端部の２箇所を計測する 

幅（B） 

高さ（H） 

底面下部の点座標は、事前に TS で計測する必要

がある 

厚さ（T） 

基準高計測点 
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オ 中心線のズレ 

    基準高として計測した点と、設計データ上の中心線の水平方向の差分を用いる。 

 

 

 

カ スパン長、施工延長 

計測すべき測線上の延長の端部を構成する２箇所を計測し、計測した３次元座標間の斜

距離を用いる。延長を分割して計測する場合は、分割位置を含む３次元座標を結んだ斜距

離の累積長さを延長とする。 

ただし、計測対象の曲線の形状によっては実際の距離と異なる場合があるため、延長の

算出上支障がある場合は、監督職員と協議の上、従来手法で計測してもよい。 

 

 

 

４ ＲＴＫ－ＧＮＳＳ出来形管理技術（断面管理） 

（１）出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳ基準局の設置 

「第３章 第５ ８ （１）出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳ基準局の設置」と同様とする。 

（２）ローカライゼーション（現地座標に変換） 

「第３章 第５ ８ （２）ローカライゼーション（現地座標に変換）」と同様とする。 

（３）出来形計測の実施と精度確認 

「第３章 第５ ８ （３）出来形計測の実施と精度確認」と同様とする。 

（４）出来形計測箇所 

「第６章 第５ １ （３）」と同様とする。 

 

設計データ上の中心線 

基準高計測点 

中心線のズレ（e）

縦断方向の２箇所を計測する 

天端 

スパン間 スパン間 

天端 

基準高の 

点を結んだ線 
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第７章 暗渠排水工事編 

第１ 適用 

    本章の対象となる作業範囲は図７―１の実線部分である。 

 

 

図７―１ 暗渠排水工事編の対象となる作業の範囲 

 

また、本章は、第１章第４に示す情報化施工技術活用工事の種類と適用範囲のうち、下記

に示す項目について適用する。 

 

 １ ３次元起工測量 

   起工測量において、３次元計測データを取得するため、以下の（１）～（４）から選択（複

数選択可）して測量を行うものとする。暗渠排水工事の設計図面上においては、設計標高が

記載されていないため、ほ場全面の測量を行う必要があるため、空中写真測量（無人航空機）

を用いた起工測量を基本とする。 

（１）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

（２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

（３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

（４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

 

３次元起工測量の実施に当たっては、「第２章 第３ 起工測量」に記載の内容のほか、

下記の点についても留意する。 

ア 着工前の現場形状を把握するために、測量前に農作物やもみ殻等の障害物を除去す

るなど、耕作者と調整を行う。 

イ ほ場内の既知点標高と起工測量データの標高を比較し、10cm 以上の乖離がある場合

には発注者と対応を協議する。また、等高線を確認し、設計図書と傾斜方向や等高線

間隔が異なっている場合は、必要に応じて発注者と協議を行うこととする。 

  

  ２ 基本設計データの作成 

基本設計データの作成に当たっては、「第２章 第４ 基本設計データ」に記載の内容の

ほか、下記の点についても留意する。 

（１）基本設計データの作成 

ア 基本設計データの作成に必要な資料 

      基本設計データの作成に必要な資料は、起工測量データ、設計図書（平面図、縦断図、

準備工 
・基準点測量 

工 
 
事 
 
受 
 
注 

施 
 
工 
 
計 
 
画 

施 
 
 
 
 
 
工 

出 
 
来 
 
形 
 
計 
 
測 

出

来

高

算

出

計

測 

完
成
検
査 

引 
 
 
渡 
 
 
し 

３次元計測技術に係る準備工 
・施工計画書 
・工事基準点の設置 
・起工測量 
・基本設計データの作成又は３次元
設計データの作成 

・その他、ICT 機器の準備 
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横断図等）及び発注者が貸与する業務報告書である。  

受注者は、設計図書及び貸与資料に不足等がある場合は、監督職員にその旨を報告し 

資料を借り受けるものとする。 

イ 基本設計データの作成範囲 

基本設計データの作成範囲は、ほ場単位とする。なお、発注者は、設計図書等に対象と

した路線が分かるように作成範囲を示したものを、受注者に提供するものとする。 

 

図７－２ 基本設計データの作成範囲の例 

 

（２）基本設計データの確認 

    受注者は基本設計データの作成後に、基本設計データの情報（工事基準点、平面線形、

縦断線形、出来形横断面形状）について、設計図書（平面図、縦断図、横断図等）、線形計

算書等と照合するとともに、監督職員に様式－１「基本設計データチェックシート」を提

出することとし、暗渠排水においては、設計データ上で、逆勾配区間が無いか、埋設深に

ついて確認を行うこととする。 

 

３ ３次元設計データの作成 

３次元設計データの作成に当たっては、「第２章 第５ ３次元設計データ」に記載の内容

のほか、下記の点についても留意する。 

（１）３次元設計データの作成に必要な資料 

３次元設計データの作成に必要な準備資料は、起工測量データ、設計図書（平面図、縦

断図、横断図等）、線形計算書等である。準備資料の記載内容に３次元設計データの作成に

おいて不足等がある場合は、監督職員に報告し資料提供を依頼する。また、隣接する他工

事との調整も必要に応じて行うこと。 

暗渠排水においては、３次元設計データ上で、逆勾配区間が無いか、埋設深について確

認を行うこととする。 

（２）３次元設計データの作成範囲 

３次元設計データの作成範囲は、ほ場単位とする。なお、発注者は、設計図書等に対象
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とした路線が分かるように作成範囲を示したものを、受注者に提供するものとする。 

 

 

図７－３ ３次元設計データの作成範囲の例 

 

 ４ ＩＣＴ建設機械による施工 

   下記の工種において適用する。 

ＩＣＴ建設機械施工技術 

工 種 施工規模 

暗渠排水工事 掘削、床掘 
１ほ場ごとにおける施工延長が 10a あたり 100m

以上かつ対象とする施工延長が 1.1km 以上 

また、本章の適用対象とするＩＣＴ建設機械施工技術の種類は以下のとおりとする。 

・３次元ＭＧ又はＭＣバックホウによる３次元施工 

・３次元ＭＧ又はＭＣバックホウによる２次元施工 

 

 ５ ３次元出来形管理技術等の施工管理 

   本章では表７－１に示す技術を対象とする。 

暗渠排水工に伴う基礎砕石と疎水材の出来形管理は含まれないことに留意する。 

なお、出来形管理機能の無いＴＳを利用するだけでは、ＴＳ等光波方式出来形管理技術に

は該当しない。 

表７－１ 出来形管理技術の適用範囲 

断面管理の場合 

出来形管理技術 工種 出来形管理項目 施工規模 

・TS 等光波方式 

・RTK-GNSS 
暗渠排水工事 

吸水渠 

集水渠 

導水渠 

布設標高較差（H） 

中心線ズレ（e) 

水平方向延長（L） 

１ほ場ごとにおけ

る施工延長が 10a

あたり 100m 以上か

つ対象とする施工

延長が 1.1km 以上 
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 面管理の場合 

出来形管理技術 工種 出来形管理項目 施工規模 

・施工履歴デー

タ 
暗渠排水工事 

吸水渠 

集水渠 

導水渠 

掘削底面標高 

１ほ場ごとにおけ

る施工延長が 10a

あたり 100m 以上か

つ対象とする施工

延長が 1.1km 以上 

 

  ６ ３次元データの納品 

３次元出来形管理等による３次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。  

 

第２ 出来形管理技術の機器構成及び機器の機能と要件 

 １ ＴＳ等光波方式出来形管理技術（断面管理） 

（１）機器構成 

「第３章 第２ １（１）機器構成」の他、以下のとおりとする。 

ア 基本設計データ作成ソフトウェア 

「第３章 第２ １（１）機器構成 ア 基本設計データ作成ソフトウェア」と同様と

する。 

イ 出来形管理用ＴＳ等光波方式（ハードウェア及びソフトウェア） 

「第３章 第２ １（１）機器構成 イ 出来形管理用ＴＳ等光波方式（ハードウェア

及びソフトウェア）」と同様とする。 

ウ 出来形帳票作成ソフトウェア  

暗渠排水工の出来形帳票作成機能は、「第６ １ 断面管理の場合」に示す出来形管理帳

票を作成できる機能を有している必要がある。出来形帳票作成ソフトウェアが「第６ １ 

断面管理の場合」に示す図や項目に対応していない場合には、出来形帳票作成ソフトウ

ェアを利用し、手動で帳票作成を行っても差し支えないものとする。 

 

 

  

図７－４ 出来形確認画面例 

 

中心線ズレ（e） 

布設標高較差（H） 

水平方向延長（L） 
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（２）機器の機能と要件 

「第３章 第２ １（２）機器の機能と要件」と同様とする。 

 

２ ＲＴＫ－ＧＮＳＳ方式出来形管理技術（断面管理） 

（１）機器構成 

ア 基本設計データ作成ソフトウェア 

「第３章 第２ ８（１） イ 基本設計データ作成ソフトウェア」と同様とする。 

イ 出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳ（ハードウェア及びソフトウェア） 

「第３章 第２ ８（１） ア 出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳ（ハードウェア及びソフ

トウェア）」と同様とする。 

ウ 出来形帳票作成ソフトウェア 

「第３章 第２ ８（１） ウ 出来形帳票作成ソフトウェア」と同様とする。 

（２）機器の性能と精度管理及び機能と要件 

ア 出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳ本体 

「第３章 第２ ８（２）ア 出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳ本体」と同様とする。 

イ 出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳソフトウェア 

「第３章 第２ ８（２）イ 出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳソフトウェア」と同様とす

る。 

ウ 基本設計データ作成ソフトウェア 

「第３章 第２ ８（２）ウ 基本設計データ作成ソフトウェア」と同様とする。 

エ 出来形帳票作成ソフトウェア 

「第２ １ （１） ウ 出来形帳票作成ソフトウェア」と同様とする。 

 

３ 施工履歴データ出来形管理技術（面管理） 

施工履歴データを用いた出来形管理技術による出来形管理のシステムは、以下の機器で構成

され、また機器の機能と要件は、以下のとおりである。 

（１）ＩＣＴ建設機械本体、車載ＰＣ 

建設機械本体や施工中の作業装置位置をリアルタイムに計測・記録するための装置であ

る。施工履歴データは、車載ＰＣから記録媒体（ＵＳＢメモリー等）にコピーする等して

使用する。 

表７－２ 適用機種 

工種 
適用できる 

ＩＣＴ建設機械 

施工履歴データを 

記録する箇所 

施工履歴データを 

記録する作業 

掘削工 ３ＤＭＣバックホウ 

３ＤＭＧバックホウ 

バケット刃先 吸水渠 

集水渠（支線） 

導水渠（幹線） 

※ＩＣＴバックホウは、バケット刃先の３次元座標を施工履歴データとして記録できる機能を

有するものを用いる。バケット幅は、450mm 以下のものを用いる。 
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（２）施工完了範囲の判定・表示機能 

   施工者が定める施工管理値を施工中リアルタイムで車載モニタに表示し、これをオペレ

ータが確認しながら施工できる機能。モニタへの表示方法については施工者の任意とする。 

 

 

図７－５ ＩＣＴバックホウの機器構成例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）点群処理ソフトウェア 

取得した施工履歴データから３次元座標、記録時刻等の点群データを抽出し、出来形部

分と関係のない不要な点を除外するソフトウェアである。また、整理した３次元座標の点

群を、さらに出来形管理基準を満たす点密度に調整したポイントデータ、及び当該点群に

ＴＩＮ（不等三角網）を配置し、３次元の出来形計測結果を出力するソフトウェアである。 

別紙－１「点群処理ソフトウェアの機能と要件」の機能を有していなければならない。 

点群処理ソフトウェアによるデータ処理手順は以下のとおりとする。 

 

ア 「第７章 第３ ２（３） ア ①出来形評価用データ」の手順により、対象範囲外のデ

  
 

 

モニター 

重機⽤無線機 
センサー 

ＧＮＳＳアンテナ 

センサー 

モニター 

GNSS 受信機 

重機搭載型ルーター 

バルブモジュール 
マシンコントロール⽤ 

重機⽤無線機 

ＥＣＭ 
マシンコントロール⽤ 

ＧＮＳＳ受信機 
ＥＣＭ 
マシンコントロール⽤ 
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ータを削除する。この際、出来形計測点群データをグリッドで取得する場合は、10cm に

1 点のデータの取得を基本とする。なお、グリッドがバケット幅より大きい場合には、

利用できないことに留意する。 

イ 暗渠排水工事においては出来形のＴＩＮ（不等三角網）ファイルは必須ではないため、

必要に応じて、計測点群データの不要点削除が終了した点群を対象にＴＩＮ（不等三

角網）を配置し、地形や岩区分境界、あるいは出来形の面データを作成する。 

（４）３次元設計データ作成ソフトウェア 

「第３章 第２ ４（５） ３次元設計データ作成ソフトウェア」と同様とする。 

（５）出来形帳票作成ソフトウェア 

出来形帳票作成ソフトウェアは、出来形評価用データと「（４）３次元設計データ作成ソ

フトウェア」で作成した基本設計データの離れを算出し、出来形管理基準上の管理項目の

計算結果（標高較差等）と出来形の良否の評価結果、及び設計形状の比較による出来形の

良否判定が可能な出来形分布図を出力する機能を有していなければならない。 

（６）出来高算出ソフトウェア 

「第３章 第２ ４（７） 出来高算出ソフトウェア」と同様とする。 

 

第３ 出来形管理基準及び規格値 

 １ 断面管理の場合 

（１）概要 

断面管理は、従来の水糸、巻尺、レベル等を用いた高さ、幅等の出来形測定を、施工

管理データ（基本設計データと出来形測定データ）を搭載した出来形管理用機器を用い

た出来形測定とし、データをソフトウェアにより一元管理して、一連の出来形管理作業

（工事測量、設計データ、図面作成、出来形管理、出来形管理資料作成等）に活用する

ことで、作業の自動化、効率化が図られるものである。  

また、出来形管理用機器は、施工管理データ（基本設計データと出来形測定データ）

を３次元座標値として持つため、任意の横断面における丁張り設置や出来形管理を効率

的、正確に実施することができる。さらに、情報が全て電子データであることを活かし

てソフトウェアを用いて測定データから出来形帳票を作成することが可能となるため、

帳票作成作業を効率化し、転記ミスを防止することができる。 

情報化施工技術を用いた出来形管理は、計測した出来形測定点の３次元座標値と設計

データの比較により、布設標高較差、中心線ズレを算出し行う。 

施工延長については、２点間の水平方向延長であるため、計測機器は異なるものの出

来形管理項目は従前と同様である。 

 

表７－３ 従来方法と情報化施工の出来形管理の比較 

 

 従来方法 情報化施工 

出来形管理項目算出方法 実測２点の比較 設計データと実測点の比較 

出来形管理項目 
布設深 布設標高較差 

間隔 中心線ズレ 
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 従来方法                情報化施工 

 

図７－６ 従来方法と情報化施工の出来形管理の比較 

 

【出来形管理用ＴＳを用いた出来形測定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各点●の３次元座標値（実測値）を出来形管理用ＴＳで計測することにより、布設標高較差・中

心線ズレ・水平方向延長をその場で計算可能 

 

（２）出来形管理基準及び規格値 

出来形管理項目及び規格値は、下表のとおりとする。 

中心線ズレ（ｅ）は、下図に示すＢ1,Ｂ2 を評価することとする。 

規格値は、Ｂ1,Ｂ2≦375mm とする。 

水平施工延長（Ｌ）は、下図に示すＬ1 を評価することとする。 

規格値は、①Ｌ２≦500m の場合、Ｌ２－Ｌ1≦1000mm とする。 

出来形帳票作成 
ｿﾌﾄｳｪｱ 

出来形管理資料作成 

データ 
取り込み 

基本設計データ 
 
取り込み 

基本設計ﾃﾞｰﾀ 
作成ｿﾌﾄｳｪｱ 

２D データ 

発注図⾯ 
（CAD） 

　＜ ＞　
W

設計 1.370 m

測定 1.382 m

差 12 ㎜

規格値

30 ㎜

計測中

出来形計測　★　管理記録

▼ ▼ ▼
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②Ｌ２＞500m の場合、Ｌ２－Ｌ1≦Ｌ ２ × 0.2％とする。 

布設標高較差（Ｈ）、下図に示すＨ1,Ｈ2 を評価することとする。 

規格値は、Ｈ１,Ｈ ２ ≦75mm とする。 

 

表７－４ 出来形管理基準 

工種 出来形管理項目 規格値(mm) 

吸水渠 
集水渠 
導水渠 

布設標高較差(H) ＋75mm 

中心線ズレ(e) ＋375mm 

水平方向延長(L) 
－0.2％、 
ただし延長 500m 以下 1,000 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７－７ 出来形評価イメージ 
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表７－５ 土木工事施工管理基準（参考） 

 

 

２ 面管理の場合 

（１）概要 

施工履歴データを用いた出来形管理技術は、施工中に得られた施工履歴データ（ＩＣＴ建

設機械によりリアルタイムに取得した３次元座標）より、３次元ＣＡＤや３次元座標値が扱

える同等のソフトウェアを用いて、出来形を面的に把握し、出来形数量等を容易に算出する

ことが可能となり、従来の施工管理手間の大幅な削減と、面的な出来形の形状取得が可能で、

従来の巻尺、レベルによる幅・長さの計測や高さの計測は不要である。 

 

 

（２）管理ブロック 

 出来形評価を行うために、路線ごとに施工範囲を長方形の領域に分割する。これを管 

理ブロックと呼ぶ。 

ICT 建機による施工 施工履歴データ 
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設計データを延長方向 1m 毎に長方形に区切り、1m×バケット幅の管理ブロックに分割す

ることを基本とする(上限値 450mm)。各管理ブロックには管理ブロック番号を付ける。 

屈曲箇所などの端ブロックの延長が 50cm 未満となる場合は、当該端ブロックは管理ブロ

ックとしない。高低差があり、すりつけ区間を設ける必要がある場合に限り、発注者と協

議を行い、管理ブロックの設定を行わないことができる。ただし、品質に影響が出ないよ

う、十分に注意する。 

 

 

 

 

 

 

図７－８ 路線ごとの施工範囲の分割イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

図７－９ すりつけ区間の例 

 

（３）評価方法 

 出来形管理の評価項目及び規格値は下表のとおりとする。出来形の評価は、路線１本ご

とに行うこととする。 

 

表７－６ 各路線の出来形管理基準 

工種 評価項目 規格値(mm) 

吸水渠 

集水渠 

導水渠 

“各管理ブロックの標高較差”の路線内平均 ±100mm 

“各管理ブロックの標高較差”の路線内最大値 ＋150mm 

“各管理ブロックの標高較差”の路線内最小値 －150mm 

不良判定ブロック数 0 

【特 記】 

a 個々の計測値の規格値には計測精度として±50mm が含まれる。 

b 出来形測定は天端面（掘削の場合は平場面）と法面（小段を含む）の全面とし、全ての 

点で設計面との標高較差又は水平較差を算出する。出来形測定密度は１点／㎡（平面 

投影面積当たり）以上とする。 

c 法肩、法尻から水平方向に±50mm 以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。 

同様に、標高方向に±50mm 以内にある計測点は水平較差の評価から除く。 

d 評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする、規格値が変わる場合は、 

評価区間を分割するか、又は規格値の条件の最も厳しい値を採用する。 

すりつけ区間 
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ア “各管理ブロックの標高較差”の算出 

    ①出来形評価用データ 

出来形評価の対象は、管理ブロックを設定した区間で、設計データの中心線から両側

に 50ｃｍ（全幅 1ｍ）の範囲内にある計測点群データとして、不要な点の計測データを

削除する。 

 

 

 

 

 

図７－10 出来形評価対象実測データの範囲 

 

    ②“各管理ブロックの標高較差”の算出 

出来形評価用データから各管理ブロックの最下点を抽出し、各管理ブロックの最下実

測点 P とする。”各管理ブロックの標高較差”とは、各管理ブロックの最下実測点 P と設

計面との標高較差である。一般的な、取得した全ての点で設計面との標高較差を算出する

ものとは異なる。 

 

 

 

 

 

図７－11 各管理ブロックの標高較差 

 

イ 各管理ブロックの良否判定 

各管理ブロックの最下実測点 P が以下の①②両方を満たす場合、管理ブロックを

「良」判定とし着色する。 

    ①水平離隔が短辺を両側に 170mm 拡大した許容範囲内にある。なお、170mm の許容範囲

を設けず、管理ブロック幅を 170mm 拡張する方法により判別しても差し支えないものと

する。 

 

 

 

 

 

 

図７－12 水平離隔の良否基準イメージ 
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②”各管理ブロックの標高較差”が 75mm 以内である。 

 

 

 

 

 

 

図７－13 標高較差の良否基準イメージ 

 

第４ 出来形管理技術の計測性能、精度管理及び精度確認 

 １ 計測性能及び精度管理 

（１）ＴＳ等光波方式 

「第３章 第４ １（１）ＴＳ等光波方式」と同様とする。 

  

（２）ＲＴＫ－ＧＮＳＳ方式出来形管理技術（断面管理） 

「第３章 第４ １（７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳ方式出来形管理技術（断面管理）」と同様とす

る。 

 

（３）施工履歴データ出来形管理技術 

「第３章 第４ １（９）施工履歴データ出来形管理技術」と同様とする。 

 

２ 精度確認 

（１）国土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式の精度確認 

「第３章 第４ ２（１）国土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式の精度確認」と同様とす

る。 

（２）施工履歴データ出来形管理技術 

「第３章 第４ ２（７）施工履歴データ出来形管理技術」の他、以下のとおりとする。 

受注者は、ＭＣ・ＭＧ技術の性能確認のため、掘削又は敷均し工着手前に、作業装置位置

の計測精度を確認する。 

受注者は、作業装置位置の計測精度確認のため、出来形管理範囲着工前にテスト作業によ

る精度確認試験を実施する。また、作業期間中の精度を管理する目的で、静止状態での精度

確認を日々実施する。 

ア 評価基準 

使用するＩＣＴ建設機械が以下の基準を満たすこととする。 

 

表７－７ 精度確認試験での精度確認基準 

確認頻度 試験モード 比較方法 精度確認基準 

現場毎に 1 回実施 テスト作業によ

る精度確認 

ＴＳ計測値との較

差 

標高較差：±100mm 以

内 

現場日毎に 1 回実施 静止状態での精 既知点、またはＴＳ 水平・標高較差 
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度確認 計測値との水平・標

高較差 

：各±50mm 以内 

 

イ 実施方法 

（ア）テスト作業による精度確認 

施工前に、ＩＣＴ建機によるテスト作業を行い、施工履歴データの計測精度を確認す

る。確認は下記の(a)、(b)のいずれかの方法によって行う。現場内にテスト作業で掘削・

整形が行える適切な場所が無い場合は(b)の方法にて確認を行う。 

（a）実際に掘削整形作業を行う方法 

施工に使用するＩＣＴ建機を用い、現場内の適切な場所で、平場を平坦に整形する作

業を行う。作業中に施工履歴データを記録する。作業後、トータルステーション（ＴＳ）

で出来形を検測する。施工履歴データから求める出来形と、ＴＳで検測した点の三次元

座標を比較し、標高の差を算出する。これが上表の精度確認基準を満足していることを

確認する。 

      テスト作業で成形する範囲は、5m×5m 以上とし、ＴＳでの検測はテスト範囲内で 16 点以

上とする。 

 

図７－14 実際に掘削整形作業を行う方法の検測例 

 

 

（b）プリズムにて作業装置位置を計測する方法 

施工に使用するＩＣＴ建機を現場内に静置し、ＩＣＴ建機が施工履歴データとして座

標を記録する点に自動追尾式ＴＳで追尾・計測可能な全周プリズムを設置する。ＩＣＴ

建機にて平場の整形作業を模した動作を行い、動作中の施工履歴データを記録するとと

もに、全周プリズムの３次元座標をＴＳにて追尾・計測する。動作中に記録した施工履

歴データとＴＳで実測した３次元座標を比較し、標高の差の平均値を算出する。これが

下表の精度確認基準を満足していることを確認する。 

   整形作業を模した動作を行う平面範囲は 5m×5m 以上とし、ＴＳで計測する点数は 16

点以上とする。 
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図７－15 プリズムにて作業装置位置を計測する方法の検測例 

 

（イ）静止状態での精度確認 

バケット位置の精度評価方法は、マシンガイダンス技術から提供されるバケット刃先座

標と、既知点、またはＴＳにより計測した座標との較差を算出し、水平・標高較差が精度

確認基準に示す基準値以内であれば、所要の性能を確保していると判断する。 

なお、本精度確認試験は、施工範囲内とは別に設けた陸上の任意の箇所で実施すれば良

く、姿勢の確認のみで良い。バケット位置精度の標準的な確認方法を以下に示す。試験結

果は提出する必要はないが、監督職員の求めに応じて提出できるように保管する。 

 

図７－16 バケット位置精度の標準的な確認方法 

 

 

ウ 開発中の機種 

   開発中の機種の精度確認については、監督職員との協議によりバックホウに準拠できる

ものとする。  

    実証の際にテスト作業で成形する範囲は、5m 以上とし、ＴＳでの検測はテスト範囲内で

6 点以上とする。 
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図７－17 検測例 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７－18 静止状態での掘削チェーン、開削刃位置精度の確認方法の例 

 

 

第５ 出来形管理の計測手順、実施手順 

本章の適用対象における出来形管理の計測手順、実施事項は以下のとおりとする。 

１ ＴＳ等光波方式出来形管理技術（断面管理） 

（１）出来形管理用ＴＳ等光波方式による出来形計測 

ア 出来形管理用ＴＳ等光波方式の設置 

「第３章 第５ １（１）出来形管理用ＴＳ等光波方式による出来形計測 ア 出来形管理

用ＴＳ等光波方式の設置」と同様とする。 

イ 出来形計測の実施 

「第３章 第５ １（１）出来形管理用ＴＳ等光波方式による出来形計測 イ 出来形

計測の実施」と同様とする。 

ウ 出来形計測箇所 

計測する横断面は、「第２章 第４ 基本設計データ」で規定する出来形横断図位置ご

との管理断面上※17とし、各横断面の全ての出来形計測対象点について３次元座標値を取

得するものとする。上記の出来形計測対象点は下図に示すとおり出来形計測対象点は、

路線ごとに上、下流端の管頂２箇所とする。１本の布設長がおおむね 100m 以上のとき

は、中間点を加えた３箇所とする。 
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   布設延長 100m 未満         布設延長 100m 以上 

 

 

図７－19 出来形計測箇所 

 

２ ＲＴＫ－ＧＮＳＳ方式出来形管理技術（断面管理） 

（１）出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳ基準局の設置 

「第３章 第５ ８（１）出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳ基準局の設置」と同様とする。 

（２）ローカライゼーション（現地座標に変換） 

「第３章 第５ ８（２）ローカライゼーション（現地座標に変換）」と同様とする。 

（３）出来形計測の実施と精度確認 

ア 工事基準点上で初期化を行い、初期化直後のその工事基準点の計測値に大きな誤    

差が無いことを確認（既知点確認）する。初期化誤差が水平方向±20mm 以上又は鉛直方

向±10mm 以上ある場合は、再度、初期化を行う。ＭＣＭＧで施工を行う場合には、計測

精度を高めるために、ＲＴＫ－ＧＮＳＳとＭＣＭＧの基準局や補正方式を統一し、同一

の補正情報により位置情報補正を実施することが望ましい。 

イ 「第３章 第５ ８（３）イ」と同様とする。 

ウ 「第３章 第５ ８（３）ウ」と同様とする。 

エ 「第３章 第５ ８（３）エ」と同様とする。 

オ 「第３章 第５ ８（３）オ」と同様とする。 

カ 「第３章 第５ ８（３）カ」と同様とする。 

キ 「第３章 第５ ８（３）キ」と同様とする。 

（４）出来形計測箇所 

計測する横断面は、「第２章 第４ 基本設計データ」で規定する出来形横断図位置ご 

との管理断面上※17とし、各横断面の全ての出来形計測対象点について３次元座標値を取得

するものとする。上記の出来形計測対象点は下図に示すとおり出来形計測対象点は、上、

下流端の管頂２箇所とする。１本の布設長がおおむね 100m 以上のときは、中間点を加えた

３箇所とする。 

     

   布設延長 100m 未満         布設延長 100m 以上 

 

図７－20 出来形計測箇所 

 

：暗渠排水工における出来形測定対象

端点 端点 端点 端点 中間点 

：暗渠排水工における出来形測定対象

端点 端点 端点 端点 中間点 
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３ 施工履歴データ出来形管理技術（面管理） 

（１）工事基準点の設置・計測 

「第３章 第５ 10（１）工事基準点の設置・計測」と同様とする。 

（２）計測点群データの作成 

「第３章 第５ 10（２）計測点群データの作成」と同様とする。 

（３）出来形計測箇所 

「第３章 第５ 10（４）出来形計測箇所」と同様とする。 

 

第６ 出来形管理資料の作成 

   暗渠排水工事の出来形管理資料の作成については、下記のとおりとする。 

１ 断面管理の場合 

  出来形管理資料の作成は「第５ １（１）概要」の内容を理解した上で行うこととする。 

受注者は、基本設計データと出来形計測データを用いて、「出来形帳票作成ソフトウェア」に

より出来形管理資料を作成するものとする。 

また、「基本設計データ作成ソフトウェア」又は「出来形帳票作成ソフトウェア」を用いて出

来形管理結果による横断図の作成ができる場合は、工事完成図書として利用することができる。 

（１）記載項目 

  ほ場番号、管径、路線番号、点番号、設計点位置（X(m)、Y(m)）、実測点位置（X(m)、Y(m)）、

布設標高較差、中心線ズレ、水平方向延長などを記載することとする。 

 

表７－８ 出来形管理帳票に記載する情報 

出来形管理帳票に記載する情報 

・ほ場番号 

・管径 

・路線番号 

・設計点位置（X(m)、Y(m)） 

・実測点位置（X(m)、Y(m)） 

・布設標高較差 

・中心線ズレ 

・水平方向延長 

 

（２）出来形管理図 

   出来形計測位置図と、布設標高較差、中心線ズレ、水平方向延長についてグラフなどを

作成することとする。 
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表７－９ 出来形管理帳票作成例 

出来形管理帳票 

 

 

出来形計測位置図 

 

 

 

図７－21 出来形管理帳票作成例 

 

 

 

 

 

○ 出来形計測位置 
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２ 面管理の場合 

（１）出来形管理図表 

３次元設計データと出来形評価用データを用いて、設計面と出来形評価用データの各ポイ

ントとの離れ等の出来形管理基準上の管理項目の計算結果（標高較差の平均値等）と出来形

の良否の評価結果、及び設計面と出来形評価用データの各ポイントの離れを表した分布図を

整理した帳票、又は属性情報として出来形管理基準上の管理項目の計算結果を表示できる３

次元モデルのビューアファイルを作成する。 

出来形管理基準上の管理項目から出来形の良否を評価する情報として、以下の項目を表形

式で整理すること。 

 

 

 

【出来形管理基準上の管理項目から出来形の良否を評価する情報】 

出来形の良否を評価する情報 

・ほ場番号 

・管径 

・路線番号 

・計測点番号 

・”各管理ブロックの標高較差”平均（算出結果と規格値（当該部

位における平均値規格値）及び良否評価結果） 

・”各管理ブロックの標高較差”の最大値（算出結果と規格値（当

該部位における任意箇所規格値）及び良否評価結果） 

・”各管理ブロックの標高較差”の最小値（算出結果と規格値（当

該部位における任意箇所規格値）及び良否評価結果） 

・全体管理ブロック数 

・判定不良ブロック数 

・判定不良ブロック番号 
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表７－11 出来形管理帳票作成例 

 

 

 

 

出来形合否判定総括表 
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第８章 ため池改修工事編 

第１ 適用 

本章の対象となる作業範囲は図８－１の実線部分である。 

 

 
図８－１ ため池改修工事編の対象となる作業の範囲 

 

また、本章は、第１章第４に示す情報化施工技術活用工事の種類と適用範囲のうち、下記に示す

項目について適用する。 

 

１ ３次元起工測量 

（１）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

（２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

（３）TS 等光波方式を用いた起工測量 

（４）TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

（５）RTK―GNSS を用いた起工測量 

（６）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

（７）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

 

２ ３次元設計データの作成 

３次元起工測量で計測した測量データと、発注者が貸与する発注図データを用いて、３次元設

計データを作成する。 

 

３ ＩＣＴ建設機械による施工 

「第３章 第１ ３ ＩＣＴ建設機械による施工」と同様とする。 

 

 

４ ３次元出来形管理技術等の施工管理 

本章では表８－１に示す技術を対象とする。 

 

 

 

 

 

準備工 
・基準点測量 

工 
 
事 
 
受 
 
注 

施 
 
工 
 
計 
 
画 

施 
 
 
 
 
 
工 

出 
 
来 
 
形 
 
計 
 
測 

出

来

高

算

出

計

測 

完
成
検
査 

引 
 
 
渡 
 
 
し 

３次元計測技術に係る準備工 
・施工計画書 
・工事基準点の設置 
・起工測量 
・基本設計データの作成又は３次元
設計データの作成 

・その他、ICT 機器の準備 
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表８－１ 出来形管理技術の適用範囲 

断面管理 

出来形管理技術 工種 出来形管理項目 施工規模 

【単点計測】 

・TS 等光波方式 

・RTK-GNSS 

【多点計測】 

・UAV 空中写真測量 

・TLS 

・UAV レーザー 

・地上移動体搭載型 LS ため池 

改修工事 
堤体工 

基準高、堤幅（遮水性ゾー

ン（鋼土）の幅を除く）、法

長、施工延長 

堤高 15m 未満

の堤体 【単点計測】 

・TS 等光波方式 

・RTK-GNSS 

【多点計測】※ 

・UAV 空中写真測量 

・TLS 

・地上移動体搭載型 LS 

・モバイル端末 

遮水性ゾーン（鋼土）の幅 

※色データの取得が可能なものに限る 

 

（１）遮水性ゾーン（鋼土）の幅の計測 

遮水性ゾーン（鋼土）の幅の計測については、盛土高１m ごとに計測する。 

現場での出来形計測と同時に出来形の良否の判定等が行える単点計測技術を用いた断面管

理を基本とするが、従来手法による計測も可能とする。 

また、堤体内部の重要構造である遮水性ゾーンの面的な３次元形状を取得することにより、

施工完了後の維持管理や改修計画等への活用が期待されることから、簡易なモバイル端末やそ

の他多点計測技術についても利用可能とした。しかしながら、多点計測技術を用いた遮水性ゾ

ーン（鋼土）の幅の計測については、確立された手法ではないことから、実際に多点計測技術

を単独で用いて出来形管理を行う場合は、監督職員と協議した上で実施すること。 

 

５ ３次元データの納品 

３次元出来形管理等による３次元施工管理データを、工事完成図書として電子納品する。  
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第２ 出来形管理技術の機器構成及び機器の機能と要件 

１ ＴＳ等光波方式出来形管理技術（断面管理） 

（１）機器構成 

「第３章 第２ １（１）機器構成」と同様とする。 

（２）機器の機能と要件 

「第３章 第２ １（２）機器の機能と要件」と同様とする。 

 

２ ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術（断面管理） 

（１）機器構成及び機器の機能と要件 

ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術による出来形管理（断面管理）のシステムは、以下の機

器で構成され、また機器の機能と要件は、以下のとおりである。 

ア ＵＡＶ 

「第３章 第２ ４（１）ＵＡＶ」と同様とする。 

イ デジタルカメラ 

「第３章 第２ ４（２）デジタルカメラ」と同様とする。 

ウ 写真測量ソフトウェア 

「第３章 第２ ４（３）写真測量ソフトウェア」と同様とする。  

エ 点群処理ソフトウェア 

ＵＡＶ空中写真測量で算出した地形の３次元座標点群から樹木や草木、建設機械や仮設備等

の不要な点を除外するソフトウェアである。また、整理した３次元座標の点群を、さらに出来

形管理基準を満たす点密度に調整したポイントデータに編集した３次元の出来形計測結果を

出力するソフトウェアである。 

別紙－１「点群処理ソフトウェアの機能と要件」の機能を有していなければならない。 

点群処理ソフトウェアによるデータ処理手順は以下のとおりとする。 

（ア） 計測点群データの不要点を以下の手順で削除する。 

a 対象範囲外のデータ削除 

計測点群データの３次元的な鳥瞰図による目視確認等により、被計測対象物以外の計測

データを削除する。 

b 点群密度の変更（データの間引き） 

出来形計測データについては、0.0025 ㎡あたり１点以上、座標データ（出来形評価用デ

ータ）としては 0.0025 ㎡あたり１点以上の点密度が確保出来る程度まで点群密度を減ら

してよいが、座標値を変更するような処理はとってはならない。また、平面範囲で鉛直方

向の最下点や中央値を抽出することはよいが、平均処理を行ってはならない。 

c グリッドデータ化 

座標データ（出来形評価用データ）としては、点群密度の変更による方法の他に、内挿

により格子状に加工することにより、0.0025 ㎡あたり１点程度のデータとすることができ

る。 

（イ） 計測データの合成 

現場での計測結果が複数ある場合には、各計測で個別の３次元座標に変換した結果をひと

つに合成する方法や複数計測の特徴点を用いて合成を行ったのちに３次元座標に変換する
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方法により、計測データの合成を行う。 

オ 基本設計データ作成ソフトウェア 

「第３章 第２ １（１）ア 基本設計データ作成ソフトウェア」と同様とする。 

カ 出来形帳票作成ソフトウェア 

出来形帳票作成ソフトウェアは、出来形帳票を自動作成するソフトウェアであり、施工管理

データの読込み機能、測定点データの管理機能、出来形帳票出力機能※15 を有するものである。 

 

３ ＴＬＳ出来形管理技術（断面管理） 

（１）機器構成及び機器の機能と要件 

ＴＬＳ出来形管理技術による出来形管理のシステムは、以下の機器で構成され、また機器の

機能と要件は以下のとおりである。 

ア ＴＬＳ本体 

「第３章 第２ ５（１）ＴＬＳ本体」と同様とする。 

イ 点群処理ソフトウェア 

「第８章 第２ ２（１）エ 点群処理ソフトウェア」と同様とする。 

ウ 基本設計データ作成ソフトウェア 

「第３章 第２ １（１）ア 基本設計データ作成ソフトウェア」と同様とする。 

エ 出来形帳票作成ソフトウェア 

「第８章 第２ ２（１）カ 出来形帳票作成ソフトウェア」と同様とする。 

 

４ ＵＡＶレーザー出来形管理技術（断面管理） 

（１）機器構成及び機器の機能と要件 

ＵＡＶレーザー出来形管理技術による出来形管理のシステムは、以下の機器で構成され、ま

た機器の機能と要件は以下のとおりである。 

ア ＵＡＶ 

「第３章 第２ ６（１）ＵＡＶ」と同様とする。 

イ レーザースキャナー 

「第３章 第２ ６（２）レーザースキャナー」と同様とする。 

ウ 点群処理ソフトウェア 

「第８章 第２ ２（１）エ 点群処理ソフトウェア」と同様とする。 

エ 基本設計データ作成ソフトウェア 

「第３章 第２ １（１）ア 基本設計データ作成ソフトウェア」と同様とする。 

オ 出来形帳票作成ソフトウェア 

「第８章 第２ ２（１）カ 出来形帳票作成ソフトウェア」と同様とする。 

 

５ 地上移動体搭載型ＬＳ出来形管理技術（断面管理） 

（１）機器構成及び機器の機能と要件 

地上移動体搭載型ＬＳ出来形管理技術（断面管理）による出来形管理のシステムは、以下の

機器で構成され、また機器の機能と要件は以下のとおりである。 

ア 地上移動体搭載型ＬＳ（断面管理） 
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「第３章 第２ ７（１）地上移動体搭載型ＬＳ」と同様とする。 

イ 点群処理ソフトウェア 

「第８章 第２ ２（１）エ 点群処理ソフトウェア」と同様とする。 

ウ 基本設計データ作成ソフトウェア 

「第３章 第２ １（１）ア 基本設計データ作成ソフトウェア」と同様とする。 

エ 出来形帳票作成ソフトウェア 

「第８章 第２ ２（１）カ 出来形帳票作成ソフトウェア」と同様とする 

 

６ ＲＴＫ－ＧＮＳＳ方式出来形管理技術（断面管理） 

（１）機器構成 

「第３章 第２ ８（１）機器構成」と同様とする。 

（２）機器の性能と精度管理及び機能と要件 

「第３章 第２ ８（２）機器の性能と精度管理及び機能と要件」と同様とする。 

 

第３ 出来形管理基準及び規格値 

１ 断面管理の場合 

「第３章 第３ １ 断面管理の場合」と同様とする。 

なお、遮水性ゾーン（鋼土）の幅の計測については、規格値が存在せず、管理基準値の下限値

が「-0mm」であることから、計測誤差により不合格となる可能性があることに留意し、施工及び

出来形計測を行う必要がある。このため、現場での出来形計測と同時に出来形の良否の判定等が

行える単点計測技術を用いた断面での出来形管理手法を標準的な管理手法とする。 

 

第４ 出来形管理技術の計測性能、精度管理及び精度確認 

１ 計測性能及び精度管理 

（１）ＴＳ等光波方式 

「第３章 第４ １（１）ＴＳ等光波方式」と同様とする。 

（２）ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術 

「第３章 第４ １（３）ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術」と同様とする。 

（３）ＴＬＳ出来形管理技術 

「第３章 第４ １（４）ＴＬＳ出来形管理技術」と同様とする。 

（４）ＵＡＶレーザー出来形管理技術 

「第３章 第４ １（５）ＵＡＶレーザー出来形管理技術」と同様とする。 

（５）地上移動体搭載型ＬＳ出来形管理技術 

「第３章 第４ １（６）地上移動体搭載型ＬＳ出来形管理技術」と同様とする。 

（６）ＲＴＫ－ＧＮＳＳ方式出来形管理技術（断面管理） 

「第３章 第４ １（７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳ方式出来形管理技術（断面管理）」と同様とす

る。 

 

２ 精度確認 

（１）ＴＳ等光波方式出来形管理技術 
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「第６章 第４ ２（１）ＴＳ等光波方式出来形管理技術」と同様とする。 

（２）ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術 

「第３章 第４ ２ （３）ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術」と同様とする。 

（３）ＴＬＳ出来形管理技術 

「第３章 第４ ２（４）ＴＬＳ出来形管理技術」と同様とする。 

（４）ＵＡＶレーザー出来形管理技術 

「第３章 第４ ２（５）ＵＡＶレーザー出来形管理技術」と同様とする。 

（５）地上移動体搭載型ＬＳ出来形管理技術 

「第３章 第４ ２（６）地上移動体搭載型ＬＳ出来形管理技術」と同様とする。 

 

第５ 出来形管理の計測手順、実施手順 

本章の適用対象における出来形管理の計測手順、実施事項は以下のとおりとする。 

 

１ ＴＳ等光波方式出来形管理技術（断面管理） 

（１）出来形管理用ＴＳ等光波方式による出来形計測 

「第３章 第５ １（１）出来形管理用ＴＳ等光波方式による出来形計測」と同様とする。

ただし、遮水性ゾーン（鋼土）の幅は盛土高１m ごとに計測する。 

 

 

図８－２ 出来形計測箇所 

 

２ ＵＡＶ空中写真測量出来形管理技術（断面管理） 

（１）撮影計画の立案 

「第３章 第５ ４（１）撮影計画の立案」と同様とする。 

（２）標定点及び検証点の設置・計測 

「第３章 第５ ４（２）標定点及び検証点の設置・計測」と同様とする。 

（３）空中写真測量の実施 

「第３章 第５ ４（３）空中写真測量の実施」と同様とする。 

（４）計測点群データの作成 

「第３章 第５ ４（４）計測点群データの作成」と同様とする。 

（５）精度確認 

「第３章 第５ ４（５）精度確認」と同様とする。 

堤体⼯ 

：堤体⼯における出来形測定対象点 
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（６）出来形計測箇所 

「第８章 第５ １（１）出来形管理用ＴＳ等光波方式による出来形計測」と同様とする。

なお、出来形計測範囲は、基本設計データに記述されている管理断面の始点から終点とし、全

ての範囲で 0.0025 ㎡（0.05m×0.05m メッシュ）に１点以上の出来形座標値を取得するものと

する。 

 

３ ＴＬＳ出来形管理技術（断面管理） 

（１）ＴＬＳの設置 

「第３章 第５ ５（１）ＴＬＳの設置」と同様とする。 

（２）標定点の設置・計測 

「第３章 第５ ５（２）標定点の設置・計測」と同様とする。 

（３）出来形計測の実施 

ＴＬＳによる出来形計測は、計測対象範囲内で 0.0025 ㎡（0.05m×0.05m メッシュ）あたり、

１点以上の計測点が得られる設定で計測を行う。また、１回の計測距離は、様式－４「ＴＬＳ

精度確認試験結果報告書」を用いて実施した精度確認の距離範囲内とする。 

計測範囲を複数回の計測により標定点を用いて合成する場合は、標定点がＴＬＳによる出来

形計測中に動かないように確実に固定する。計測対象範囲に作業員や仮設構造物、建設機械な

どが配置されている場合は、地表面のデータが取得出来ないため、可能な限り出来形の地表面

が露出している状況で計測を行う。 

（４）出来形計測箇所 

「第８章 第５ １（１）出来形管理用ＴＳ等光波方式による出来形計測」と同様とする。

なお、出来形計測範囲は、基本設計データに記述されている管理断面の始点から終点とし、全

ての範囲で 0.0025 ㎡（0.05m×0.05m メッシュ）に１点以上の出来形座標値を取得するものと

する。 

 

４ ＵＡＶレーザー出来形管理技術（断面管理） 

（１）飛行計画の立案 

「第３章 第５ ６（１）飛行計画の立案」と同様とする。 

（２）調整点の設置・計測 

「第３章 第５ ６（２）調整点の設置・計測」と同様とする。 

（３）ＵＡＶレーザー計測の実施 

「第３章 第５ ６（３）ＵＡＶレーザー計測の実施」と同様とする。 

（４）計測点群データの作成 

「第３章 第５ ６（４）計測点群データの作成」と同様とする。 

（５）精度確認 

「第３章 第５ ６（５）精度確認」と同様とする。 

（６）出来形計測箇所 

「第８章 第５ １（１）出来形管理用ＴＳ等光波方式による出来形計測」と同様とする。

なお、出来形計測範囲は、基本設計データに記述されている管理断面の始点から終点とし、全

ての範囲で 0.0025 ㎡（0.05m×0.05m メッシュ）に１点以上の出来形座標値を取得するものと
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する。 

 

５ 地上移動体搭載型ＬＳ出来形管理技術（断面管理） 

（１）計測計画の立案 

「第３章 第５ ７（１）計測計画の立案」と同様とする。 

（２）検証点の設置・計測 

「第３章 第５ ７（２）検証点の設置・計測」と同様とする。 

（３）標定点の設置・計測 

「第３章 第５ ７（３）標定点の設置・計測」と同様とする。 

（４）出来形計測の実施 

地上移動体搭載型ＬＳによる出来形計測は、計測対象範囲内で 0.0025 ㎡（0.05m×0.05m メ

ッシュ）あたり、１点以上の計測点が得られる設定で計測を行う。また、１回の計測距離は、

様式－６「地上移動体搭載型ＬＳ精度確認試験結果報告書」を用いて実施した精度確認の距離

範囲内とする。 

計測範囲を複数回の計測により標定点を用いて合成する場合は、標定点が地上移動体搭載型

ＬＳによる出来形計測中に動かないように確実に固定する。 

計測対象範囲に作業員や仮設構造物、建設機械などが配置されている場合は、地表面のデー

タが取得出来ないため、可能な限り出来形の地表面が露出している状況で計測を行う。地上移

動体搭載型ＬＳ計測で利用するレーザークラスに応じた使用上の対策を講じるとともに、安全

性に十分考慮すること。 

（５）精度確認 

「第３章 第５ ７（５）精度確認」と同様とする。 

（６）出来形計測箇所 

「第８章 第５ １（１）出来形管理用ＴＳ等光波方式による出来形計測」と同様とする。

なお、出来形計測範囲は、基本設計データに記述されている管理断面の始点から終点とし、全

ての範囲で 0.0025 ㎡（0.05m×0.05m メッシュ）に１点以上の出来形座標値を取得するものと

する。 

 

６ ＲＴＫ－ＧＮＳＳ方式出来形管理技術（断面管理） 

（１）出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳ基準局の設置 

「第３章 第５ ８（１）出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳ基準局の設置」と同様とする。 

（２）ローカライゼーション（現地座標に変換） 

「第３章 第５ ８（２）ローカライゼーション（現地座標に変換）」と同様とする。 

（３）出来形計測の実施と精度確認 

「第３章 第５ ８（３）出来形計測の実施と精度確認」と同様とする。なお、遮水性ゾー

ンの幅は盛土高１m ごとに計測する。 

（４）出来形計測箇所 

「第８章 第５ １（１）出来形管理用ＴＳ等光波方式による出来形計測」と同様とする。 
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第６ 多点計測技術を用いて断面管理を行う場合の留意点 

多点計測技術を用いて断面管理を行う場合は、「土木工事施工管理基準」別表第１ 直接測定に

よる出来形管理に定められた測定項目を、点群処理ソフトウェア等を用いて算出する。また、算出

には、0.0025 ㎡（0.05m×0.05m メッシュ）あたりに１点以上の計測結果を利用して３次元点群を

抽出し、出来形管理対象となる端部を選点あるいは推定する方法を用いる。抽出する範囲は、管理

断面に対して直角方向に±100mm の範囲内の点群とする。なお、点群処理ソフトウェア等を用いた

測定項目の算出において、管理断面範囲内より必要な端部が選点できない場合は、補助線を用いて

計測してもよい。ただし、補助線を用いる場合は、点群の取得密度や不要点の状況によって補助線

の配置関係が変わることに留意する必要がある。 

 

 

 

【解説】 

１ 補助線の活用 

   CAD ソフトウェア等を用いた測定項目の算出において、管理断面範囲内より必要な端部が選

点できない場合は、補助線または補助線から作成した交点を用いて計測してもよい。 

また、補助線または補助線から作成した交点と基本設計データおよび出来形計測点群との配置

関係がわかるよう記録すること。 

 

 
 

２ 基準高 

計測対象箇所から水平方向に±100mm 以内（ｘ、ｙ方向）の座標を抽出し、標高値を基準高

として利用することができる。±100mm 以内に複数の点が存在する場合は平均化してもよい。 

 

 

 

計測対象箇所から 

水平±100mm の範囲 

計測対象箇所 

管理断面 

補助線 

部分的に欠損している場合 端部が判断できない場合 

交点 

交点 
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３ 幅 

計測すべき幅の端部を構成する２箇所を計測し、計測した３次元座標間の水平方向の差分を用

いる。 

 

４ 法長 

計測すべき測線上の法長を構成する端部の２箇所の３次元座標間の斜距離を用いる。 

 

 

５ 施工延長 

計測すべき測線上の延長の端部を構成する２箇所を計測し、計測した３次元座標間の斜距離を

用いる。延長を分割して計測する場合は、分割位置を含む３次元座標を結んだ斜距離の累積長さ

を延長とする。 

ただし、計測対象の曲線の形状によっては実際の距離と異なる場合があるため、延長の算出上

支障がある場合は、監督職員と協議の上、従来手法で計測してもよい。 

 

 

 

 

第７ 遮水性ゾーン（鋼土）の幅の管理における留意点 

盛土高１m ごとに計測する遮水性ゾーン（鋼土）の幅の管理については、規格値が存在せず、管

理基準値の下限値が「-0mm」であることから、計測誤差により不合格となる可能性があることに留

縦断方向の２箇所を計測する 

天端 

天端 

基準高の 

点を結んだ線 

端部の２箇所を計測する 

端部の２箇所を計測する 
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意し、施工及び出来形計測を行う必要がある。このため、現場での出来形計測と同時に出来形の良

否の判定等が行える単点計測技術を用いた断面での出来形管理手法を基本的な管理手法とした。 

また、堤体内部の重要構造である遮水性ゾーン（鋼土）の３次元座標を取得することにより、施

工完了後の維持管理や改修計画等への活用が期待されることから、簡易なモバイル端末やその他多

点計測技術についても利用可能とした。しかしながら、多点計測技術を用いた遮水性ゾーン（鋼土）

の幅の計測については、確立された手法ではないことから、実際に多点計測技術を単独で用いて出

来形管理を行う場合は、監督職員と協議した上で実施すること。 

 

【参考－１】多点計測技術を用いた遮水性ゾーン（鋼土）の幅の算出方法 

盛土高１m ごとに計測する遮水性ゾーン（鋼土）の幅の管理に多点計測技術を用いる場合の方法を

参考に掲載する。ここに掲載のない事項については、多点計測技術を用いて断面管理を行う場合の各

計測技術の記載を参考にする。 

 

１．使用する機器 

点群上で目視による遮水性ゾーン（鋼土）と均一型部分の境界の判別が必要になるため、使用する

機器は色データが取得可能なものでなければならない。 

 

２．遮水性ゾーン（鋼土）と均一型部分の境界明示の方法 

 色データを取得しても点群上で目視による境界の判別が困難であると想定される場合は、境界線上

にスプレーによるマーキングやリボンロッド等を設置した状態で計測するなどの対応が必要である。 

検証のため実施した計測においては、モバイル端末（写真測量）を用いた場合、近接した撮影が可

能であるため、細部まで再現可能であった（表８－２）。なお、本検証において、点群密度の変更（デ

ータの間引き）は行っていない。実際に使用する機器により、境界明示の方法について事前に確認を

行うことが望ましい。 

 

表８－２ ３次元計測点群上での境界の表示状況（参考） 

 スプレー（幅 5cm） 紅白ポール ピンポール スタッフ 

Ｕ
Ａ
Ｖ
空
中
写
真 

    

モ
バ
イ
ル
端
末
（
写
真
） 

    

 

1cm 解像度で撮影し
ているが、ピンポール
が再現できていない。
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３．点群処理ソフトウェアによるデータ処理 

 目視による境界の判別のため、計測点群データから座標データ（出来形評価用データ）として、点

群密度の変更（データの間引き）は行わない。 

 

４．３次元座標値からの測定値の算出方法 

点群処理ソフトウェアを用いて、基本設計データと点群を重畳し、点群の色データから、管理断面

上の計測すべき幅の端部を構成する２箇所を選択して計測し、計測した３次元座標間の水平方向の差

分を測定値とする。端部として、管理断面上の境界に一番近い点を選点する。 

図８－３ 点群処理ソフトウエア上での端部の選点 

 

管理断面に対して直角方向に±100mm の範囲内の点群を抽出した横断面で端部を選定しようとし

た場合、境界が不明瞭で端部の特定できない場合があったため、平面上で選点することとした。 

 

５．出来形管理基準及び規格値 

出来形管理基準及び規格値は、「土木工事施工管理基準」別表第１ 直接測定による出来形管理に定

められたものとする。 

表８－３ 土木工事施工管理基準による管理基準値 

測定項目 管理基準値(mm) （参考）規格値

(mm) 

測定基準 備考 

幅 +300、-0 － 基本設計データ上で作成され

ている全ての出来形横断面箇

所で測定する。 

盛土高 1m ごとに

管理する。 

 

規格値が存在せず、管理基準値の下限値が「-0mm」であることから、計測誤差により不合格とな

る可能性があることに留意し、施工及び出来形計測を行う必要がある。３次元計測技術を用いた場合、

計測誤差（最大±50mm）を許容するとして、規格値を-50mm に設定することも考えられる。 

 

 

【参考－２】モバイル端末等を用いた出来形管理技術（断面管理）の適用 

遮水性ゾーン（鋼土）の幅の管理において、多点計測技術を用いた断面管理を適用する場合の適用

事項を参考に掲載する。 

交点に近い点を選点 
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１．モバイル端末を用いた出来形管理技術（断面管理） 

（１）概要 

 モバイル端末等を用いた計測技術はモバイル端末等に搭載されたセンサーから得られる相対座標

と、相対座標を現場座標へ変換する際の基準となる現場座標計測技術の組合せによるシステムが多

い。 

（２）機器構成及び機器の機能と要件 

ア モバイル端末 

モバイル端末は、携帯端末などの汎用の電子デバイスで容易に可搬できるものとする。出来形計

測に利用するセンサーは、モバイル端末に搭載されている LiDAR やカメラの他、モバイル端末に

携帯可能なセンサーを組み合わせたものとする。 

イ 点群処理ソフトウェア 

モバイル端末で取得した複数回の３次元点群の結合や、３次元座標点群から樹木や草木、建設機

械や仮設備等の不要な点を除外するソフトウェアである。また、整理した３次元座標の点群を、さ

らに出来形管理基準を満たす点密度に調整したポイントデータを作成し、３次元の出来形計測結果

を出力するソフトウェアである。 

別紙－１「点群処理ソフトウェアの機能と要件」の機能を有していなければならない。 

点群処理ソフトウェアによるデータ処理手順は以下のとおりとする。 

（ア） 計測点群データの不要点を以下の手順で削除する。 

a 対象範囲外のデータ削除 

計測点群データの３次元的な鳥瞰図による目視確認等により、被計測対象物以外の計測

データを削除する。 

b 点群密度の変更（データの間引き） 

目視による境界の判別のため、計測点群データから座標データ（出来形評価用データ）

として、点群密度の変更（データの間引き）は行わない。 

（イ） 計測データの合成 

 現場での計測結果が複数ある場合には、各計測で個別の３次元座標に変換した結果をひと

つに合成する方法や複数計測の特徴点を用いて合成を行ったのちに３次元座標に変換する

方法により、計測データの合成を行う。 

ウ 基本設計データ作成ソフトウェア 

「第３章 第２ １（１）ア 基本設計データ作成ソフトウェア」と同様とする。 

エ 出来形帳票作成ソフトウェア 

「第８章 第２ ２（１）カ 出来形帳票作成ソフトウェア」と同様とする。 

 

（３）計測性能及び精度管理 

モバイル端末を用いた出来形管理技術は、下記の測定精度と同等以上の計測性能を有し、適正な

精度管理が行われている機器を使用するものとする。 

測定精度：計測範囲内で【鉛直方向・平面方向】±50mm 以内（様式－13「モバイル端末の精

度確認試験結果報告書」を準用し精度確認試験を行うこと。） 

色データ：色データの取得が可能なこと（点群処理時に目視により選別するために利用する） 
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（４）精度管理 

ア モバイル端末を用いた出来形計測技術の精度確認 

受注者は、モバイル端末を用いた出来形計測技術を用いる場合には、その精度を確認するため

に、以下の実施手順に即して精度確認試験を行い、様式－13「モバイル端末の精度確認試験結果

報告書」を準用し結果を整理して報告するものとする。 

（ア） 実施時期 

精度確認試験は、現場の計測と同時にすることも可能であるが、利用前にその精度確認試験を

行うことが望ましい。また、モバイル端末等を用いた計測技術については、定期点検や精度確保

の公的な制度が規定されていないことから、暫定案として利用の 12 か月以内に実施することと

する。 

（イ） 実施方法 

現場に設置した検証点を使用し、モバイル端末等を用いた計測から得られた点群データ上の検

証点の座標の値と真値となる座標値を比較し、その較差が要求精度以内であることを確認する。 

（ウ） 検証点の設置・計測 

出来形計測範囲内の任意箇所（標定点の直近は避ける）に検証点を設置し、工事基準点あるい

は工事基準点からＴＳ等光波方式により検証点の計測を行う。その際、計測に３級ＴＳを用いて

計測する場合は、工事基準点等から検証点までの距離を 100m 以内とする（２級ＴＳは 150m 以

内）。 

（エ） 評価基準 

（ウ）による計測結果を真値として、モバイル端末等を用いた計測結果と比較し、その差が適

正であることを確認する。 

表８－４ 精度確認試験での精度確認基準 

比較方法 精度確認基準 備考 

各座標値の較差 ±50mm 以内 現場内２箇所以上 

 

（５）出来形管理の計測手順、実施手順 

遮水性ゾーン（鋼土）の幅の管理における出来形管理の計測手順、実施事項は以下のとおりとする。 

ア 計測計画の立案 

所定の計測密度、計測精度が確保できる計測手法を立案する。 

イ 検証点の設置・計測 

モバイル端末による計測結果の精度確認用の検証点を設置する。 

ウ 出来形計測の実施 

アで計画した機器を用いて計測する。 

エ 精度確認 

ウで作成した計測点群上で得られる、検証点の座標と（イ）により計測した検証点の座標を真値

と比較し、検証点と真値の座標間距離が±50mm 以内であることを確認する。 

オ 出来形計測箇所 

「第８章 第５ １（１）出来形管理用ＴＳ等光波方式による出来形計測」と同様とする。 
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２．モバイル端末を用いた出来形管理技術以外の適用 

前項で遮水性ゾーン（鋼土）の幅の管理において、簡易に３次元計測が可能なモバイル端末を用い

た出来形管理技術の利用方法を策定した。この他、遮水性ゾーン（鋼土）の幅の管理において、以下

の多点計測技術を利用することができる。 

また、精度確認試験の実施方法は、本章で定める各計測技術の精度確認試験方法によるものとする。

測定精度および計測密度は、本章で定める「計測性能及び精度管理」を満たすこととする。ただし、

地上型レーザースキャナー及び地上移動体搭載型レーザースキャナーにおいて、任意としている色デ

ータの取得は必須とする。 

 

《その他の多点計測技術》 

・空中写真測量（UAV） 

・地上型レーザースキャナー 

・地上移動体搭載型レーザースキャナー 
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第９章 付帯構造物工事編 

第１ 適用 

本章の適用対象となる作業範囲は図９－１の実線部分である。 

なお、付帯構造物工事は、他工種の関連施工工種として実施することとする。 

 

 

 

図９―１ 付帯構造物工事編の対象となる作業の範囲 

 

また、本章は、第１章第４に示す情報化施工技術活用工事の種類と適用範囲のうち、下記に

示す項目について適用する。 

 

 １ 設計データの作成 

３次元起工測量で計測した測量データと、発注者が貸与する設計図書等を用いて、基本設

計データ又は３次元設計データを作成する。 

 

２ ３次元出来形管理技術等の施工管理 

    本章では表９―１に示す技術を対象とする。 

 

表９－１ 出来形管理技術の適用範囲 

断面管理の場合 

出来形管理技術 工種 出来形管理項目 施工規模 

・TS 等光波方式 

・TS（ノンプリズ

ム） 

・TLS 

・RTK-GNSS 

共通工事 

コンクリートブロッ

ク積み、コンクリート

ブロック張り、 

石積（張）工 

基準高、法長、施

工延長 

他工種の施工規模

と同様（単独ではな

く他工種の関連施

工工種として実施

することとする。）。 
コンクリート側溝工、

コンクリート管渠工 

基準高、幅、高

さ、施工延長 

 注１：上表の記載のない管理項目及び適用対象外の管理項目は従来手法による。 

 注２：延長の算定に支障がある場合は監督職員との協議の上、従来手法で計測してもよい。 

 注３：舗装工事においては、ＴＳ（ノンプリズム方式）出来形管理技術及びＲＴＫ－ＧＮＳＳ出

来形管理技術を使用しないことから、舗装工事の関連施工工種として実施する場合は適用

しない。 

注４：暗渠排水工事においては、ＴＳ（ノンプリズム方式）出来形管理技術を使用しないことか

準備工 
・基準点測量 

工 
 
事 
 
受 
 
注 

施 
 
工 
 
計 
 
画 

施 
 
 
 
 
 
工 

出 
 
来 
 
形 
 
計 
 
測 

出

来

高

算

出

計

測 

完
成
検
査 

引 
 
 
渡 
 
 
し 

３次元計測技術に係る準備工 
・施工計画書 
・工事基準点の設置 
・基本設計データの作成又は３次元
設計データの作成 

・その他、ICT 機器の準備 
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ら、暗渠排水工事の関連施工工種として実施する場合は適用しない。 

 

第２ 出来形管理技術の機器構成及び機器の機能と要件 

１ ＴＳ等光波方式出来形管理技術（断面管理） 

   「第３章 第２ １ ＴＳ等光波方式出来形管理技術（断面管理）」と同様とする。 

 

２ ＴＳ（ノンプリズム方式）出来形管理技術（断面管理） 

  「第６章 第２ ２ ＴＳ（ノンプリズム方式）出来形管理技術（断面管理）」と同様とす

る。 

 

３ ＴＬＳ出来形管理技術 

   「第６章 第２ ３ ＴＬＳ出来形管理技術」と同様とする。 

 

 ４ ＲＴＫ－ＧＮＳＳ方式出来形管理技術（断面管理） 

「第３章 第２ ８ ＲＴＫ－ＧＮＳＳ方式出来形管理技術（断面管理）」と同様とする。 

 

第３ 出来形管理基準及び規格値 

  １ ＴＳ等光波方式出来形管理技術（断面管理）及びＲＴＫ－ＧＮＳＳ方式出来形管理技術（断

面管理）の場合 

 測定項目、出来形管理基準及び規格値は、「土木工事施工管理基準」別表第１ 直接測定に

よる出来形管理に定められたものとする。 

 

  ２ ＴＳ（ノンプリズム方式）出来形管理技術及びＴＬＳ出来形管理技術の場合 

    出来形管理基準及び規格値は以下のとおりとする。 

（１）出来形測定箇所 

出来形測定箇所は、「土木工事施工管理基準」別表第１ 直接測定による出来形管理に定

められた測定基準に基づき設定する。 

（２）測定値算出 

ア 基準高（標高）の測定値を３次元座標から算出する方法 

基準高（標高）は、３次元座標値の標高座標（ｚ座標）の値を用い、管理断面上の設

計値と測定値の対比で規格値との比較・判定を行う。 

    イ 法長・幅・高さの測定値を３次元座標値から算出する方法 

    （ア）法長は、計測した２点間の斜距離の算出値を測定値とし、管理断面上の設計値と測

定値の対比で規格値との比較・判定を行う。 

    （イ）幅は、計測した２点間の水平距離の算出値を測定値とし、管理断面上の設計値と測

定値の対比で規格値との比較・判定を行う。 

    （ウ）高さは、計測した２点間の標高座標（ｚ座標）差分値を用いて規格値と比較・判定

を行う。高さの構成点として選択した２点は同じ平面位置になくてもよい。 

ウ 延長の測定値を３次元座標から算出する方法 

      延長は、ブロック等の計測対象物に沿って、始点から終点までの複数の箇所で３次元
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座標を計測し、これらの点間の直線距離（斜距離）の合計値を延長として用いて規格値

と比較・判定を行う。 

   （３）規格値及び測定基準 

      出来形管理の規格値及び測定基準は、「土木工事施工管理基準」別表第１ 直接測定に

よる出来形管理に定められたものとする。 

 

第４ 出来形管理技術の計測性能、精度管理及び精度確認 

  １ 計測性能及び精度管理 

（１）ＴＳ等光波方式 

「第３章 第４ １（１）ＴＳ等光波方式」と同様とする。 

（２）ＴＳ（ノンプリズム方式） 

     「第３章 第４ １（２）ＴＳ（ノンプリズム方式）」と同様とする。 

（３）ＴＬＳ出来形管理技術 

     「第３章 第４ １（４）ＴＬＳ出来形管理技術」と同様とする。 

  （４）ＲＴＫ－ＧＮＳＳ方式出来形管理技術（断面管理） 

「第３章 第４ １（７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳ方式出来形管理技術（断面管理）」と同様と

する。 

 

２ 精度確認 

（１）ＴＳ等光波方式 

「第３章 第４ ２（１）国土地理院で規定が無いＴＳ等光波方式の精度確認」と同様

とする。 

（２）ＴＳ（ノンプリズム方式）出来形管理技術 

     「第３章 第４ ２（２）ＴＳ（ノンプリズム方式）出来形管理技術」と同様とする。 

（３）ＴＬＳ出来形管理技術 

     「第３章 第４ ２（４）ＴＬＳ出来形管理技術」と同様とする。 

（４）ＲＴＫ－ＧＮＳＳ出来形管理技術（断面管理） 

「第３章 第４ １（７）ＲＴＫ－ＧＮＳＳ方式出来形管理技術（断面管理）」に規定さ

れた検定証明書等を監督職員に提出するものとする。 

 

第５ 出来形管理の計測手順、実施手順 

１ ＴＳ等光波方式出来形管理技術（断面管理） 

  （１）出来形管理用ＴＳ等光波方式の設置 

「第３章 第５ １（１）ア 出来形管理用ＴＳ等光波方式の設置」と同様とする。 

（２）出来形計測の実施 

ＴＳと計測点までの距離が大きくなるほど、測定精度が低下する傾向があるため、出来

形計測時のＴＳと計測点までの視準距離の制限値を、使用するＴＳの級、工種、出来形管

理項目に係わらず、一律 100m とする。 

また、出来形計測を行う箇所が、基本設計データに管理断面として入力したラインから、

延長方向に±100mm 以内の範囲内になるよう、計測を行うこととする。 
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  （３）出来形計測箇所 

計測する横断面は、「土木工事施工管理基準」別表第１ 直接測定による出来形管理に

定められた測定基準（線的なものについては施工延長おおむね 20ｍにつき１箇所、20ｍ未

満は２箇所）に基づき設定し、各断面の全ての計測対象点について３次元座標値を取得す

る。 

また、受注者の定めた出来形計測点を適宜設定する。 

 

２ ＴＳ（ノンプリズム方式）出来形管理技術 

（１）ＴＳ（ノンプリズム方式）の設置 

「第３章 第５ ３（１）ＴＳ（ノンプリズム方式）の設置」と同様とする。 

（２）出来形計測の実施 

「第６章 第５ ２（２）出来形計測の実施」と同様とする。 

（３）出来形計測箇所 

「第６章 第５ ２（２）出来形計測の実施」と同様とする。 

 

３ ＴＬＳ出来形管理技術 

（１）ＴＬＳの設置 

「第６章 第５ ３（１）ＴＬＳの設置」と同様とする。 

（２）標定点の設置・計測 

「第６章 第５ ３（２）標定点の設置・計測」と同様とする。 

（３）出来形計測の実施 

「第６章 第５ ３（３）出来形計測の実施」と同様とする。 

（４）出来形計測箇所 

「第６章 第５ ３（４）出来形計測の実施」と同様とする。 

 

４ ＲＴＫ－ＧＮＳＳ方式出来形管理技術（断面管理） 

（１）出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳ基準局の設置 

「第３章 第５ ８（１）出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳ基準局の設置」と同様とする。 

（２）ローカライゼーション（現地座標に変換） 

「第３章 第５ ８（２）ローカライゼーション（現地座標に変換）」と同様とする。 

（３）出来形計測の実施と精度確認 

「第３章 第５ ８（３）出来形計測の実施と精度確認」と同様とする。 

（４）出来形計測箇所 

「第３章 第５ ８（４）出来形計測箇所」と同様とする。 

 


